
平成２３年第 ３ 回定例会

市　議　会　会　議　録

平成２３年９月 ５日（ 開会 ）

平成２３年９月２８日（ 閉会 ）

垂　水　市　議　会
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第 ３ 回 定 例 会 会 議 録 目 次

第１号（９月５日）（月曜日）

　　１．開　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．会議録署名議員の氏名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．会期の決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．諸般の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．報告第１０号・報告第１１号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８

　　　報告、質疑、表決（承認）

　　１．議案第４５号・議案第４６号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１０

　　　委員長報告、質疑、討論、表決

　　　議案第４５号・議案第４６号（原案可決）

　　１．議案第４９号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１２

　　　説明、休憩、全協、質疑、表決（同意）

　　１．議案第５０号～議案第５３号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１３

　　　説明、質疑

　　　議案第５０号～議案第５３号　総務文教委員会付託

　　１．議案第５４号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１６

　　　説明、質疑

　　　議案第５４号　各常任委員会付託

　　１．議案第５５号～議案第６０号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１９

　　　説明、質疑

　　　議案第５５号～議案第６０号　各常任委員会付託

　　１．陳情第３号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２３

　　　陳情第３号　総務文教委員会付託

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２３

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２３

第２号（９月１３日）（火曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２６

　　１．一般質問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２６

　　　堀内貴志議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２６

　　　　垂水中央中学校の現状について

　　　　垂水高校存続のための動向について

　　　北方貞明議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３８

　　　　市長の政治倫理について

― 1  ―



　　　　観光事業について

　　　　環境問題について

　　　田平輝也議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４７

　　　　南中学校の跡地利用について

　　　　自然エネルギーの活用について

　　　　空き家対策について

　　　森　正勝議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５４

　　　　道の駅について

　　　　支え合う地域のきずなプロジェクトについて

　　　川畑三郎議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５９

　　　　河床整備について

　　　　農道、市道の整備について

　　　川越信男議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６３

　　　　人口増対策について

　　　　河川護岸の改修について

　　　持留良一議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６７

　　　　自然エネルギーへの本格的な取組について

　　　　介護問題

　　　　（健康と暮らしを守るためにも、安心して介護が利用できるように）

　　　　予算のあり方について

　　　　（市営住宅の目的と有効投資と経済の刺激で雇用対策にも効果発揮）

　　　　学童保育問題

　　　　（安心して働きながら子育て、子どもたちが生き生きと生活できる学童保育所を）

　　　　アレルギー疾患対策

　　　　（どの子も安心して学べる教育環境の整備を）

　　　　指定管理者の採用問題

　　　感王寺耕造議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８１

　　　　華厳園への民間企業経営参画の申入れについて

　　　　口蹄疫の防疫対策について

　　　　肥育農家に対する振興策について

　　　　防災無線等の設置について

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９２

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９２

第３号（９月１４日）（水曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９４

　　１．一般質問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９４

― 2  ―



　　　池山節夫議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９４

　　　　新しい公共について

　　　　防災について

　　　　再生エネルギー法について

　　　池之上　誠議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０５

　　　　財政状況について

　　　　垂水中央中学校について

　　　篠原則議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１３

　　　　元気な垂水づくりについての取組は

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１９

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１９

第４号（９月２８日）（水曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２２

　　１．諸般の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２２

　　１．議案第５０号～議案第６０号、陳情第３号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２２

　　　委員長報告、質疑、討論、表決

　　　議案第５０号～議案第６０号（原案可決）

　　　陳情第３号（継続審査）

　　１．議案第６１号～議案第７１号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２３

　　　決算特別委員会設置、付託、閉会中の継続審査

　　１．決議案第１号・決議案第２号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２４

　　　説明、休憩、全協、質疑、表決（原案可決）

　　１．意見書案第２号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２６

　　　質疑、表決（原案可決）

　　１．陳情第４号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２７

　　　産業厚生委員会付託、閉会中の継続審査

　　１．閉　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２８

― 3  ―



平 成 ２３ 年 第 ３ 回 垂 水 市 議 会 定 例 会

１．会期日程

― 1  ―

月 日 曜 種 別 内　　　　　　　　容

９・　５ 月 本会議
会期の決定、議案等上程、説明、質疑、討論、一部表決、

一部委員会付託

９・　６ 火 休　会

９・　７ 水 〃 （質問通告期限：正午）

９・　８ 木 〃 　

９・　９ 金 〃

９・１０ 土 〃

９・１１ 日 〃

９・１２ 月 〃

９・１３ 火 本会議 一般質問

９・１４ 水 本会議 一般質問

９・１５ 木 休　会

９・１６ 金 〃 委員会 産業厚生委員会（議案審査）

９・１７ 土 〃

９・１８ 日 〃

９・１９ 月 〃 敬老の日

９・２０ 火 〃

９・２１ 水 〃 委員会 総務文教委員会（議案審査）

９・２２ 木 〃

９・２３ 金 〃 秋分の日

９・２４ 土 〃

９・２５ 日 〃

９・２６ 月 〃 委員会 議会運営委員会

９・２７ 火 〃

９・２８ 水 本会議
委員長報告、質疑、討論、表決、議案等上程、説明、質疑、

討論、一部表決、一部委員会付託　　　



２．付議事件

件　　　　　　　　　　　名

　報告第１０号　専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度垂水市一般会計補正予算（第４

　　　　　　　 号））

　報告第１１号　専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度垂水市と畜場特別会計補正予算

　　　　　　　　 （第２号））

　議案第４５号　平成２２年度垂水市水道事業会計決算認定について

　議案第４６号　平成２２年垂水市病院事業会計決算認定について

　議案第４９号　垂水市教育委員会委員の任命について

　議案第５０号　垂水市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例　案

　議案第５１号　垂水市税条例等の一部を改正する条例　案

　議案第５２号　垂水市交通災害共済条例の一部を改正する条例　案

　議案第５３号　消防本部電源照明車購入契約について

　議案第５４号　平成２３年度垂水市一般会計補正予算（第５号）案

　議案第５５号　平成２３年度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）案

　議案第５６号　平成２３年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第１号）案

　議案第５７号　平成２３年度垂水市病院事業会計補正予算（第１号）案

　議案第５８号　平成２３年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計補正予算（第１号）案

　議案第５９号　平成２３年度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）案

　議案第６０号　平成２３年度垂水市水道事業会計補正予算（第１号）案

　議案第６１号　平成２２年度垂水市一般会計歳入歳出決算認定について

　議案第６２号　平成２２年度垂水市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６３号　平成２２年度垂水市老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６４号　平成２２年度垂水市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６５号　平成２２年度垂水市交通災害共済特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６６号　平成２２年度垂水市地方卸売市場特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６７号　平成２２年度垂水市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６８号　平成２２年度垂水市老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６９号　平成２２年度垂水市と畜場特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第７０号　平成２２年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第７１号　平成２２年度垂水市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

　決議案第１号　交通事故防止に関する決議（案）

　決議案第２号　川内原子力発電所に関する決議（案）

　意見書案第２号　原発依存から自然エネルギーの本格的導入を求める意見書（案）

　陳　情

　陳情第３号　川内原発増設計画の中止などを求める意見書の採択について

　陳情第４号　ＴＰＰ（環太平洋連携協定）交渉参加反対に関する陳情書
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平 成 ２ ３ 年 第 ３ 回 定 例 会

会 　 　 議 　 　 録

第 １ 日 　 平 成 ２３ 年 ９ 月 ５ 日



本 会 議 第１号（９月５日 ）（ 月 曜 ）

　　出席議員　　１５名

　　　　　　　１番　　川　越　信　男

　　　　　　　２番　　堀　内　貴　志

　　　　　　　４番　　感王寺　耕　造

　　　　　　　５番　　池之上　　　誠

　　　　　　　６番　　堀　添　國　尚

　　　　　　　７番　　田　平　輝　也

　　　　　　　８番　　持　留　良　一

　　　　　　　９番　　北　方　貞　明

　　　　　　 １０番　　池　山　節　夫　

　　　　　　 １１番　　森　　　正　勝

　　　　　　 １２番　　川　　達　志

　　　　　　 １３番　　宮　迫　泰　倫

　　　　　　 １４番　　徳　留　邦　治

　　　　　　 １５番　　篠　原　　則

　　　　　　 １６番　　川　畑　三　郎

　　欠席議員　　　１名

　　　　　　　３番　　大　薗　藤　幸

　　地方自治法第１２１条による出席者

　　　市 長　　尾　脇　雅　弥

　　　副 市 長　　寺　地　浩　一

　　　総 務 課 長　　山　口　親　志

　　　企 画 課 長　　倉　岡　孝　昌

　　　財 政 課 長　　北　迫　睦　男

　　　税 務 課 長　　葛　迫　隆　博

　　　市 民 課 長　　白　木　修　文

　　　市 民 相 談

　　　サービス課長　　前木場　強　也

　　　保健福祉課長　　城ノ下　　　剛　

　　　生活環境課長　　感王寺　八　郎

　　　農 林 課 長　　森　下　利　行

　

　　　水 産 課 長　　岩　元　悦　郎

　　　商工観光課長　　塚　田　光　春

　　　土 木 課 長　　深　港　　　渉

　　　会 計 課 長　　脇　　　孝　久

　　　水 道 課 参 事　　迫　田　義　明

　　　監査事務局長　　礒　脇　正　道

　　　消 防 長　　宮　迫　義　秀

　　　教 育 長　　肥　後　昌　幸

　　　教育総務課長　　今　井　文　弘

　　　学校教育課長　　有　馬　勝　広

　　　社会教育課長　　瀬　角　龍　平

　　議会事務局出席者

　　　事 務 局 長　　松　浦　俊　秀 　　　書 記　　篠　原　輝　義

　　　書 記　　有　馬　英　朗
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平成23年９月５日午前10時開会

　　　△開　　会

議長（宮迫泰倫）定刻、定足数に達しておりま

すので、ただいまから平成23年第３回垂水市議

会定例会を開会します。

　　　△開　　議

〇議長（宮迫泰倫）これより、本日の会議を

開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△会議録署名議員の指名

〇議長（宮迫泰倫）日程第１、会議録署名議員

の指名を行います。

　会議録署名議員は、会議規則第80条の規定に

より、議長において徳留邦治議員、感王寺耕造

議員を指名します。

　　　△会期の決定

〇議長（宮迫泰倫）日程第２、会期の決定を

議題とします。

　去る８月31日議会運営委員会が開催され、協

議がなされた結果、本定例会の会期をお手元の

会期日程表のとおり、本日から28日までの24日

間とすることに意見の一致を見ております。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、会期は、本日から28日までの24日間

と決定しました。

　　　△諸般の報告

〇議長（宮迫泰倫）日程第３、諸般の報告を

行います。

　この際、議長の報告を行います。

　監査委員から、平成23年５月分、６月分及び

７月分の出納検査結果報告がありましたので、

写しをお手元に配付しておきましたから御了承

願います。

　以上で、議長報告を終わります。

　　　［市長尾脇雅弥登壇］

〇市長（尾脇雅弥）皆さん、おはようござい

ます。

　６月定例議会後の議会に報告すべき主な事項

について、御報告申し上げます。

　３月定例議会においても申し上げましたが、

まず、３月11日に発生しました東日本大震災に

おいてとうとい命を失われた多くの方々の御冥

福をお祈りしますとともに、今なお避難所生活

を余儀なくされております数多くの被災者の皆

様が一日も早く穏やかな生活を取り戻され、復

興されますことを心から御祈念申し上げたいと

存じます。

　被災地への支援のためにこれまで行ってまい

りました職員派遣について、御報告させていた

だきます。

　震災発生直後の３月14日より９月１日までに、

総勢30名の職員を被災地支援のために派遣いた

しました。内訳といたしまして、消防本部隊員

５名、水道課職員１名、一般職員22名、保健師

２名となっております。

　９月以降の大隅半島４市５町の復興支援チー

ムとしての職員派遣につきましては、一たん９

月で終了することが申し合わせされましたが、

支援体制につきましては引き続き継続すること

にしております。

　次に、安心・安全な垂水のまちづくりの備え

といたしまして、桜島大規模噴火、地震、津波

を想定した災害図上訓練を６月27日に、災害対

策本部会議メンバーや関係機関60名が参加して

実施いたしました。時間の経過とともに変化す

る状況を想定して、時々に応じて必要な情報収

集や分析、意思決定の判断など、実践さながら

の緊張感のもと、丸一日をかけて行いました。

　同様の訓練を重ねることにより、災害発生時

の迅速な対応へとつながっていくと思いますの

で、今後も継続してまいりたいと考えておりま
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す。

　続きまして、現在までに発生しております豪

雨、台風等の被害状況につきまして御報告いた

します。

　公共土木災害以外の被害状況につきましては、

住家被害１件、非住家被害１件、農林施設関係

被害３件、生活環境施設被害１件の合計６件で、

217万1,000円の被害額となっております。

　公共土木施設であります市道の状況につきま

しては、市道高野線におきまして去る６月24日

に、のり面約30メートル上方の岩盤が崩落し、

直後に通行どめを行っております。地質の専門

的見解では、今回の崩落の原因としましては、

風化した岩盤にひびが入った状態に入り込んだ

木の根の成長か、車輌通行時の振動により落下

したものとされており、現状のままでの通行開

放には非常な危険性があることも指摘されまし

た。

　高野地区におきましては、市内でも有数の養

鶏団地があることや、地区外への通勤者なども

おられることから、すぐに迂回路として二川林

道を利用していただくこととしましたが、市道

径路より約４倍の距離があり、精神的、経済的

にも負担を強いられているところでございます。

　このような状況の中、早急な対策工事を実施

し、交通開放を図る必要がありますことから、

９月２日に工事入札を執行したところでござい

ます。工法は、のり面に不安定に残っている岩

石を除去し、のり面全体をワイヤーネットで固

定するものでございます。

　なお、工期については、できるだけ早期の完

成を図ることとしており、請負業者との工程協

議を行い、完成時期をあらかじめ決定し、地区

住民の皆様に周知するようにいたします。 　次

に、本市における交通死亡事故の発生状況につ

いて御報告させていただきます。

　６月議会以降、本市では２件の交通死亡事故

が発生いたしております。

　１つ目の死亡事故は、６月24日午後６時半ご

ろに、柊原の国道220号で自宅付近を横断中の高

齢者が直進中の乗用車にはねられる事故であり

ます。

　２つ目の死亡事故は、７月10日午後３時25分

ごろに、垂水市本城の市道交差点で道路を横断

しようとした小学生が直進中の軽四輪の乗用車

にはねられた事故であります。

　本市では一昨年来交通死亡事故が多発してお

りまして、平成21年は交通事故死亡者が５名、

平成22年も５名、ことしに入りましてからは８

月末現在で既に５名の方が犠牲となられており、

緊急事態の状況であります。

　市といたしましても、今後、交通死亡事故を

出さないためにも、垂水幹部派出所、垂水地区

交通安全協会、垂水地区安全運転協議会、振興

会と協力しまして、毎月20日の立哨に加え、８

月より当分の間、毎月１日、10日の立哨を実施

することにいたしております。

　また、今月号の広報紙に交通事故防止に関す

る特集を組みまして、交通事故の状況や行政の

取り組み、事故防止のために留意すべきことな

どを掲載しております。

　さらに、広報車での広報活動や、高齢者、小・

中学生、保育園・幼稚園児を対象とした交通教

室の実施、街頭指導や街頭キャンペーンなどに

ついても実施し、交通事故防止対策の強化に取

り組んでいきたいと考えております。

　なお、本城の交差点付近の安全対策としまし

て、県警本部などと現地精査を行い、横断歩道

の設置や減速マーキング、交差点カラー舗装な

どを市道管理者として夏休み中に実施いたしま

した。

　続きまして、昨年４月29日にオープンした猿

ヶ城渓谷「森の駅たるみず」の現在の運営状況

について御報告いたします。

　４月から８月までのコテージの利用状況は、

昨年と比較した場合、昨年はオープン効果もあ
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ったことから、ことしにつきましては昨年より

コテージの稼働率は低い状況にあります。しか

しながら、７月、８月につきましては、夏休み

に入りましたこともあり、昨年に比べてもコテー

ジの予約が多く、ほぼ満室の状況でございます。

　今後の見込みでございますが、現在のところ、

９月までは40％程度の稼働率で予約が入ってお

りますが、10月以降の予約が少ないため、集客

を図る取り組みとしてＰＲに努める一方、鍋プ

ランの新設や体験型観光メニューとの組み合わ

せなどによる利用の拡大に努めてまいりたいと

考えております。

　また、８月10日に新船が就航し、運航を再開

した山川・根占航路とも連携して、南薩方面か

らの集客を図る方策についても検討してまいり

たいと考えております。

　次に、食肉センター民営化の経過について御

報告いたします。

　食肉センターにつきましては、公設施設とし

ての直営維持が困難なことから、さきの６月定

例市議会で、条件を付し無償譲渡することで承

認をいただいたところであります。

　８月８日に、と畜場譲渡契約締結調印式を行

い、９月１日、大隅ミート産業株式会社に譲渡

いたしました。今後の運営に当たっては、食肉

の衛生的な処理を基本に、安心・安全な食肉の

供給はもとより、地域畜産業の振興に努めてい

ただくようお願いしたところでございます。

　続きまして、教育関連の事業につきまして御

報告いたします。

　７月10日に、海上自衛隊佐世保音楽隊をお迎

えして、第13回目となる「瀬戸口藤吉翁を偲ぶ

演奏会」が開催されました。当日は、午前11時

から、下宮神社の瀬戸口藤吉翁顕彰碑の前にて

表敬演奏が行われ、午後５時から、市文化会館

に約450名の来場をいただき、偲ぶ演奏会が開催

されました。

　また、本年からは、「瀬戸口藤吉翁記念行進

曲コンクール」が分離開催となりまして、９月

10日に、市内外を初め、遠くは山形県の鶴岡東

高等学校を含めた９団体が出場し、開催をされ

ます。多くの市民の皆様に演奏を楽しんでいた

だきたいと思います。

　次に、垂水高等学校存続対策事業についてで

ございますが、このことにつきましては、アン

ケート調査や資料収集などによる現状分析と情

報収集など行った上で、魅力ある垂水高校づく

り検討会、大隅地域における県立垂水高等学校

の在り方に関する地区検討会の開催、パブリッ

クコメントの実施などしながら、垂水高等学校

振興支援計画書を取りまとめてきたところであ

ります。

　垂水高校の在り方を「地域に貢献し、地域に

支えられる高校」としたいと考えておりますが、

今後は、県教育委員会に、垂水高校の在り方に

ついて市の考え方を提案し、同時に、垂水高校

と連携しながら、市民、行政、議会が一体とな

っての支援体制の構築が図られますよう努めて

まいります。

　詳細につきましては、この後、全員協議会に

おいて御説明させていただきます。

　垂水高校の存続は市民の思いであり、皆様の

なお一層の御理解と御支援を賜りますようお願

いいたします。

　次に、６月議会後の火災について御報告をい

たします。

　建物火災１件、その他火災３件の火災が発生

しております。

　建物火災は、７月30日田神において、住家の

ぼや火災が発生しております。その他火災は、

７月15日柊原において、枯草２アールを焼失し

た火災が発生、７月21日新御堂において、枯草

１アールを焼失した火災が発生、７月29日新城

において、枯草１アールを焼失した火災が発生

しております。

　次に、主な出張用務について御報告申し上げ
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ます。

　６月８日から９日にかけては、東京都で開催

されました全国市長会に出席してまいりました。

全国から800名余りの市長が４分科会に分かれて

87議案を審議し、総会では５つの決議案を採択

して、国へ要望することになりました。また、

総会終了後には総務省並びに議員会館を訪問し

まして、事務次官と自治財政局、地元選出国会

議員の方々に、22年度特別交付税の要望活動に

関するお礼とともに桜島の現状なども説明をし、

今後も特段の配慮と御支援などをお願いしてま

いりました。

　６月15日から16日にかけては、東京都で開催

されました全国過疎地域自立促進連盟理事会に

出席いたしました。総務省からは、過疎対策事

業債のソフト事業への拡充及び対象施設の追加

を行うなど、過疎地域自立促進特別措置法の改

正について説明が行われ、各自治体の首長から

は、地域の自立促進や住民福祉の向上、雇用の

拡大、地域格差の是正などについて活発な意見

が交わされました。

　６月18日から19日にかけては、大阪府の京セ

ラドームで開催されました関西かごしまファン

デーに参加させていただきました。垂水市から

は７業者の方が参加されまして、大変な盛況を

いただいたところでございます。来年度開催時

には多くの市内業者の方に出店いただき、垂水

市の特産品を広くＰＲしていただけるように働

きかけたいと考えております。

　７月13日から14日にかけては、本市と鹿児島

市、霧島市、鹿屋市の４市で構成しております

桜島火山活動対策協議会におきまして、国や関

係省庁に要望活動を行ってまいりました。活発

化する桜島の噴火活動による降灰被害が、市民

生活を初めとして、農業、水産業などの本市の

基幹産業に多大な被害を及ぼしている状況につ

きまして強く訴えてまいりました。今後も、各

種降灰対策事業におきまして、本市の市民生活

や産業に補助事業が広く適用され、財源が確保

されますよう、連携して要望を続けてまいりた

いと考えております。

　８月４日から５日にかけては（12ページの発

言により訂正済み）、議会国道整備促進特別委

員会の一般国道220号の道路整備促進についての

要望活動に同行するため、上京いたしました。

国道220号に関する要望活動では、国土交通省を

初めとする関係省庁及び地元選出国会議員を訪

問してまいり、今年度に引き続いての予算確保

のお願いをしてまいりました。

　あわせまして、８月29日は、宮迫議長と森山

代議士に御同行いただきまして、福岡県にござ

います九州地方整備局に伺い、整備局長、道路

部長にお会いして、一般国道220号の道路整備促

進についての予算の確保をお願いしてまいりま

した。

　８月18日から19日にかけては、北海道登別市

で開催されました全国青年市長会に出席してま

いりました。「がんばろう日本の観光～ご当地

力の向上による観光活性化の実現」についてを

メインテーマとして、講演会が行われ、その後

に研究討議に入りまして活発な意見交換をさせ

ていただきました。

　また、議事としまして、三重県の山中松阪市

長より、地域ブランドサミット開催が提案され

ましたので、垂水市の特産品並びにブランド化

された製品の育成やＰＲのため、連携させてい

ただきたいと考えております。

　８月22日には、霧島市で開催されました第２

回県市長会定例会に出席いたしました。会議に

先立ちまして、前田霧島市長の呼びかけで発足

しました錦江湾奥会議が、鹿児島市長、姶良市

長、霧島市長、本市の４市長の出席のもと第１

回目の会合が行われました。桜島や新燃岳を抱

える自治体でありますので、当初は防災面にお

ける連携を視野に協議を行い、並行して観光振

興などでの相互協力などについても協議を進め
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ていくことといたしました。

　引き続いて行われました県市長会総会では、

平成22年度一般会計事業報告及び収支決算など

の議案を審議し、異議なく全会一致で承認をさ

れました。そのほか、県市長会からの要望事案

として、道路財源の確保についてを初め、消防

救急無線のデジタル化に伴う財政支援について

などを含め、16件を一部修正の上、承認し、国・

県へ要望することといたしました。

　以上で、諸般の報告を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）以上で、諸般の報告を終

わります。

　　　△報告第10号・報告第11号一括上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第４、報告第10号及び

報告第11号を一括議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

報告第10号　専決処分の承認を求めることにつ

　　　いて（平成23年度垂水市一般会計補正予

　　　算（第４号））

報告第11号　専決処分の承認を求めることにつ

　　　いて（平成23年度垂水市と畜場特別会計

　　　補正予算（第２号））

〇議長（宮迫泰倫）報告を求めます。

〇財政課長（北迫睦男）おはようございます。

　報告第10号専決処分の承認を求めることにつ

きまして、御説明申し上げます。

　市道高野線ののり面岩盤崩落に伴う緊急対策

工事の執行に急施を要しましたので、平成23年

８月22日に、平成23年度垂水市一般会計補正予

算（第４号）を地方自治法第179条第１項の規定

により専決処分し、同条第３項の規定により御

報告を申し上げ、承認を求めようとするもので

ございます。

　補正の理由でございますが、本年６月に牛根

地区の市道高野線において、のり面の岩盤が崩

落し、通行に大変危険でありましたので、その

時点から通行どめを行い、地域住民の方々には

迂回路として二川林道を利用していただいてお

りますが、精神的、経済的負担を強いられてい

ることから、早急に対策工事を図る必要がござ

いました。その対策工事費について予算措置を

したものでございます。

　今回、歳入歳出とも1,400万円を増額いたしま

したので、これによります補正後の歳入歳出予

算額は、91億2,949万4,000円になります。

　補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページ

の第１表歳入歳出予算補正に掲げてあるとおり

でございます。

　地方債にも補正がありましたので、３ページ

をごらんください。

　一般単独事業債の借り入れを1,400万円追加し、

本年度の借り入れ総額を８億6,670万円に補正す

るものでございます。

　事項別明細でございますが、まず歳出から申

し上げます。

　５ページをお開きください。

　公共土木施設単独災害復旧費でございますが、

工事請負費は、のり面に不安定に残っている岩

石を除去し、のり面全体をワイヤーネットで固

定する工法でございます。

　公有財産購入費は、関連工事の民有地の用地

取得費でございます。

　これらに対する歳入は、４ページの事項別明

細の総括表及び５ページの歳入明細にお示しし

てありますように、市債の特定財源を充てて収

支の均衡を図っております。

　以上で説明を終わりますが、御承認いただき

ますようよろしくお願い申し上げます。

〇生活環境課長（感王寺八郎）おはようござ

います。

　報告第11号専決処分の承認を求めることにつ

いて、御説明申し上げます。

　垂水市食肉センターの譲渡により、垂水市と
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畜場特別会計を８月31日で廃止し、出納閉鎖す

ることから、平成23年８月26日に、平成23年度

垂水市と畜場特別会計補正予算（第２号）を地

方自治法第179条第１項により専決処分し、同条

第３項の規定により御報告申し上げ、御承認を

求めようとするものでございます。

　補正の主な理由でございますが、と畜頭数の

増加に伴います歳入の増額と、と畜場施設の修

繕と、８月末出納閉鎖見込みに伴います所要額

の整理を行おうとするものでございます。

　１ページをお開きください。

　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ66

万5,000円を増額し、歳入歳出それぞれ5,333万

9,000円とするものでございます。

　歳出から御説明いたします。

　５ページをお開きください。

　１款総務費の１目一般管理費でありますが、

主なもので、11節需用費は消耗品費、燃料費を

減額し、光熱水費、修繕費に不足を生じるため

増額しようとするものです。12節役務費から19

節負担金、補助及び交付金は、不用額整理のた

め減額補正しようとするものです。28節繰出金

は、一般会計へ繰出金が考えられることから計

上いたしております。

　次に、２款、1項、１目予備費は、整理のため

減額補正するものでございます。

　引き続き、歳入について御説明いたします。

　４ページをお開き願いたいと思います。

　１款事業収入の１目と畜場使用料、２款使用

料及び手数料、１目使用料は、増額が見込まれ

ることから増額計上し、収支の均衡を図ってお

ります。

　以上で報告を終わりますが、御承認いただき

ますようよろしくお願い申し上げます。

〇議長（宮迫泰倫）ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇持留良一議員　報告第10号についてお聞きを

したいんですけれども、確かに急施を要すると

いうことで、私も現場を見せていただきました

けれども、また、ここも結構通うところでもあ

るんですが、やはり大きな車も飼料等を運ぶと

いうこともあって、非常にある意味での危険性

というんですかね、今後も含めてなんですけれ

ども、相当今後の可能性もあるのではないかな

というふうに思うんです。当然、普通の通勤と

かに利用されている乗用車等についてはそう問

題はないんでしょうけど、やっぱり頻繁にあそ

こをそれだけの規模のトラック等が通るとなる

と、今後もやはりこういう問題が起こりかねな

い状況にあるのではないかなと思うんですが。

　そこでお聞きしたいんですけれども、１つは、

改めてやっぱりこういうことを契機にして調査

を、危険箇所ですね、改めて危険箇所がないの

かという調査の必要性の問題と、やはりここに

関係する、上に養鶏場があるんですけれども、

養鶏場との関係で新たな道路の問題とかそうい

うことは検討の必要性はないのかですね。この

問題を契機にしてそういうことの検討、課題に

ついての考え方についてちょっとお聞きをした

いと思います。

〇土木課長（深港　渉）ただいまの御質問に

つきましては、所管でございます土木課のほう

でお答えしたいと思います。

　実際、今回災害に遭いましたところにつきま

しては、かねてがいわゆる目視で確認できると

ころではなかったというのが１点ございます。

災害後に周りの木等を伐採しましたところ、そ

のような危険な状況が明確に見えてきたという

ところでございまして、この後、すぐにこの路

線につきまして同様の箇所の点検を行ったとこ

ろでございまして、これにつきましては、災害

防除的な事業ということで社会資本整備事業の

中で緊急的に要望しております。私どもの現時

点での調査では、あと２カ所ほど同様の箇所が

見受けられるということで、それについては、
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来年度以降の社会資本整備事業の災害防除事業

という形の中で対処していきたいと考えている

ところでございます。

　また、全般的な改良計画につきましては当然

今のところ、ないところでございますけれども、

これにつきましては、以前より指摘されている

ところでもございますけれども、何しろ急勾配

で道路の取りつけが非常に困難なところでござ

いますので、全体的な道路迂回とか、それによ

る大規模な調査をした上で検討していかなけれ

ばならないと考えているところでございます。

　以上でございます。

〇議長（宮迫泰倫）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　まず、報告第10号を承認することに御異議あ

りませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、報告第10号は承認することに決定し

ました。

　次に、報告第11号を承認することに御異議あ

りませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、報告第11号は承認することに決定し

ました。

　　　△議案第45号・議案第46号一括上程

〇議長（宮迫泰倫）次に、日程第６、議案第

45号及び日程第７、議案第46号の議案２件を一

括議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第45号　平成22年度垂水市水道事業会計決

　　　算認定について

議案第46号　平成22年度垂水市病院事業会計決

　　　算認定について

〇議長（宮迫泰倫）ここで、公営企業決算特

別委員長の審査報告を求めます。

　　　［公営企業決算特別委員長持留良一議員

　　　　登壇］

〇公営企業決算特別委員長（持留良一）おは

ようございます。

　それでは、報告をしていきたいと思います。

　平成23年第２回定例会において公営企業決算

特別委員会に付託されました議案第45号平成22

年度垂水市水道事業会計決算認定について及び

議案第46号平成22年度垂水市病院事業会計決算

認定について、審査の経過と結果について報告

をいたします。

　審査に当たりましては、予算が議決した趣旨

と目的に従って適正に、そして効率的に執行さ

れたかどうか、問題点はなかったか、そしてど

のような行政効果が発揮できたのか、そのこと

で今後の行財政運営においてどのような改善工

夫が必要かを重点に置いて審査しました。

　さらに、計数的なことについては、監査委員

の監査を十分に尊重し、決算報告書、監査意見

書に基づいて審査を進め、関係課長の説明を求

めながら予算執行の実績を確認し、その適否に

ついて慎重に審査いたしました。

　それでは、両決算の主な質疑について申し上

げます。

　まず最初に、水道事業会計決算の審査につい

て報告をいたします。

　平成22年度の水道事業会計の方針は、国道整

備に伴う配水管布設やライフラインの機能の確

保や災害に強い管路網の構築を図り、バイパス

管の整備を実施し、信頼性と安全性の向上を目

指すことでした。

　審査は、営業収益が左右される給水人口が減

少する中で、経営の安定性や健全性を念頭に置
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きながら行いました。

　その中で出された主な質疑は、１つは、給水

人口が減少する中での経営問題について質疑が

あり、経営努力と今の経営健全状態を継続して

いくとの回答がありました。

　次に、業務実績に関しては、有収率が数年前

と比較して下がっていることについて、老朽管

や石綿管の更新は終わったが、古いビニール管

が残っており、それらの漏水が徐々に起きてい

る可能性があることや、個人の給水管からの漏

水も考えられると回答があり、漏水対策の必要

性も明らかにしました。

　剰余金処分については、減債基金の増額と建

設改良積立金が減額になったことについての質

疑がありました。

　回答としては、建設改良積立金については、

内ノ野浄水場の改修工事が完了したことで、今

後大きな支出がないとの見込みで積み立てはし

なかったということでありました。減債基金に

ついては、規定に基づき積み立てたという回答

がありました。

　さらに、歳出では、利率繰り上げ償還の計画

について質疑があり、今後も計画的に償還して

いく方向であることが回答としてありました。

　次に、病院事業会計決算の質疑について報告

をします。

　平成22年度の病院事業会計の方針は、医師不

足の現状にあるということを指摘し、経営的に

は黒字を維持はしているが、採算面で極めて厳

しい状況にあることも指摘をしています。

　そこで、経営努力として開放型病院としての

機能充実を図るため、市内開業医との協力と地

域医療連携を重点に、さらなる医療サービスの

提供に努めるとしています。これらがどのよう

に具体化されたのか、結果はどうだったのかを

観点として審査しました。

　まず、歳入に関する質疑で、外来患者数が減

少していることについての回答として、病床利

用率がふえ、入院の収益がふえたとありました。

これらについては、看護体系を10対１から７対

１に変えて手厚い看護方法にしたということで

す。これにすると診療報酬が高くなるというこ

とが理由として挙げられました。

　次に、介護施設との関係で、病院経営のあり

方について質疑があり、垂水としては在宅医療

を徹底していく方針であるとの回答がありまし

た。そして、介護施設への転換が進んでいく傾

向にあるが、医療病床の存続を求めて医師会と

も協議していきたいという方針が示されました。

　次に、病院と市との関係について質疑があり、

今、病院と将来的なあり方も含めて検討してい

くということも提案もあり、いい方向に展開し

ていくのではないかという抱負も語られたとこ

ろであります。

　以上、主な質疑について申し上げました。

　まとめとして、水道事業会計について、監査

委員の指摘として、収益の基礎となる給水人口

が減少傾向にあります。さらに、改良事業等に

よる減価償却費及び新たな企業債の借り入れに

よる企業債償還等の増加が見込まれる状況にあ

るので、さらに健全な財政運営に努めるように

指摘をしています。

　また、病院事業会計については、平成16年度

から７年連続で純利益を出してはいますが、医

療制度の動向や医師・看護師不足で患者数の減

少も心配されます。監査委員が指摘しているよ

うに、肝属医師会と市との連携の強化、質の高

い医療の提供が求められています。

　これらを克服していくためにも、財政運営の

改善と健全化に努めていただきたいと思います。

そして、安心安全な水道水の提供と安心安全な

医療サービスの提供に努められるよう求めるも

のです。

　以上のような質疑や内容を踏まえ、本委員会

としては、両決算とも適正であると認め、認定

することと決定いたしました。
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　また、平成22年度垂水市水道事業剰余金処分

決算書案及び平成22年度垂水市病院事業欠損金

処理計算書案については、原案のとおり可決す

ることに意見の一致を見ました。

　以上で、報告を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　討論はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　お諮りします。

　ただいまの委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第45号平成22年度垂水市水道事

業会計決算は認定、平成22年度垂水市水道事業

剰余金処分計算書案については原案のとおり可

決、議案第46号平成22年度垂水市病院事業会計

決算は認定、平成22年度垂水市病院事業欠損金

処理計算書案については原案のとおり可決する

ことに決定しました。

　　　△議案第49号上程

〇議長（宮迫泰倫）次に、日程第８、議案第

49号垂水市教育委員会委員の任命についてを議

題とします。

　説明を求めます。

　　　［市長尾脇雅弥登壇］

〇市長（尾脇雅弥）議案第49号の垂水市教育委

員会委員の任命についてを御説明申し上げます。

　現在、垂水市教育委員会委員であります野村

繼治氏が平成23年９月30日をもって任期満了と

なりますことから、同氏を再任しようとするも

のでございます。

　再任しようとする野村繼治氏の住所は垂水市

海潟531番地、生年月日は昭和20年11月５日でご

ざいます。任期は４年となっておりますので、

平成23年10月１日から平成27年９月30日までと

なります。

　なお、本議案は、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第４条第１項の規定に基づき、

議会の同意を求めるものでございます。

　御同意いただきますようよろしくお願い申し

上げます。

〇議長（宮迫泰倫）ここで、暫時休憩します。

　休憩中、全員協議会室におきまして全員協議

会を開きますので、ただいまの議案を持って御

参集願います。

　　　　　午前10時41分休憩

　　　　　午前10時50分開議

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　市長から発言の申し出がありますので、これ

を許可します。

〇市長（尾脇雅弥）済みません。先ほど諸般

の報告の中で申し上げたことに一部訂正がござ

いますので、御報告申し上げます。

　先ほど、一般国道220号の道路整備促進につい

ての要望活動の日程を「８月７日から８日にか

けて」と申し上げたんですけれども、「８月４

日から５日にかけて」の間違いでございました。

訂正しておわびを申し上げます。（７ページで

訂正済み）

〇議長（宮迫泰倫）御了承願います。

　先ほど議題としました議案に対し、これから

質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。
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　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　議案第49号について、同意することに御異議

ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第49号垂水市教育委員会委員の

任命については同意することに決定しました。

　　　△議案第50号～議案第53号一括上程

〇議長（宮迫泰倫）次に、日程第９、議案第

50号から日程第12、議案第53号までの議案４件

を一括議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第50号　垂水市職員特殊勤務手当支給条例

　　　の一部を改正する条例　案

議案第51号　垂水市税条例等の一部を改正する

　　　条例　案

議案第52号　垂水市交通災害共済条例の一部を

　　　改正する条例　案

議案第53号　消防本部電源照明車購入契約につ

　　　いて

〇議長（宮迫泰倫）説明を求めます。

〇総務課長（山口親志）議案第50号垂水市職

員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例

案につきまして、御説明申し上げます。

　本議案は、平成23年第２回市議会定例会にお

いて議決いただき、平成23年９月１日に垂水市

と畜場の財産を無償譲渡したことに伴い、と畜

場での特殊勤務手当の清掃作業手当が不用にな

ったため、本条例の一部を改正しようとするも

のでございます。

　添付してあります新旧対照表で御説明申し上

げます。

　第８条第１号中「及びと畜場」を削るもので

ございます。

　附則といたしまして、この条例は公布の日か

ら施行しようとするものでございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

〇税務課長（葛迫隆博）議案第51号垂水市税

条例等の一部を改正する条例案について、説明

申し上げます。

　平成23年度の地方税制の改正につきましては、

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築

を図るための地方税法等の一部を改正する法律」

に加え、新たに「現下の厳しい経済状況及び雇

用情勢に対応して税制の整備を図るための地方

税法等の一部を改正する法律」として平成23年

６月30日に公布され、施行されたところであり

ます。

　今回の地方税法等の一部改正は、所得税及び

法人税の改正等により納税環境の整備を図り、

また、厳しい経済状況及び雇用情勢に対応した

税制の整備を図るというものであります。

　以上申しました法律改正により、垂水市税条

例等の一部を改正するものでございますが、主

なものを申しますと、個人住民税寄附金税額控

除が5,000円から2,000円に引き下げられたこと、

そして、各税の不申告に関する過料の見直しを

行うものであります。

　それでは、お手元の新旧対照表にて説明申し

上げますが、垂水市税条例の一部改正を第１条

関係、また、垂水市税条例の一部を改正する条

例の一部改正を第２条関係と第３条関係として

おります。

　まず、第１条関係から説明申しますが、改正

する箇所をアンダーラインで示しております。

　第26条ですが、市民税の納税管理人に係る不

申告に関する過料を３万円以下から10万円以下

に改めております。

　２ページにかけての第34条の７は、寄附金税

額控除に関する規定ですが、第１項では条文の

整備を行っております。また、地方税法の改正

により、ふるさと納税を初め、社会福祉法人等
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に寄附した際のこれまでの寄附金税額控除が5,

000円から2,000円に引き下げられており、24年

度分からの適用となります。

　同条第２項では、地方税法第314条の７第２項

の条項で計算した金額という条文へ改めるもの

であります。

　４ページの第36条の２は、市民税の申告につ

いての規定でありますが、条文の整備を行って

おります。

　第36条の３は、個人の市民税に係る公的年金

等受給者の扶養親族申告書に関する規定ですが、

条文の整備を行っております。

　５ページの第36条の４ですが、市民税に係る

不申告に関する過料を３万円以下から10万円以

下に改めております。

　第53条の10ですが、退職所得申告書の不提出

に関する過料を３万円以下から10万円以下に改

めております。

　第61条、固定資産の課税標準の規定は、条文

の整備であります。

　６ページの第65条ですが、固定資産税の納税

管理人に係る不申告に関する過料を３万円以下

から10万円以下に改めております。

　第75条は、固定資産に係る不申告に関する過

料、そして次の第88条は、軽自動車税に係る不

申告等に関する過料の規定ですが、いずれも３

万円以下から10万円以下に改めております。

　第100条の２は、新たに規定するもので、たば

こ税に係る不申告に関する過料を10万円以下に

規定しております。

　７ページの第105条の２も、新たに規定するも

ので、鉱産税の不申告に関する過料を10万円以

下に規定しております。

　第107条ですが、鉱産税の納税管理人に係る不

申告に関する過料を３万円以下から10万円以下

に改めております。

　第133条ですが、特別土地保有税の納税管理人

に係る不申告に関する過料を３万円以下から10

万円以下に改めております。

　第139条の２を第139条の３とし、新たに規定

する第139条の２において、特別土地保有税に係

る不申告に関する過料を10万以下に規定してお

ります。

　次に、附則の改正ですが、８ページの第７条

の４、寄附金税額控除における特例控除額の特

例から14ページの第20条の４、条約適用利子等

及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税

の特例にかけましては、すべて条文の整備であ

ります。

　16ページの別表ですが、垂水市税条例第34条

の７の一部改正に伴い、寄附金の区分を改めて

おります。

　次に、垂水市税条例の一部を改正する条例の

一部改正は、第２条関係と第３条関係とありま

すが、いずれも垂水市税条例の一部改正に伴い、

条文の整備を行うものであります。

　第２条関係は、平成20年条例第20号の附則の

一部改正で、個人の市民税に関する経過措置で

すが、２年の期間延長としております。

　第３条関係は、平成22年条例第９号の附則の

一部改正で、施行期日及び市民税に関する経過

措置ですが、いずれも２年の期間延長としてお

ります。

　以上が、第１条関係、第２条関係及び第３条

関係の一部改正の内容ですが、附則として、施

行期日、市民税及び固定資産税に関する経過措

置、垂水市税条例の一部を改正する条例の一部

改正に伴う経過措置、そして、罰則に関する経

過措置を規定しております。

　以上で、議案第51号垂水市税条例等の一部を

改正する条例案の説明を終わりますが、審議の

ほど、よろしくお願い申し上げます。

〇市民相談サービス課長（前木場強也）議案

第52号垂水市交通災害共済条例の一部を改正す

る条例案について、御説明申し上げます。

　垂水市交通災害共済につきましては、昭和45
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年以来、１日１円保険の名目で、交通事故によ

り災害を受けた方を救済する制度であり、過去

毎年の加入率は70％後半台で、県内でもトップ

の加入率を維持し、市民の生活の安定及び福祉

の増進に寄与してきております。

　今回の条例の一部改正に際しては、平成24年

度電算システムの変更に当たり、条例を再確認

し、協議を重ねた結果、条例の一部改正が必要

と判断いたしました。

　改正内容でございますが、添付してございま

す新旧対照表で御説明いたします。

　現行の第８条第２項を削除するもので、中途

加入者の会費を月割りで計算していたものを廃

止し、会費を会員１人につき一律400円、中学生

以下を200円とするものでございます。

　一部改正の理由といたしまして、年度当初の

５月30日までの加入申込者については、会費を

大人400円、中学生以下200円、また、年度途中

の加入者については、月額30円に共済期間中の

月数を掛けて計算しております。しかしながら、

極端な例ではありますが、５月31日に申し込ん

だ場合、30円掛ける12月、360円となり、１日違

いで40円の差が生じてしまい、平等性に欠けて

しまうような状態になっているためでございま

す。

　県内でも月割り計算をしている市は、本市と

西之表市の２市のみであり、ほかの市は１年を

通して、金額の月割りは行っていないのが現状

です。また、本市では、過去５年間の統計で７

月以降の加入申込率は加入者全体の約0.1％台で

ありますことから、今回の一部改正により、市

民に対する影響はそれほど大きくないものと考

えております。

　また、今回９月議会に上程いたしましたもう

一つの理由として、今回、一部改正が可決され

た場合、市民への周知についての時間も必要で

あることから、この時期が最適であると判断い

たしました。

　なお、附則におきまして、この条例は、平成

24年４月１日から施行しようとするものでござ

います。

　以上で、議案の説明を終わりますが、よろし

く御審議くださるようお願い申し上げます。

〇消防長（宮迫義秀）議案第53号消防本部電

源照明車購入契約について、御説明申し上げま

す。

　今回更新します電源照明車でございますが、

昭和63年８月に日本消防協会より寄贈していた

だいた車でありますが、23年間の長きにわたり

火災・救急現場で貢献してきましたが、最近は

老朽化のため故障も多く、更新の必要があり、

去る８月19日に入札を実施いたしまして、現在、

仮契約の締結をさせていただいているところで

あります。

　ただし、契約金額が2,000万円以上につきまし

ては議会の議決を必要とするため、議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得または処分に関

する条例第３条の規定に基づき、指名競争入札

に係る契約による消防本部電源照明車購入につ

いて、以下説明しますとおり物品購入契約を締

結するため、議会の議決を求めるものでござい

ます。

　１、契約の目的は、消防本部電源照明車購入

についてでございます。

　２、契約の方法は、指名競争入札でございま

す。

　３、契約金額は、一金2,835万円、うち消費税

135万円でございます。

　４、契約の相手方は、鹿児島市南林寺町16番

６号、株式会社鹿児島消防防災代表取締役森利

隆でございます。

　５、契約日は、議会の議決日となっておりま

す。

　以上で説明を終わりますが、よろしく御審議

くださいますようお願いいたします。

〇議長（宮迫泰倫）これから質疑を行います。
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　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　議案第50号から議案第53号までの議案４件に

ついては、いずれも総務文教委員会に付託の上、

審査したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第50号から議案第53号の議案４

件については、いずれも総務文教委員会に付託

することに決定しました。

　　　△議案第54号上程

〇議長（宮迫泰倫）次に、日程第13、議案第

54号平成23年度垂水市一般会計補正予算（第５

号）案を議題とします。

　説明を求めます。

〇財政課長（北迫睦男）議案第54号平成23年

度垂水市一般会計補正予算（第５号）案を御説

明申し上げます。

　なお、本日、補正の内容を説明しました参考

資料をお配りしておりますので、あわせてごら

んいただきたいと思います。

　今回の補正は、ＩＣＴ技術を用いた在宅医療

を進める「支え合う地域のきずなプロジェクト

事業」、プレミアム付商品券発行事業、防火水

槽移設事業などの消防施設整備費、牛根小学校

体育館防水工事などの小学校施設整備費等を追

加措置しようとすることが主な理由でございま

す。

　今回、歳入歳出とも１億6,405万3,000円を増

額しますので、これによる補正後の歳入歳出予

算総額は、92億9,354万7,000円となります。

　補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページ

から５ページまでの第１表歳入歳出予算補正に

掲げてあるとおりでございます。

　地方債にも補正がありましたので、６ページ

及び７ページをごらんください。

　６ページの追加でございますが、消防防災施

設整備事業につきましては、消防防災施設整備

に係る財政措置の改正等に伴い整理したもので、

商工業振興事業及び観光施設整備事業の過疎債、

辺地債につきましては、新たに充当したもので

ございます。

　７ページの変更につきましては、当初予算等

で御承認いただいておりましたそれぞれの事業

の借り入れを右の欄に示す限度額に変更し、本

年度の借り入れ総額を追加分と合わせまして９

億632万円にしようとするものでございます。

　15ページをお開きください。

　歳出の事項別明細でございますが、主な事務

事業等の補正について御説明いたします。

　議会費の共済費でございますが、市議会議員

共済会給付費負担金額の確定による減額でござ

います。

　あけていただきまして、16ページの地域情報

振興費の委託料は、県の緊急雇用創出重点分野

事業で実施しますＦＭたるみず難聴地域解消対

策事業費でございます。

　次に、18ページから19ページをごらんくださ

い。

　県議会議員選挙費及び市議会議員選挙費は、

事務費が確定しましたので減額するものでござ

います。

　次に、20ページをごらんください。

　中ほどの民生費の３目障害者福祉費の扶助費

でございますが、対象者がふえたことによりま

す事業費の増額でございます。

　次に、老人福祉費で、21ページになりますが、

負担金、補助及び交付金は、ＩＣＴ技術を用い

た在宅医療を進める「支え合う地域のきずなプ

ロジェクト事業」で、垂水中央病院と連携して

行う事業でございますが、システム導入を図る
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中央病院への補助金でございます。なお、この

事業は、県の基金による100％補助事業でござい

ます。

　次に、23ページをごらんください。

　墓地火葬場費の工事請負費は、火葬場と食肉

センターの境界にフェンスを設置するものでご

ざいます。

　次に、24ページの農林水産業費の堆肥センター

費の委託料でございますが、ビニール等が混在

し、堆肥として販売できない不良品が過去数年

分ストックされており、これらを計画的に処分

するための経費でございます。

　次に、26ページをお開きください。

　商工費の２目商工業振興費の負担金、補助及

び交付金は、昨年度、口蹄疫の影響により大き

な打撃を受けた地域経済の活性化策として実施

しましたプレミアム付商品券発行事業を本年度

も実施して、商業を中心とした地域経済の振興

を図ろうとするもので、市商工会への補助金で

ございます。

　次に、27ページをごらんください。

　土木費、道路維持費の工事請負費は、市道３

路線の補修工事費でございます。

　同じページの交通安全対策費の工事請負費は、

７月に発生しました牧地区の市道交差点での小

学生死亡事故を受け、横断歩道設置や交差点の

カラー舗装などの安全工事が急がれたことから、

既定予算で実施させていただきました。そのこ

とによる補正でございます。

　あけていだきまして、28ページの河川維持費

の使用料及び賃借料は、市内各河川の土砂の堆

積が進んでおり、災害を未然に防ぐために土砂

の除去を行う経費でございます。

　次に、29ページの消防費の非常備消防費のう

ち、あけていただきまして30ページになります

が、負担金、補助及び交付金は、東日本大震災

により、多くの消防団員が死亡・行方不明にな

られたことから、平成23年度に限り１人当たり

の負担金が増額になったものでございます。な

お、負担増分につきましては、特別交付税によ

り措置されるものでございます。

　次の消防施設費の工事請負費は、牛根辺田地

区の消防機材庫とサイレン、また、上ノ原地区

の防火水槽の移設費用でございますが、いずれ

も国道拡幅に伴い移設が必要になったものでご

ざいます。

　次に、32ページをごらんください。

　小学校施設整備費の修繕料は、各小学校の危

険箇所等の修繕費用と、工事請負費は牛根小体

育館雨漏り対策工事ほか、テレビの配線工事等

でございます。

　以上が歳出の主なものでございますが、これ

らに対する歳入は、前に戻っていただきまして、

８ページの事項別明細書の総括表及び９ページ

からの歳入明細にお示ししてありますように、

それぞれの事務事業に伴う国庫支出金、県支出

金、指定寄附金及び市債などの特定財源を充て、

一般財源は、介護保険及び漁業集落排水処理施

設特別会計からの前年度精算金による繰入金と

前年度繰越金等を充てて収支の均衡を図ってい

るものでございます。

　なお、寄附金につきましては、総務費寄附金

として垂水市ゴルフ連盟ほか１団体と２個人よ

り、東日本大震災への支援金として、また、教

育費寄付金は、元公営施設管理公社職員で故前

田洋様の御家族からと賜ったものでございます

が、御意思に沿う形で図書購入費に充てており

ます。

　以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願い申し上げます。

〇議長（宮迫泰倫）これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇持留良一議員　１点だけ質疑したいと思うん

ですけれども、先ほどありました支え合う地域

プロジェクト事業についてお聞きをしたいんで

すけれども、いただいた資料等にもいろいろ書
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かれているんですが、将来のことも含めて、地

域ケア体制の整備を図っていくというのが目的

なのかなというふうに思うんですが、これにつ

いてはいろいろ、国が示している地域ケア構想

そのものに課題とか問題点もいろいろあるわけ

なんですけれども、自分たちでやっていかなき

ゃいけない問題だとか、決定し、責任を持って

やらなきゃいけないとか、また財源の保障はな

いとか、いろいろ課題等もあるかというふうに

思うんですが、今回の場合は、ほとんど中央病

院のほうに委託をするというような形になる事

業だというふうに受けとめたんですけれども、

そうなってきたときに、やっぱり莫大なお金を

かけてやるということと、さっき言った、今後

の地域ケア構想等も含めて考え方が若干示され

ていると思うんですけれども、今回のこの、あ

る意味でのスタートになるのかどうなのかわか

りませんけれども、そのことも含めて、この計

画の目的、また今後の取り組み方、この２点に

ついてちょっとお聞きをしたいと思います。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）今、御指摘の

ございました、支え合う地域のきずなプロジェ

クト、この事業につきましては、昨年来、私ど

もの係では在宅医療の推進ということで動いて

おりました。昨年は医師会自体の協力体制、ま

だ整っていなかった状態でございます。ことし

に入りまして、医師会との協議の中で、在宅医

療につきましては医師会、垂水班並びに中央病

院が協力していくということを確認しておりま

す。

　そういうやさきに県から、地域支え合い体制

づくり事業ということで、鹿児島県につきまし

て４億円ほどの予算が配分されたということで

ございました。その中で、パイロット的事業の

立ち上げということで垂水市が在宅医療の推進

を掲げておりました。そうしたら、県のほうか

らぜひ使ってくれということで、今回予算を編

成するに至ったところでございます。

　先ほど議員が御指摘ありましたように、垂水

市の地域ケア体制整備のまず第一歩だというこ

とで認識しております。医師会の協力なくして

は医療の充実ということはできないと思ってお

りますので、今回、市内の開業医、中央病院、

すべてお医者さんが、ドクターのほうからそう

いう理解を示されたものでございます。

　運営につきましては、国保の健全化計画の中

にもございますように、在宅を進めるというこ

とが医療費を下げるということでございますの

で、それについては市の予算、やはり効果があ

るのであればそれ相応の対応をしていきたいと

いうふうに思っております。これがまず垂水市

の在宅の元年と位置づけて、これから積極的に

進めていきたいというふうに考えております。

　以上でございます。

〇持留良一議員　今言われたとおり、そういう

一歩だということになると、ある意味では、将

来の地域をどう形づくっていくのかという大き

なテーマになるというふうに思うんですが、そ

うなってきたときに、国が示している地域包括

ケア構想、このことでは、このことも含めて、

やっぱりこれを気にしながらスタートしていく

というふうにこの事業はとらえていいのかどう

なのか、この点について、再度。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）私ども、23年

度は保健福祉のほうで計画をしております地域

福祉計画、それと第５期の介護保険事業計画、

高齢者福祉計画等を含めまして、より地区を分

けた計画の作成を今しております。その中での

位置づけとして、やはり今回の計画も大きな意

味を持っているというふうに思っております。

　以上です。

〇議長（宮迫泰倫）ほかに質疑はありません

か。

〇池山節夫議員　商工会のプレミアム付商品券

ですよ、私が前回一般質問をしたときは非常に、

ちょっと県の補助金、厳しいんじゃないかとい
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うような商工観光課長の答弁だったんですけど、

この補助金がついたりした、いいことなんです

けど、その辺の、どう頑張られたのか、どんな

ふうにしてこの補助金がつくようになったのか。

去年、ことしとつくと、私としてはまた来年も

再来年もつくんじゃないかと、こういうふうに

思うわけですけど、その辺のいきさつをちょっ

とだけ。

〇商工観光課長（塚田光春）６月議会の一般

質問の中で、このプレミアム商品券の要望につ

いて出たんですけれども、その段階では一応今

年度のプレミアム商品券の県補助についてはか

なり厳しいということで、昨年は口蹄疫の関係

でかなりの予算がついたんですけれども、こと

しについては減額していることから、今年度は

もう厳しいので来年度に回してくれないかとい

うこともありました。

　そこで、私どもは垂水選出の県会議員の先生

方にお願いしまして、このプレミアム商品券を

何とか今年度も、商工会も、議員のほうからも

強い要望があることから何とかお願いできない

かということで依頼しました結果、今年度こう

してこのような形で県補助がついたわけでござ

いまして、来年度以降も引き続きこうして市商

工観光課としては県のほうに要望していくよう

には考えてはおりますけれども、必ず来年がま

たつく、つかないというのは現時点でははっき

り申し上げられないというふうに思っておりま

す。

〇議長（宮迫泰倫）ほかに質疑はございませ

んか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　本案は、各所管常任委員会に付託の上、審査

したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第54号は各所管常任委員会に付

託することに決定しました。

　　　△議案第55号～議案第60号一括上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第14、議案第55号から

日程第19、議案第60号までの議案６件を一括議

題とします。

　件名の朗読を省略します。

議案第55号　平成23年度垂水市国民健康保険特

　　　別会計補正予算（第１号）案

議案第56号　平成23年度垂水市介護保険特別会

　　　計補正予算（第１号）案

議案第57号　平成23年度垂水市病院事業会計補

　　　正予算（第１号）案

議案第58号　平成23年度垂水市漁業集落排水処

　　　理施設特別会計補正予算（第１号）案

議案第59号　平成23年度垂水市簡易水道事業特

　　　別会計補正予算（第１号）案

議案第60号　平成23年度垂水市水道事業会計補

　　　正予算（第１号）案

〇議長（宮迫泰倫）　説明を求めます。

〇市民課長（白木修文）議案第55号平成23年

度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）案について、御説明申し上げます。

　補正の主な理由でございますが、１点目は、

国保税の７月１日時点の本賦課における調定額

と予算との整合を図るために補正するものでご

ざいます。

　２点目といたしましては、社会保険診療報酬

支払基金からの本年度の所要額の通知と前期高

齢者交付金等の決定に基づき、これらの整理を

行うために補正するものでございます。

　１ページをお開きください。

　今回の補正は、歳入歳出とも8,131万3,000円

増額し、歳入歳出予算の総額を27億9,599万6,000
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円とするものでございます。

　それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書に

より歳出から御説明いたします。なお、金額は

お示ししてありますので、読み上げないことを

御了承ください。

　12ページをお開きください。

　１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費は、プリンターの修繕料でございます。

　２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被

保険者療養給付費は、４月以降の医療費の動向

が判明いたしましたので、それに基づく補正で

ございます。

　２目退職被保険者等療養給付費、３目一般被

保険者療養費、13ページの４目退職被保険者等

療養費は、歳入補正に伴う財源更正でございま

す。

　13ページの２項高額療養費及び14ページの４

項出産育児諸費につきましても、歳入補正に伴

う財源更正でございます。

　14ページの３款後期高齢者支援金等、１項後

期高齢者支援金等につきましては、社会保険診

療報酬支払基金からの今年度の納付額確定通知

書に基づく減額でございます。

　15ページの４款前期高齢者納付金等、１項前

期高齢者納付金等につきましても、社会保険診

療報酬支払基金からの今年度の納付額確定通知

書に基づく減額でございます。

　５款老人保健拠出金、１項老人保健拠出金に

つきましては、社会保険診療報酬支払基金から

の今年度の通知に基づく増額でございます。

　16ページをお開きください。

　６款介護納付金、１項介護納付金につきまし

ては、社会保険診療報酬支払基金からの今年度

の納付額確定通知書に基づく減額でございます。

　７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金に

つきましては、国保連合会からの本年度の年間

概算所要額の通知に基づく減額でございます。

　17ページをお開きください。

　８款保健事業費、２項特定健康診査等事業費

は、今年度の所要額を勘案し、増額するもので

ございます。

　11款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、

５目国庫支出金還付金は、国への療養給付費等

負担金の過年度分の返還額の確定に伴う補正で

ございます。

　６目償還金は、社会保険診療報酬支払基金へ

の退職者医療交付金の過年度分の返還額の確定

に伴う補正でございます。

　次に、歳入ですが、７ページをお開きくださ

い。

　１款国民健康保険税、１項国民健康保険税は、

７月１日時点における国保税の本賦課に伴い調

定額が判明いたしましたので、補正するもので

ございます。

　８ページをお開きください。

　４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養

給付等負担金は、交付申請書に基づく増額でご

ざいます。

　２目高額医療費共同事業負担金は、これも交

付申請書に基づく減額でございます。

　４目特定健康診査等負担金は、交付申請書に

基づく増額でございます。

　２項国庫補助金、８目出産育児一時金補助金

は、国の補助が２分の１から４分の１へ変更に

なったことに伴う減額でございます。

　９ページをお開きください。

　５款療養給付費交付金、１項療養給付費交付

金は、社会保険診療報酬支払基金からの退職被

保険者等療養費の交付金決定通知書に基づく増

額でございます。

　６款前期高齢者交付金、１項前期高齢者交付

金は、社会保険診療報酬支払基金からの交付金

決定通知書に基づく減額でございます。

　７款県支出金、１項高額医療費共同事業負担

金は、県からの交付金決定通知に基づく減額で

ございます。
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　10ページをお開きください。

　３項特定健康診査等負担金は、先ほどの国と

同様に、交付申請書に基づく県の負担金の増額

でございます。

　９款共同事業交付金、１項共同事業交付金に

つきましては、国保連合会からの通知に基づく

減額でございます。

　11款繰入金、２項他会計繰入金、３目出産育

児一時金等繰入金は、今後の所要額を勘案して

増額するものでございます。

　11ページをお開きください。

　12款繰越金、１項繰越金、１目療養給付費交

付金繰越金は、平成22年度の療養給付費交付金

の返還額確定に伴う補正でございます。

　２目その他繰越金につきましては、全事業実

績の確定に伴う補正でございます。

　14款市債、１項市債は、繰越金等の歳入の増

により支出の均衡を図って減額補正するもので

ございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）議案第56号平

成23年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第

１号）案について、御説明申し上げます。

　１ページをお開きください。

　今回の補正は、22年度決算に伴う国・県等へ

の返還金や基金への積立金が主なものでござい

ます。

　補正の額は、歳入歳出にそれぞれ5,766万3,000

円を追加し、補正後の予算総額は、歳入歳出そ

れぞれ19億7,369万6,000円とするものでござい

ます。

　まず、歳出について御説明いたします。

　５ページをお開きください。

　１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費の補正でございますが、介護給付費準備基金

への積立金でございます。

　次に、６款諸支出金、１項償還金及び還付加

算金、３目償還金の償還金、利子及び割引料で

ございますが、決算に伴う国庫支出金、県支出

金及び支払基金への返還金でございます。

　次に、２項繰出金、１目一般会計繰出金は、

一般会計へ繰り出すためのものでございます。

　次に、歳入について御説明申し上げます｡

　３ページをお開きください。

　事項別明細書の歳入で御説明いたします。

　４款支払基金交付金は、22年度決算に伴い、

追加で交付されるものでございます。

　次に、８款繰越金は、22年度決算による繰越

金から当初予算額分を差し引いたものでござい

ます。

　歳入合計19億7,369万6,000円で歳入歳出の均

衡を図っております。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

　次に、議案第57号平成23年度垂水市病院事業

会計補正予算（第１号）案について御説明申し

上げます。

　１ページをお開きください。

　今回の補正は、医療機器の購入による建設改

良費の追加補正が主なものでございます。

　次に、収益的支出の補正でございますが、予

算組み替えのため当初予算と同額でございます。

　次に、資本的収入及び支出の補正でございま

すが、資本的収入１億2,530万円とし、計１億2

,530万円、資本的支出１億2,530万円とし、計で

２億7,443万8,000円とするものでございます。

　内容につきましては、参考資料にて御説明申

し上げます。

　６ページをお開きください。

　収益的支出の１款病院事業費用、１項医業費

用、１目経費でございますが、指定管理者更新

に伴い、指定管理者選定委員会を開催するに当

たり要する経費で、委員会報償費として保険料

から組み替えを行うものでございます。

　あけていただきまして、資本的収入及び支出
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について御説明いたします。

　まず、支出の１款資本的支出、２項建設改良

費、２目医療機器購入費でございますが、説明

欄にお示ししております温風式患者加音システ

ムから５番目のビデオ硬性挿管用咽頭鏡までを

新規購入、次の全身用Ｘ線ＣＴ診断装置から最

後までは、老朽化に伴い更新しようとするもの

でございます。全部で11種類の医療機器の購入

をしようとするものでございます。

　次に、前後いたしますが、資本的収入につき

ましては１億2,530万円を計上し、財源としまし

ては企業債を充てております。

　以上で説明を終わりますが、よろしく御審議

くださいますようお願い申し上げます。

〇生活環境課長（感王寺八郎）議案第58号平

成23年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計

補正予算（第１号）案について、御説明申し上

げます。

　今回の補正の理由でございますが、平成22年

度繰越金の確定に伴い、追加補正しようとする

ものでございます。

　５ページをお開きください。

　歳出から御説明いたします。

　４款１項１目の繰出金は、この特別会計の前

年度繰越金を一般会計に繰り出すものです。

　４ページをごらんください。

　歳入につきましては、４款１項１目前年度繰

越金を充て、収支の均衡を図っております。

　なお、補正後の歳入歳出予算の総額は、それ

ぞれ2,982万6,000円となります。

　以上で説明を終わりますが、審議のほどよろ

しくお願い申し上げます。

〇水道課参事（迫田義明）議案第59号と議案

第60号につきましては水道課所管でございます

ので、一括して御説明申し上げます。

　議案第59号平成23年度垂水市簡易水道事業特

別会計補正予算（第１号）案について、御説明

申し上げます。

　補正の理由でございますが、平成22年度繰越

金及び消費税の確定に伴い、補正が必要になっ

たものでございます。

　１ページに記載しておりますように、歳入歳

出それぞれ15万7,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ3,581万8,000円とするもので

ございます。

　まず、歳出から御説明申し上げます。

　５ページをお開きください。

　１款総務費、一般管理費でございますが、２

節給料につきましては、職員給与の減額に伴う

補正でございます。４節共済費につきましては、

共済負担率の確定に伴う補正でございます。11

節需用費の修繕料は、牛根境取水ポンプ及び水

質残塩計の修繕料が見込まれることから、増額

補正するものでございます。13節委託料は、水

質検査料を減額補正するものでございます。27

節公課費は、平成22年度分の消費税の納付額を

増額補正するものでございます。

　次に、歳入でございますが、前のページをご

らんください。

　１款使用料及び手数料でございますが、平成

22年度簡易水道使用料未納額の確定に伴い、増

額補正するものでございます。

　次に、３款繰越金でございますが、平成22年

度簡易水道事業特別会計の繰越金確定に伴い、

増額補正するものでございます。

　これに伴い、２款繰入金でございますが、一

般会計からの繰入金を減額補正することにより

まして収支の均衡を図っております。

　以上で説明を終わります。

　続きまして、議案第60号平成23年度垂水市水

道事業会計補正予算（第１号）案について御説

明申し上げます。

　補正の理由でございますが、４月定期人事異

動及び共済負担金の確定により人件費に変更が

あったことと、内ノ野浄水場の施設管理作業に

伴う車両借上料の増加が見込まれることから、
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補正が必要になったものでございます。

　１ページでございますが、第２条におきまし

て、収益的収入及び支出の支出について補正を

行っております。

　補正内容は、営業費用を255万8,000円減額い

たしまして、総額を２億2,075万4,000円とする

ものでございます。

　以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。

〇議長（宮迫泰倫）これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　議案第55号から議案第60号までの議案６件に

ついては、いずれも所管の各常任委員会にそれ

ぞれ付託の上、審査したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第55号から議案第60号までの議

案６件については、いずれも所管の各常任委員

会にそれぞれ付託することに決定しました。

　　　△陳情第３号上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第20、陳情第３号川内

原発増設計画の中止などを求める意見書の採択

についてを議題とします。

　お諮りします。

　ただいまの陳情第３号を総務文教委員会に付

託の上、審査したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、陳情第３号は総務文教委員会に付託

することに決定しました。

　本日の日程は、以上で全部終了しました。

　　　△日程報告

〇議長（宮迫泰倫）明６日から12日までは、

議事の都合により休会とします。

　次の本会議は、13日及び14日の午前９時30分

から開き、一般質問を行います。

　質問者は、会議規則第62条第２項の規定によ

り、７日の正午までに質問事項を具体的に文書

で議会事務局へ提出願います。

　　　△散　　会

〇議長（宮迫泰倫）本日は、これにて散会し

ます。

　　　　　午前11時42分散会
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平成23年９月13日午前９時30分開議

　　　△開　　議

〇議長（宮迫泰倫）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。

　傍聴の方に申し上げます。入り口に傍聴され

る場合のお願い文が張ってありますので、ごら

んくださいますようお願いいたします。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△一般質問

〇議長（宮迫泰倫）日程第１、これより一般

質問を行います。

　質問者は、１回目は登壇して行い、再質問は

質問席からお願いいたします。

　質問回数については４回までとしますが、一

問一答方式を選択した場合は、１回目は一括で

行い、２回目の質問から１項目につき３回まで

とします。

　なお、本日の質問時間は、答弁時間を含めて

１時間以内とします。

　また、いずれも初回の発言時間を20分以内に

制限しますので、御協力をお願いいたします。

　それでは、通告に従って順次質問を許可しま

す。

　最初に、２番堀内貴志議員の質問を許可しま

す。

　　　［堀内貴志議員登壇］

〇堀内貴志議員　おはようございます。

　たるみずの新しい風、堀内貴志でございます。

きょうは１番をいただきましたので、しっかり

と質疑してまいりたいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。

　ことしの３月11日に発生した東日本大震災の

歴史に残る大地震と大津波、そして原発事故に

より、東北・関東地方の太平洋沿岸部が壊滅的

な被害を受け、いまだに傷のいえない状況の中

で、新たに先日の台風12号による豪雨被害では、

紀伊半島を中心に人的被害だけでも全国で死者、

行方不明者合わせて100人を超す被害が出ていま

す。改めて、予測のできない自然の怖さを目の

当たりにしたような気がします。

　我が垂水市においても災害が多く発生した地

域でありますから、他人事とは思えません。改

めて、亡くなられた方々の御冥福をお祈りし、

そして行方不明者の方々の一日も早い発見をお

祈りしますとともに、心からお見舞い申し上げ

ます。

　悲しい被害だけじゃなく、うれしい知らせも

この垂水市にありました。この前の土曜日、10

日に行われた瀬戸口籐吉翁記念行進曲コンクー

ルにおいて、地元の垂水中央中学校の吹奏楽部

が、出場チームの中で１校にしか与えられない

グランプリ賞を獲得しました。地元で開催して

から13回目ですが、初めてのグランプリ受賞で

ございます。私も賞の発表のときに会場で見て

おりましたけれども、涙が出るくらいに感動し

たシーンでありました。後ほどこの中学校のこ

とについて追及したい事項がありますので、こ

のことについてはいい知らせでありましたので、

冒頭でお話ししておきます。

　それでは、議長の許可をいただきましたので、

通告のとおり、大きく２つのことについて質問

をいたします。

　まず初めに、今話した垂水中央中学校の現状

について質問をいたします。

　９月１日、出水市の九州新幹線の線路上で中

学２年の女子生徒と見られる遺体が発見されま

した。線路の上を通る橋のフェンスによじ登っ

た跡があることから、警察は自殺と断定しまし

たが、原因については不明のままでございます。

また、８月30日には、札幌市で中学２年の男子

生徒が自宅近くのマンションの屋上から飛びお

り、９月１日朝には、千葉県内の私立中学に通
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う中学１年生の女子生徒が東京葛飾区の自宅マ

ンション15階から飛びおり、新学期早々、東京

や鹿児島で相次いで自殺により、とうとい命が

なくなっています。いずれも中学生です。本当

に残念なことです。

　また、９月９日の朝刊では、本市で唯一の中

学校である垂水中央中学校内で体罰があるとの

記事が掲載されました。保護者の指摘で発覚し

ていますが、新聞によりますと、同じ教師が昨

年度も生徒７人に対して４回の体罰をしている

こともわかりました。今回の体罰の前、過去に

おいて体罰を繰り返していたということです。

この状況から推察すると、学校内で暴行、いわ

ゆる体罰が横行し、日常的に暴力で生徒を支配

する体質があるのではないかと思います。

　垂水中央中学校といえば、冒頭で話しました

とおり、先日開催の瀬戸口籐吉翁記念行進曲コ

ンクールにおいて吹奏楽部がグランプリ賞を獲

得した中学校です。また、毎月発行される市報

でも毎月のようにソフトテニス部の活躍が掲載

されているように、野球、陸上競技、バレーボー

ルなどなど、各種スポーツでもすばらしい成績

をおさめています。これは、子供たちが活動す

る裏方で熱血あふれる優秀な教師の指導があっ

てのことだと思います。

　しかしながら、心もとない１人の教師のこの

事件で生徒たちの心が傷ついたことは、非常に

残念にたえません。悪いことは悪いこととして

しっかりと反省をしていただき、生徒の心をい

やし、このすばらしい中学校の修復をしていか

なければならないと思っています。

　平成21年１月、福岡市西区で、当時中学１年

生の男子生徒が登校途中の自宅のマンションで

飛びおり自殺しました。その後の調査で、担任

の男性教諭が日常的に暴行、いわゆる体罰をし

ていたことが原因だったということが判明しま

した。このように体罰を苦に自殺した少年の例

も多くあります。幸いにも、本市において生徒・

児童が自殺したというケースは発生しておりま

せんが、いじめ、不登校、体罰で自殺するケー

スは全国で多く見られます。私は、将来を担う

子供であるだけに、１人の命も見逃すことので

きない深刻な問題であると受けとめています。

　昨年の４月、市内の４中学校が統合してスター

トした中学校も２年目に入りますが、今回、体

罰が発覚した現状を踏まえ、統合に問題があっ

たのか、この機会に改めて考えなければならな

い時期に来ているのではないかと思います。

　そこで、第１点目としてお伺いしたいのは、

本市の唯一の中学校でのことしのいじめ、不登

校の実態について、お伺いします。

　そして２点目、今回の事件の教師による体罰

に関してですが、まず、統合してからの体罰の

実態について説明を求めます。

　大きな２つ目、垂水高校の存続のための動向

について質問をいたします。

　近年、小学校や中学校の統廃合が進む中で、

市内唯一の垂水高校もその統廃合の波にさらさ

れつつあります。垂水市は、昔から教育と文化

の誇り高い土地柄です。高等教育の唯一の垂水

高校がなくなれば、垂水市の誇りも活気も衰退

することは間違いありません。市長は公約の中

で、垂水高校存続対策は市政の重要課題の１つ

として、ことし４月には庁内に魅力ある垂水高

等学校づくり検討委員会を発足させました。そ

して、市としてさまざまな取り組みをなされて

いますが、これまでの垂水高校存続対策事業の

取り組みの経過について企画課長に回答を求め

て、１回目の質問を終わります。

〇学校教育課長（有馬勝広）それでは、堀内

議員の垂水中央中学校の現状についての御質問

にお答えします。

　まず、いじめについては、本年度８月末現在

で報告は、小・中学校ございません。不登校の

児童生徒についてですが、これも８月末現在で

ございますが、小学校１名、中学校２名の計３
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名でございます。

　体罰につきましては、本年度、垂水中央中学

校で１件発生しております。なお、９日付の南

日本新聞において報道されましたが、この体罰

を起こした男性教諭は、ことし８月に調査をし

ましたところ、昨年度、４件、７名の生徒への

体罰が判明しましたこともあわせて御報告いた

します。

　実態については以上でございます。

〇企画課長（倉岡孝昌）垂水高校存続のため

の動向についての取り組みの経緯についてお答

えいたします。

　さきの議会全員協議会で御説明いたしました

ことと重複いたす部分もございますが、垂水市

ではこの４月から、これまでの垂水高校振興対

策協議会を補完し、強化するために、庁内に魅

力ある垂水高校づくり検討会を設置し、県立垂

水高等学校振興支援計画書の策定に至るさまざ

まな活動を行ってまいりました。

　この取り組みの中では、存続・振興に向けた

支援策として、垂水高校に関するアンケート調

査や高校進学先の詳細分析を経て、魅力ある垂

水高校づくりの５つの柱を設定いたしました。

そして、これをもとにパブリックコメントの実

施や市民、関係者の方々との対話、垂水高校と

の打ち合わせを行い、この８月に県立垂水高等

学校振興支援計画書を策定いたしました。

　検討会議においては、このほかに、垂水高校

の存在意義、進学先等の調査、地域間格差、少

子化への対応等について調査報告書をまとめて

おり、支援計画書の補完資料として活用いたし

ております。

　垂水高校の今後の振興策や支援策については、

垂水高校サイドとの協議や提示を経て、より具

体的な内容を積み上げていく予定でおります。

また、支援策等の実践に当たりましては、垂水

高校振興対策協議会を中心に具体的な活動を図

っていく予定でありますが、既に垂水市におい

ては垂水高校振興支援への新しい輪が広がり始

めており、たるみずふれあいフェスタへの参画

や「よさこいチーム」結成など、取り組みが始

まっております。これらは、垂水高校生自身の

頑張りや高校側の配慮はもちろんのこと、商工

会などの実行委員会の協力、市民やＮＰＯの方々

のサポートなど、みんなの思いと力が１つにな

って実現できたものと考えます。

　なお、今後の具体的な取り組みや支援策は平

成24年４月実施を想定いたしておりますが、入

学者増につながる、すぐに取り組めるものは、

９月以降の早い時期にまとめ上げたいと考えて

おります。

　以上です。

〇堀内貴志議員　ありがとうございました。

　それでは、一問一答方式によりまして、まず、

垂水中央中学校の現状について２回目から質問

いたします。

　まず、質問の１つ目、今、現状を答弁してい

ただきました。いじめ、不登校の対策について、

１点目はお聞きします。

　いじめは、現在のところ報告はなしというこ

とです。不登校については、現在、小１、中２、

計３件把握しているということですが、２回目

の質問では、その対策について、どのように取

り組みをなされているのか質問いたします。

　さらに、私がきょう一番質問したい事項、こ

れは体罰の関係であります。今、答弁されたよ

うに、１件の体罰、調べてみたら、過去の体罰

も発覚したということでございます。いろいろ

質問したい事項はあるのですが、とりあえず私

は、９月９日のこの新聞記事、これについての

ことについて、中心に質問をしていきたいと思

います。

　まず、この新聞によりますと、質問の２点目

ですね、さっきは１点目ですから、今度は２点

目です。７月に２人の子供に対して体罰をした

との記事ですが、その暴行の詳細について、お
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尋ねします。

　質問の３つ目、２人にけがはなかったという

ことですけれども、本当にけががなかったのか

どうか。

　質問の４つ目、７人に対する４件の暴行、そ

の教師は昨年度、７人に対して４件の体罰を認

めているが、それは事実か否か。教育委員会は、

その過去の体罰の事実をいつ知っていたのかに

ついて質問をいたします。

〇学校教育課長（有馬勝広）それでは、堀内

議員の２回目の御質問にお答えいたします。

　まず１点目、いじめ、不登校の対策について

でございますが、いじめ防止の対策につきまし

ては、いじめはどの学校でも、どの子供にも起

こり得る。まだ気づいていないいじめがある。

１件でも多く発見し、１件でも多く解決すると

いう基本認識のもと、定期的なアンケートや教

育相談、いじめ問題を考える週間などの取り組

みを通して、児童生徒の実態把握を進めており

ます。

　不登校の対策は、早期発見を第一に、早期の

家庭訪問、支援チームによる対応を行うととも

に、スクールソーシャルワーカーやスクールカ

ウンセラーによる教育相談活動を充実しており

ます。

　それでは、以上がいじめ、不登校の対策でご

ざいますが、２点目の体罰の内容についてとい

うことでございますので、７月１日のものでご

ざいますが、それについてお答えいたします。

　それでは、本年度の体罰につきましては、本

年７月１日金曜日に、男性教諭によります２年

生男子生徒２名に対する体罰が発生いたしまし

た。９月９日付の新聞報道にもございましたが、

その内容をお答えします。

　２名の男子生徒は、Ａ君、Ｂ君とここでは表

現をいたします。授業中でございますが、まず、

Ａ君のシャープペンシルが机の下に落ちました。

Ａ君は机の下に入り、シャープペンシルをとり

まして、それをさわりながら手遊びをしていた

ところ、机間指導をしていた男性教諭がＡ君を

見つけ、机の下から出させまして、Ａ君の左ほ

おを右手で３回たたきました。また、体調が悪

くて机にうつぶせになっていたＢ君の頭を右手

のげんこつで１回たたき、さらに、右手でＢ君

の胸元から左肩を押し、Ｂ君を右後方に倒しま

した。そのとき、パソコン台の縁で後頭部を打

っております。その後、右足の裏で、倒れてい

るＢ君の左肩を１回けりました。その後、右手

でＢ君の胸元をつかみ上げ、立たせました。次

に、Ａ君のところに行き、右手でＡ君の胸元を

つかみ、壁に押しつけました。このことが学校

長から報告を受けた体罰の概要でございます。

　それでは、あと、けがのことと、あと昨年度、

７名、４件、内容のことでございますか。

〇堀内貴志議員　はい、簡単でいいです。

〇学校教育課長（有馬勝広）内容ですね。は

い、わかりました。

　では、そのけがのことでございますが、やは

り体罰をして後でございますが、その後のこと

につきまして、報告から、外傷等、そういうの

は報告は受けておりません。そしてその後の学

校生活等も観察したわけですが、特に大きな外

傷等はなかったということで、その体罰の直後

は報告を受けております。

　ただし、７月25日でございますが、私はＢ君

の保護者からお聞きしたんですが、左側の歯の

けがといいますか、治療が必要であるというこ

とで、治療を始めているということをお聞きし

ました。そのことの事実というのは把握をして

いるところでございます。そして、学校にもそ

のことは伝えたところでございます。

　あと、４件の７人に対しての体罰ということ

でございますが、昨年度のそれぞれ平成22年度

でございますが、まず５月に３年男子１名、こ

れはすべて授業中の態度等についての指導する

中で体罰に至ったという、それぞれ４件でござ
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いますが、22年５月は、３年男子１名に対して

平手でほおを３発たたいたということ。６月に

は、これも授業中でございますが、ちょっとい

たずらを、教室の施錠をしたというようないた

ずらがございまして、右手のげんこつで頭部を

３回と、顔を平手で３回。10月ですが、ちょっ

と道具の学習の金づちの使い方で、石をたたい

ていたということで、その正しい利用法を指導

する中で、頭部を３回げんこつ、おしりをそれ

ぞれ１回ということですが、これは男子２名で

す。先ほどのはそれぞれ男子１名ずつですね。

あと23年２月、これは男子生徒３名ですが、技

術室のきりがございますが、それを床に刺して

遊んでいるところを、指導中、頭部を２～３発、

それぞれげんこつや平手でたたいたという、そ

の４件のことが、これは過去にもそういうこと

があったのではないかということで調査をしま

して、８月の中旬に最終的にすべて把握をして

いるところでございます。ですから、調査は７

月から８月にかけてしたということでございま

す。

　以上でございます。

〇堀内貴志議員　ありがとうございました。

　いじめ、不登校の対策については理解いたし

ました。

　いじめ、不登校の原因については、やはり早

期発見、そして未然防止が一番であります。原

因については、本人とか家庭だとか学校のいず

れかに複合して起こり得るものだと思います。

何事も現象が出てからでは対応は遅いのであっ

て、事前に予防する、これが一番最善の策であ

ると思います。どうか事前に予防できるような

対策を講じて、いじめ、不登校などが原因で最

悪の結果が出ないような状況にしていただきた

いと思います。

　また、不登校予備軍といいますか、保健室登

校の生徒もいると私は確認しております。その

子供たちにもしっかりとカウンセリングをして

いただいて、通常の授業が受けられるようにし

ていただきたいと思います。

　体罰のことについて、今、状況についてお話

ありました。私もこの暴行の事実、被害者や、

あと周りにいた生徒数名から、直接当たって調

査をしてみました。しますと、その度合いとい

いますか、殴った、けったの回数、全く違いま

す。形態は一緒です。いすに座っている、Ａ君、

Ｂ君おりますけれども、特にＢ君に対しては、

いすに座っている生徒の頭、殴った後、いすか

ら押し倒して、さらに足げりを入れて、胸ぐら

をつかんでいると。私が調べたところ、この攻

撃の回数が全く違うんです。殴った回数も、け

った回数も１回と言われましたけれども、私が

調査した生徒たちはいずれも、その教師は複数

回殴り、複数回足げりをしていたと話していま

す。

　ここは事実を追及する場所ではありませんの

で、ただ、調べるほうの教育委員会、学校側と

しては、目撃していた生徒の話をしっかり聞い

た上での調査だったのか、私は疑問に思います。

　けがについてです。けがについては、体罰直

後は外傷はなしとおっしゃいましたが、体罰直

後、病院で診察をしております。ただ、子供が

先生に殴られた事実を親に言わなかったもので

すから、その部位の症状は出ておりません。風

邪気味の体調不良ということで診断が出ており

ますけれども、症状が出たのはそれから23日後

です。

　暴行の日から症状が出るまで23日間という間

隔がありますが、私が把握している情報だと、

歯の神経が損傷して、治療開始から２カ月を過

ぎている現在でも通院治療をしていると聞いて

います。どうもその損傷は、虫歯か、もしくは

外からの強い衝撃によって損傷する傷であると

いいます。そして、本人には虫歯がないそうで

す。そうすると、外からの強い衝撃で損傷をし

たことになります。外からの強い衝撃で歯の神
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経が損傷し、その結果、神経が傷んだ上に腐っ

てしまい、痛み、はれ、発熱の症状が出たので

はないかと思いますが、その症状が出るまでに

23日間かかった。私は納得する期間だと思いま

す。

　また、被害者も、体罰で暴行を受ける以前か

ら、外からの強い衝撃を受けた記憶、ボールが

当たっただとか、階段でこけただとか、そうい

う症状は全くないそうです。今回の体罰以外に

外から衝撃を受けた記憶はないということです。

私も、そうした状況から推察すると、外からの

強い衝撃、いわゆる暴行の衝撃で損傷したもの、

つまり、その傷は体罰の結果の傷害ではないか

と考えます。

　因果関係が云々という問題が発生するかもし

れませんが、症状が出たとき、病院に駆けつけ

て、医者からは、すぐに手術をしないと、その

菌が脳に入ってしまうと死につながりますと言

われたそうです。それだけ重症の傷だったとい

うことです。ここは事実を突きとめるところで

はないので深くは追及しませんが、ただ、教育

委員会は因果関係が云々ということで片づけて

いると思いますが、しっかりとその点も考えて

いただきたいところです。

　過去、７人、４件の暴行の事実ですが、平手

で数回殴った、金づち、道具を使って殴った。

そういう事実がある。今回の体罰が発覚して、

調査の結果、この事実も判明したということで

すが、これについてはもっと早く事実を把握し

なければ、学校内の状況を把握しなければいけ

ないと思います。指導的立場にある方の指導的

怠慢があったのではないかと私は思います。第

一義的には中学校のトップの指導者責任、そし

て、中学校に対して監督権のある教育委員会の

責任でもあるのではないかと思います。そのこ

とをしっかりとこの機会に感じていただきたい

と思います。

　３回目の質問に入ります。

　先ほど話した点で、殴った、けったの回数が

私が調査した結果と全く違いますが、実際に目

撃した子供たち、それぞれに調査されたと思い

ます。私の調査だと、子供たちはみんな数発殴

った、数発けっていたという話をしている。そ

んな中でも、怖くて見ていられなかったという

子供もおります。教育委員会のほうでも目撃し

た子供たちに事情を聞いていると思いますが、

質問の１つ目としまして、ほかの子供たちは目

撃した状況を何と言っているのか、再度お尋ね

します。

　質問の２つ目、報告が大分おくれているよう

な気がします。事実は７月１日です。その日は

夕方になって、母親は子供の同級生の母親に体

罰の事実を電話で聞いたそうです。被害に遭っ

た子はまじめでおとなしい性格、ですから、き

っと親には心配をかけたくなかったということ

から、言わなかったのでしょう。親が尋ねるま

で、先生に殴られたことを一切話さなかったそ

うです。友達の母親から電話でお母さんがその

体罰の事実を知った。そして子供に追及した。

そして初めて正直に話してくれたそうです。

　問題はその後です。体罰の当日、学校に母親

が問い合わせたそうです。そうしたら、担任の

教師は全く把握しておらず、学校側から説明が

あったのは３日後です。その３日後の夕方にな

って、やっと学校側が謝罪に来たそうです。そ

の後、教育委員会に報告があったのは２日後、

体罰発生から５日後になって、やっと教育委員

会に報告があったと聞いております。その点、

報告の遅延はなかったのかについてお尋ねした

いと思います。

　質問の３つ目、日常的に体罰が中学校で行わ

れていなかったかです。どうも今回だけでなく

過去にも体罰の事実が発覚している状況を見る

と、学校で教師の暴行、体罰が横行して、日常

的に暴力で生徒を支配する体質が見え隠れして

いるように感じます。その点はいかがなものか。
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　４つ目の質問です。再発防止の点についてで

す。被害者も被害者の家族も、このようなこと

が２度とあってはならない。今後、第２、第３

の体罰の被害者を出してはいけない。そのため

に勇気を出して抗議をしていると話されていま

す。最大の課題であります再発防止について、

暴行を振るった加害教師の処分も含めて、回答

を願います。

〇学校教育課長（有馬勝広）それでは、お答

えいたします。

　先ほど、私の22年度分のところでございます

が、先ほど技術科のことで、金づちを使って石

をつぶしておりましたので、それについて、げ

んこつ等で体罰ということで、（「げんこつ」

と呼ぶ者あり）はい、金づちでということでは

ございませんで、金づちを使って遊んでいたと

いう内容でございました。

　では、まず１点目の御質問でございますが、

あわせまして答弁させていただきます。

　体罰についての内容の食い違いとか、報告の

おくれ等についてですが、そのことについてで

ございますけれども、まず、体罰についての内

容が食い違いがあるということは、教育委員会

でも把握しております。体罰が発生した日は、

暗幕をして視聴覚教材を視聴しておりました。

また、２人の生徒に対して複数回の体罰を行っ

ていたことから、10発たたいた、５回けったな

どと話す生徒もいたことも把握しております。

　そこで、校長に再度調査するように指示をし

まして、校長はそれまでも、７月当初も調査し

ましたが、再度８月後半に、体罰をした男性教

諭だけではなく、体罰当日同じパソコン室にい

た生徒に対して聞き取り調査をいたしました。

また、私、学校教育課長も教育長の命を受けま

して、同じく８月後半に、男性教諭に対して、

体罰の様子を再現させるなどして体罰の内容を

問いただしました。

　その結果、男性教諭が体罰をしたことは本当

に紛れもない事実でございます。そして、その

ことについて大変申しわけなく思っているとこ

ろでございますけれども、総合的に判断しまし

て１回目に申し上げた体罰の内容と考えて、先

ほど答弁したとおりでございます。というふう

に判断したところでございます。

　次に、報告のおくれについてですが、７月１

日に体罰が発生し、男性教諭からは管理職に対

しての報告がなく、体罰を受けた保護者からの

指摘で管理職が初めて把握したということも事

実でございます。また、教育委員会に報告があ

ったのは５日火曜日の夕方でございまして、そ

の間に迅速かつ誠意ある初期の対応ができなか

ったことは大変申しわけなく、残念に思ってお

ります。

　あと、学校の対応につきましてですが、先ほ

どおっしゃったとおりでございますが、３日の

日曜日に、当日は日曜参観日でございましたが、

校長室で、校長及び教頭、男性教諭、担任、２

年学年主任が同席し、Ｂ君の母親に体罰につい

て謝罪いたしました。また、その日の夕方には、

教頭、男性教諭、担任、２年学年主任がＢ君の

御自宅を訪問し、体罰について謝罪いたしまし

た。

　続きまして、７月５日火曜日に、体罰の内容

について食い違いがあるので調べ直してほしい

との依頼がＢ君の保護者よりございましたので、

校長は、17時10分ごろ校長室で、教頭、男性教

諭、担任、２年学年主任が同席し、説明と謝罪

を行おうとしたところですが、体罰に対するお

怒りは、当然ですが、大きく、その説明と謝罪

について受け入れていただけなかったとの報告

を受けております。

　その後、教育委員会に正式に体罰の報告がな

されたわけですが、最初の対応等を反省し、校

長自身、Ａ君そしてＢ君の御自宅に謝罪に行く

ことが必要であると指導いたしました。

　その後の経過でございますが、７月25日そし
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て７月28日に、Ｂ君の保護者が教育委員会にお

見えになり、私がお話をお聞きいたしました。

その中で、学校の対応等について、そして今後

のことについてお聞きしましたが、学校の対応

について非常に反省すべきことがございました

ので、25日に、再度校長等がＢ君宅を家庭訪問

し、謝罪するように指導いたしました。

　その後、教育長の指導もあり、校長、教頭、

男性教諭、そして担任、学年主任等が８月30日

まで、途中お盆の時期等を除きまして、延べ25

回ですが、Ｂ君宅を家庭訪問を繰り返しまして、

謝罪を行ってまいりました。

　さて、ここで７月25日のことに戻りますけれ

ども、Ｂ君の保護者のお話を私がお聞きしまし

て、体罰の内容を再度調査することをお約束し

まして、その結果を８月３日にＢ君の保護者の、

これはお父様ですね、そして教育長、私、校長

が一堂に会しまして、体罰の内容を御説明する

とともに、体罰について改めて謝罪させていた

だきました。

　さて、９月になりましてからは、Ｂ君の御自

宅には５日月曜日に、校長、教頭、そして私も

一緒にまいりまして、新学期が始まり、２学期

が始まりましたので、５日の月曜日、男性教諭

が担当する授業に校長と教頭が入り、50分間観

察したことを報告し、今後もそれを継続するこ

とを報告しました。

　男性教諭のこれまでの指導については、学校

長が繰り返し厳しく行ってまいりましたが、教

育委員会でも８月18日と23日、そして30日と、

私が、体罰の内容把握とともに、体罰はあって

はならないことについて厳しく指導しました。

　現在、男性教諭は授業を行っているわけでご

ざいますが、これからは生徒の心に届く生徒指

導のあり方を中心に、体罰によらない指導のあ

り方について、指導を継続してまいります。

　男性教諭の処分については、本年度の体罰と

ともに、昨年度の４件そして延べ７名に対する

体罰も県教育委員会に報告しております。今後、

県教育委員会の聞き取り調査等も予定されてお

ります。その後、昨年度の分も含めて、処分に

ついての県教育委員会から指導助言を受けまし

て、垂水市教育委員会として厳正な処分を行う

見込みでございます。

　その処分を通して、男性教諭のみならず、学

校での全教職員が体罰を決して発生してはなら

ないという自覚を高め、生徒の教育のために、

そして保護者や市民の期待にこたえることがで

きますように、これまで以上に誠心誠意、教育

活動に努力しまして、信頼回復につなげてまい

りたいと思っております。

　あともう１点、日常的なことというのがござ

いました。そのことについてですが、今回の体

罰のこと、発生を受けまして、当然でございま

すが、教職員の服務規律ということについては

４月、そして５月と、全県下、全学校挙げてそ

ういう指導をしているわけでございます。その

中に体罰の禁止というのもあります。そういう

ことでございますので、日常的に体罰というこ

とはないと考えておりますけれども、やはり生

徒指導上の中で、例えば先ほど言いましたよう

に、実際に有形力といいますか、げんこつとか、

たたくとか、あるいはそれ以外のまた言葉とか、

いろいろなこともございますですね、そういう

こともすべて含めて、いかなる体罰も許されな

いという指導をしているわけですが、中には厳

しい指導があるのではないかとか、小学校でも、

例えば宿題を忘れたから、何か懲戒か体罰かわ

かりませんが、そういうところで御相談があっ

たりとかいうことはあると思いますが、日常的

に暴力で支配するということは、生徒指導の研

究もしておりますので、それはないと思ってお

りますけれども、やはりこれが発生したという

ことは重く受けとめまして、再発防止に指導を

徹底してまいりたいと思います。

　以上でございます。

― 33  ―



〇堀内貴志議員　ありがとうございました。

　繰り返すようですけれども、何でそこまで暴

行したんだと、要は暴行の内容が悪質過ぎるん

ですよ。殴った後に突き飛ばして、その上、け

りを入れて、胸ぐらをつかんでいる。事実が悪

質過ぎます。そして、過去にもこの先生はやっ

ておるという事実があるわけですから、もっと

連絡体制、把握体制がしっかりしておれば、今

回の体罰は防げたのではないかなと、そのよう

に思います。

　あと、この先生、ちょっとやり過ぎな点があ

りますので、処分の関係で、私は一度、再研修

といいますかね、そういうのも必要なのではな

いかなと思いますので、つけ加えてお願いを、

要望をしておきたいと思います。

　最後に、時間もなくなりつつありますので、

最後に教育長にお尋ねします。今回の体罰を認

知したのはいつの時点か。そして、教育長の対

応はどうされたのか。また、認知してから、加

害教師、要は暴行を加えた先生に対して直接指

導した事実はあるのか、ないのか。

　２つ目の質問、今回の体罰のほかにも４件、

７名に対する体罰を与えているが、本当に知ら

なかったのか、調べて初めてわかったのかどう

か。

　３つ目、これからはこの体罰、あってはなら

ないことです。再発防止を含めて、垂水市教育

界のトップとしての教育長の責任のあり方につ

いて、最後ですけれども、説明を求めます。

〇教育長（肥後昌幸）今回の体罰につきまし

ては、本当に申しわけないことだったというふ

うに思っております。

　先ほど学校教育課長からありましたけれども、

私がこれを把握をしたのは、知ったのは、７月

５日の夕刻でございました。６時過ぎだったと

思いますが、そこで、びっくりいたしまして、

３日の日には、教頭、それから先ほどありまし

たように、男性教諭、学年主任等が行っており

ますけれども、校長が行っていないということ

がございましたので、すぐ謝罪に行くように指

導をいたしました。

　それから、去年のことですけれども、去年の

この事実は、知ったのは、実は先ほど課長から

ありましたけれども、８月３日に保護者と校長、

それから私たち２人、４人で会を持ちまして、

私のほうで謝罪をいたしました。その中で、去

年もあったんじゃないかという指摘がございま

したので、その時点で、そのことにつきまして

は調べますということで、調べた結果、わかっ

たということでございます。

　それから、再発防止につきましてちょっとお

答えしておきたいと思いますが、体罰の発生を

受けまして、報告、その後の指導につきまして

は、ただいま学校教育課長が答弁したとおりで

ございます。

　９月６日、先日ですけれども、火曜日には学

校教育課長と一緒に垂水中央中学校を訪問いた

しました。校長室で、ちょうど男性教諭がブラ

ンクというふうに聞きましたので、校長室に呼

びまして、今回のことにつきまして指導をいた

しました。これは正式には処分が決まってから、

それをもとに指導をするつもりでございますけ

れども、一応そういうことでしました。そして

その後、その男性教諭の授業を参観いたしまし

た。そして、ほかの学級、すべての学級を回り

ました。２学期初めでしたけれども、どの学級

も生徒は非常に落ちついた態度で授業を受けて

おりまして、私も安心したところでございます。

　学校教育法11条にありますとおり、体罰を加

えることは禁じられております。これまでも市

管理職研修会におきまして、繰り返し、体罰が

あってはならないことは指導してまいりました

けれども、今回発生しましたことを教育長とし

ましても大変残念に思っております。体罰を受

けた生徒さん、そして保護者の方にも心よりお

わびを申し上げたいと思います。
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　また、先ほど議員からありましたように、教

育行政を預かるトップとして指導をしてまいり

ましたけれども、結果的にこのような事案が起

きたということは、私の指導が至らなかったと

深く反省をしておりまして、これからもまた、

心に届く、また職員にも指導をしてまいりたい

というふうに思います。

　今後の体罰の再発防止につきましては、教職

員一人一人の児童生徒の人権に対する意識を高

めること、それから教職員が体罰を否定する指

導観を持って、お互いに注意し合うような雰囲

気をつくること、教職員と児童生徒の望ましい

人間関係を築いて、深い児童生徒理解に心がけ

るとともに、心に届く指導を行うことが極めて

大切であると考えております。

　７月の体罰の発生を受けまして、すぐ校長研

修会を持ちまして、各学校長に厳しく指導した

ところでございますけれども、今後とも、教職

員一人一人の体罰によらない指導力の育成に向

けて、指導を徹底してまいりたいというふうに

思っております。

〇堀内貴志議員　ありがとうございました。

　教育長がその体罰した先生に会われたのは、

９月６日ということですね。

〇教育長（肥後昌幸）はい。

〇堀内貴志議員　教育長に１つだけお願いがあ

ります。何事も、事件が発生したら現場にいい

資料、証拠があります。災害が発生したら、真

っ先に現場を視察しなければ、いい対策は見つ

かりません。どうかこれからは、時には早い時

期に現場におりていただき、現場の状況を的確

に把握するために、教育長みずから直接現場の

者の声を聞き、その状況を把握することが私は

必要ではないかなと思います。

　いずれにしても、最後に望むところは再発防

止の徹底です。この点をしっかりとお願いしま

して、次の質問に移りたいと思います。時間の

都合がありますので急ぎます。

　次に質問を変えまして、垂水高校の存続のた

めの動向について質問をさせていただきます。

　先ほど企画課長から、これまでの取り組みに

ついて答弁されました。市として垂水高校存続

のためにしっかりと取り組みをなされていると

感じました。ただ、市民の大半は、今後どうな

って、いつごろ結果が出るのだろうという不安

に思っている方が多いようでございます。そし

て、今後どのように取り組みがなされて、いつ

ごろ意思決定がなされるのか、今後の方向性に

ついて手短に御答弁をお願いいたします。

〇企画課長（倉岡孝昌）２回目の御質問にお

答えいたします。

　垂水高校の存続につきましては、県教育委員

会より、将来的に子供の数は減っていく中で、

これまで県教委は、高校教育の水準の維持・確

保ということで県内各地、再編統合ということ

でやってきたが、今後、地元の方々と協議を重

ねる中で、地域振興という視点を加え、検討し

ていきたいというようなことを答えられている

ところでございます。

　それを受けまして、現在、大隅地域の公立高

校の在り方に関する検討会議が開催されており

まして、県知事の意向を受けた、各高校ごとの

あり方を来年３月までにまとめ上げようとして

いるところでございます。

　今後の方向性として、大隅地域の検討会は、

昨年発表された廃止基準の骨子案に示された、

数を理由とする廃止の話はまず横に置いて、存

続の理由となる地域振興や高校の活性化につな

がるあり方を現在、協議されておりますので、

まずは大隅地域の検討委員会の状況を見守りな

がら、垂水市は、先ほど紹介させていただきま

した県立垂水高校振興支援計画書の実践を通し

て、垂水市が一体となって、市民の皆さんから、

垂水市に垂水高校があってよかったと、そして

子供たちの夢実現に向けて垂水高校で学んでよ

かったとなるように頑張ってまいろうと考えて
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いるところでございます。

〇堀内貴志議員　いわゆる結論的には、地元の

方々での検討をして、地域振興を含めながら回

答を出す。いつ出るということはまだ決まって

いないということですね。わかりました。

　そうすると、やっぱりこれからは継続的に行

政と民間と学校がしっかりと協働して、魅力あ

る高校をつくること、そして、地域に貢献し、

地域に支えられる高校を目指す必要があると思

います。そのことが必ず垂水高校の存続につな

がるものだと私は思います。

　そこで、行政にかわって、民間の立場で垂水

高校の存続のために事業に取り組んでいる団体

があることを御紹介しておきます。民間が事業

を継続しようとすると、やはり経済的な負担が

重要な問題になってしまい、活動の存続が危う

くなってくる可能性があります。民間のやって

いる事業ですばらしい事業については、行政の

立場で何らかの形で行政的、経済的な支援が必

要になってくるのではないかと思います。

　具体的に話しますと、その団体というのは、

垂水高校生を中心に「よさこいソーラン」の踊

りのチームを立ち上げました。踊りの練習や踊

りのチームづくりを通して、やる気の芽を育て、

創造力豊かな人材を育成するのが目的だそうで

す。現在は高校生９名のメンバーで活動してお

りまして、８月６日、たるみずフェスタで初披

露しました。それ以来、８月中に３回のイベン

ト会場で踊りを披露しました。９月には既に３

回のイベントへの参加が予定されているそうで

す。また、その子供たちは、踊りの練習を通じ

て、勉強へのやる気の芽が芽生えてきたという

ことです。最近では、高校生のほうから、不得

意科目の補習授業をやってほしい旨、訴えてき

たということですから、その団体がねらってい

た子供たちにやる気の芽をつくるという目的が

達成できたのではないかなと思います。せっか

くやる気の芽を持ったその子供たちをしっかり

と育てなければならない。そのために、このよ

さこいの踊りを通じて輝きのある子供たちに育

てなければならないと思います。

　現在、このチームは、すべて他のチームがつ

くった楽曲、振りつけを利用しながら、イベン

トで披露しているようですが、いわば他人の衣

装を着て、その踊りを披露しているような状況

です。私は、このチームに今後、オリジナルの

「たるみずソーラン」の踊り、振りつけを制作

した上で、市内や市外、県外のイベント会場で

踊りを披露させる。そのことによって、その子

たちも育ちますし、この垂水市も元気で明るい

という垂水市をＰＲできるのだと思っています。

だから、例えばこのチームに、市としてオリジ

ナルの「たるみずソーラン」を創作した上で提

供するのもいい考えだと思います。垂水のまち

の中で「たるみソーラン」が流れると、まちの

活性化に大きな影響を与えると私は思っていま

す。

　先ほども話しましたように、そうした事業を

民間で独自でやろうとすると、なかなか負担が

多過ぎて、目的を達成できません。どうしても

行政の支援が必要になってきますし、行政の支

援で大きく前進するのではないかと思っていま

す。そのために、これだけじゃなくてですね、

民間がやっている事業に対して、行政という立

場でこれから、今後どのように支援していくの

かについて質問いたします。

〇企画課長（倉岡孝昌）３回目の御質問にお

答えいたします。

　まず、今、垂水市において、垂水高校への支

援の輪が広がり始めており、ＮＰＯの方々の、

先ほどありましたように、よさこいの取り組み

などを通して子供たちのやる気の創出や、商工

会の通り会の皆さんによるたるみずフェスタや、

「エコキャンドルＤＥコンサート」など、生徒

の活躍の場の提供に、民間からサポートとして

御支援いただいておりますことに心から感謝申

― 36  ―



し上げたいと思います。

　８月にまとめました県立垂水高等学校振興支

援計画書においても、垂水高校が地域の人々の

思いときずなをつなぐ存在であることから、地

元を知り、愛する生徒の育成や、生徒一人一人

が輝ける活動の推進、地域に信頼され、期待さ

れる地域の中の学校づくりなどの目標の実現の

ために、市民の皆さんや民間団体の方々の協力

は大変大切であるというふうに考えております。

　また、地域に貢献し、地域に支えられる垂水

高校づくりに向けた民間の方々の活動に対して、

同計画書においては、行政といたしましても、

ホームページや市の広報紙等による情報発信の

啓発、垂水高校への高校生参加促進のお願い、

活動への企画や運営の協力、情報収集や関係団

体への橋渡しなどの取り組みを支援策として提

案させていただいているところでございます。

　今後とも、この地域に貢献し、地域に支えら

れる魅力ある垂水高校づくりは、垂水高校の頑

張りはもちろんのこと、行政、民間団体、市民、

議会の皆さんと一緒に手を取り合って支援して

いくことが大切でありますことから、今後につ

いてもこのような考えのもと、取り組んでまい

りたいと考えております。

〇堀内貴志議員　今話しましたとおり、しっか

り、垂水高校存続のためには行政だけではなく

民間の力も必要になってきます。民間がやって

いる事業に対して、いい事業についてはしっか

りと応援していただきたいと思っております。

　最後に、市長にだけ質問したい事項がありま

す。市長は６月議会で、「垂水高校の存続に係

る動向は、生徒や保護者への負担増、そして地

域の活力に与える影響が大でありますことから、

私は市政の重要課題の１つとして、人と政策と

お金をかけて対処していきたいと考えておりま

す」と話されております。人とは、企画課に人

員を配置して検討委員会が立ち上がりました。

政策とは、これまでの事業、また今後、これか

らやられる事業だと思います。最後のお金、お

金については市長としてどのように、私が聞き

たいのは、民間にどのように支援していただけ

るかということをお聞きしたいところですけれ

ども、その点についてお伺いします。

〇市長（尾脇雅弥）ただいまの御質問にお答

えをいたします。

　先ほど企画課長のほうでも答弁をいたしまし

たように、垂水市では、地域に貢献をして、地

域に支えられる垂水高校づくりを目指して、県

立垂水高等学校振興支援計画書をこの８月に策

定をいたしました。この計画書において提示さ

せていただいた振興支援策の実践に当たっては、

財政的な支援などを待たずとも実践できる内容

もございますが、やはり財政的な措置が必要な

ものも含まれており、伊佐市や南大隅町のよう

に、地元高校の振興に対して財政的な支援に取

り組まれている事例があることも承知をいたし

ております。

　さて、同計画書においては、提示した目標実

現のために財政的な支援措置が必要とされる分

野は多岐にわたっております。現在、同計画書

に掲げた振興策や支援策を実現するために、よ

り細かな具体策の検証作業に入っております。

先ほど御紹介いただいた、よさこいチームの相

乗効果の話も伺っておりますので、御提案いた

だいた内容も含め、この検証の作業を通じて、

今後、それぞれの項目の実現性や効果を確認し、

一方で、市財政との均衡を図りながら、地域に

貢献をし、地域に支えられる垂水高校づくりを

目指して、財政的な支援も取り組んでまいりた

いというふうに考えております。

　以上でございます。

〇堀内貴志議員　ありがとうございました。

　時間、迫っていますけど、１つだけ要望。先

ほど話しましたけど、よさこいのチーム、いい

事業ですので、しっかりと応援していただきた

い。
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〇議長（宮迫泰倫）堀内議員、だめよ。決ま

りです。

〇堀内貴志議員　時間が参ったそうですので。

〇議長（宮迫泰倫）時間じゃないの、５回目

になりますから。４回までです。５回目です。

〇堀内貴志議員　最後の締め、いいですか。

〇議長（宮迫泰倫）いや、もうだめ。

〇堀内貴志議員　だめですか。わかりました。

〇議長（宮迫泰倫）決まりです。

〇堀内貴志議員　ありがとうございました。

〇議長（宮迫泰倫）ここで、暫時休憩します。

　次は、10時45分から再開いたします。

　　　　　午前10時32分休憩

　　　　　午前10時45分開議

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　９番北方貞明議員の質問を許可します。

　　　［北方貞明議員登壇］

〇北山貞明議員　皆さん、おはようございます。

　１つ皆さんにお願いですけれども、質問に入

る前に、私の質問項目、１番目、（１）体育館

使用料をめぐる全額免除、「提示」となってお

るところを、「指示」というふうに訂正してい

ただけないでしょうか。

　それでは、質問に入ります。

　市長の政治倫理について。

　市体育館使用料をめぐる全額免除について質

問をいたします。

　去る７月17日、鹿屋の民間のフットサル（室

内でするミニサッカーのこと）大会の体育館使

用料をめぐる一連の市長の指示について、事実

関係をお尋ねいたします。

　市長はこの日、開会式であいさつをされ、あ

いさつ後、鹿屋の知人と懇談後、体育館の係員

に、この大会は私の指示で体育館使用料は全額

免除しなさいと、その場で言われたそうです。

職員は、そういう規定はないのだけど、市長の

指示ということで、使用料はただという措置を

その場でされたそうです。

　体育館使用料は、市主催や学校関係など、教

育委員会または教育長が認めた範囲で規定があ

ります。社会体育施設の施設及び管理に関する

条例に、管理、第４条「社会体育施設は垂水市

教育委員会が管理する」。使用料の減免、第９

条に「教育委員会が必要と認めたときは、使用

料を免除し、または減免することができる」と

条例で定められております。市長の指示ででき

ることではありません。しかも、事前申請が必

要です。

　後日、私もこの話を聞き、体育館へ行き、こ

のような事実があったかどうか確認しました。

そして、７月28日午前中に社会教育課長に再確

認したところ、事実であり、きょう教育長が留

守で、帰り次第相談し、市長と会って話をする

とのことでした。次の７月29日、使用料が納め

られたと聞いています。

　それでは、市長にお聞きいたします。使用料

全額免除は、鹿屋の知人に頼まれたのか、それ

とも市長みずから全額免除してあげると知人に

言われたのか。

　２番目、金額は幾らなのか。

　３番目、事前申請が必要であるが、なぜこの

ようなことが起こったのか。

　以上、お聞きいたします。

　観光事業について。

　観光事業、しおかぜ街道について。県におい

ては、錦江湾未来総合戦略推進計画に、魅力あ

る観光地づくり事業に取り組み、町並みの整備、

錦江湾岸の景観整備など、景観整備を行ってお

ります。垂水市においては、垂水しおかぜ街道

と位置づけ、牛根ルート、海潟ルート、垂水ルー

ト、新城・柊原ルートの４つに分けて、これま

で、牛根道の駅のボードウォーク、新城宮脇の

宮脇公園整備、海潟漁協のさくら公園、海潟脇

登の海岸護岸遊歩道整備、４カ所に事業費で約
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３億円程度が投入され、垂水市においては大変

ありがたい事業であります。これからも年次ご

とに計画がなされると思いますが、本年度のし

おかぜ街道整備区間はどこか、お聞かせくださ

い。

　また、以前、質問、要望いたしました垂水新

港整備の屋根つきサイクリングステーションは

どのようになっているか、この点もお聞かせく

ださい。

　新城宮脇から柊原方面への整備がおくれてい

るが、おくれている原因は何か、お聞かせくだ

さい。

　修学旅行受け入れについて。

　本年度、既に２校の民泊を受け入れています。

秋にも数校が民泊される予定です。修学旅行生

はことし約3,000人を受け入れますが、垂水市で

の経済効果はどのぐらいあるか、教えてくださ

い。

　また、垂水の豊富な食材を利用した民泊セッ

トづくり、民泊を受ける家庭に広く使っていた

だく考えはないか、お聞かせください。

　環境問題について。

　下水道汚水処理施設についてお尋ねいたしま

す。

　先般、伊藤知事は、２期目最終年度のマニフ

ェスト進捗状況で、パーフェクトに近い合格点

をいただけると考えていると自己評価されてい

ました。一方、マニフェストに掲げた目標値に

達していないものとして、汚水処理人口普及率

80％が目標数値に対し伸びず、伸びが十分でな

かったと反省されています。

　汚水処理施設の普及率は、10年度末で全国平

均86％、鹿児島県は69％です。鹿児島県内で全

国平均普及率を上回っている市町村は６市町村

あり、市では奄美市の91.8％、鹿児島市で90.2

％の２市だけであります。我が垂水市は、今後、

下水道浄化槽施設をどのように考えているのか、

お聞かせください。

　また、浄化槽人口普及率はどの程度か、お聞

かせください。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇社会教育課長（瀬角龍平）それでは、北方

議員の御質問にお答えをいたします。

　これまでの経緯を御説明申し上げます。

　去る７月17日の日曜日に、鹿屋市在住の方の

申し込みで、垂水市体育館において鹿屋市や垂

水市のチームが参加をするフットサル大会がご

ざいました。市長が大会でのあいさつをされた

後、垂水市のチームメンバーから、使用料の免

除ができないか相談があり、それを受けて、体

育館使用料については免除ができないか、日曜

当番勤務の公社職員へ市長から相談がありまし

た。その時点で、公社職員は判断ができず、未

納扱いといたしました。

　その後、市民スポーツ係から私のほうへ連絡

がありましたので、市長室へ伺い、垂水市社会

体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

第７条に照らし合わせ、免除が困難である旨を

申し上げたところ、再度検討できないか、市長

からお話がありました。しかしながら、持ち帰

って検討した結果、今回のケースはどうしても

減免に該当しない旨を説明をし、市長に了解を

していただきました。

　そして、市長から鹿屋市の申請者に直接電話

をしていただき、７月29日、使用者が体育館の

ほうへ来館されて、未納分の体育館の使用料7,

875円を納入をしていただきました。

　以上でございます。

〇商工観光課長（塚田光春）北方議員の御質

問の中で観光事業について、３点ほどございま

すので、順次説明したいと思います。

　まず１番目でございますが、本年度県のほう

で整備していただいております、魅力ある観光

地づくり事業の中の垂水しおかぜ街道の整備区

間について御説明いたします。

　本年度の整備は３カ所ございまして、まず１
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カ所目は、昨年度に引き続き、垂水市漁協隣の

海潟さくら公園から中俣川までの遊歩道の整備

を行います。２カ所目は、垂水市の文化財の１

つになっています牛根麓地区の稲荷の鳥居でご

ざいますが、この鳥居は、大正３年の桜島大爆

発により埋もれ、今でも埋没鳥居としてその姿

を残していることと、この鳥居から見る錦江湾

と桜島の展望は絶景であることから、駐車場、

遊歩道、展望広場、ベンチ等の整備をするもの

でございます。３カ所目は、垂水港の駐輪場は

現在、屋根がないため、通路に駐輪している状

況にあります。そこで、駐輪場の屋根や遊歩道

の整備を行いまして、フェリー駐車場の機能性

を高めるとともに、垂水港をサイクリングやウ

ォーキングの拠点として整備をするものでござ

います。

　次に、新城宮脇から柊原方面への整備につい

てでございますが、宮脇地区は、平成20年度か

ら21年度にかけて、宮脇公園の芝広場やトイレ、

それに護岸を利用した遊歩道の整備をしていた

だきました。その遊歩道の整備についてでござ

いますが、宮脇公園の護岸敷は特に障害物もな

く、遊歩道の整備ができましたが、柊原方面へ

は護岸敷地内に違法建造物があることから、県

の見解では、その建造物の除去をしないことに

は遊歩道の整備はできないというふうに、前課

長から引き継ぎを受けているところでございま

す。

　次に、２点目の県外からの修学旅行生の受け

入れについてお答えいたします。

　修学旅行の受け入れにつきましては、平成21

年度から垂水市漁協の日帰り体験２校を皮切り

に、平成22年度に４校の受け入れの中、初めて、

広島県広島市立の中学校の民泊受け入れ１校を

実施したところでございます。本年度の中・高

等学校受け入れ校数は11校で2,238名を受け入れ

ており、そのうち民泊受け入れ校数は６校で1,

344名のうち、垂水市への民泊受け入れは895名

で、それ以外は鹿屋、桜島等への民泊をしてい

ただいております。

　そこで、お尋ねの経済効果でございますが、

垂水市漁協の日帰り漁業体験は５校で882名、垂

水市への民泊受け入れ数は６校で895名で、その

中でも１泊と２泊がありますので、宿泊数を合

計しますと全部で1,557泊になります。つきまし

ては、それぞれの経済効果を集計しますと、そ

の経済効果は約1,900万円になります。

　次に、３番目の食材の民泊セットについてで

ございますが、これは民泊受け入れ家庭が夕食

に使う食材を市特産品であるカンパチ、ブリ等

を民泊セットとして使えないかという質問でご

ざいますが、民泊が本年度より本格化したこと

もあり、今後、ツーリズムの推進を図るために、

現在、教育旅行における民泊受け入れ家庭を対

象とした民泊部会や民泊受け入れ部会の中での

地区代表者を決めて役員会等を開催する準備を、

今現在進めているところでございます。つきま

しては、この民泊受け入れ部会の中で、食材の

民泊セットの取り扱いや購入等について、今後

協議してまいりたいと思います。

　以上でございます。

〇土木課長（深港　渉）次に、環境問題の垂

水市における汚水処理について、御質問の趣旨

が家庭雑排を含めた汚水処理問題ということで、

いわゆる公共下水道の整備構想について、土木

課のほうでお答えいたします。

　公共下水道につきましては、一般論的には、

都市部などの定住人口密集地においては１戸当

たりの下水道管の長さが短いこととなり、結果

的に１戸当たりの建設費が安く済み、また必然

的に加入者数が多いことから、利用料金が安く

なるなどのメリットがあり、ひいては、環境へ

の効能は大いに果たされていると言われており

ます。一方、地方部におきましては、人口減少

や高齢化などの要因により加入率の向上が図れ

ず、必然的に建設費も高くなり、維持・運営に

― 40  ―



も苦慮されている現実にあるようでございます。

　本市におきましては、御案内のとおり、潮彩

町及び牛根境の限定された地区で下水道事業を

運営していますものの、公共下水道に対する市

民の意識もまだまだ低いと言わざるを得ず、ま

た膨大な建設費の問題もあり、市全体における

整備は非常に厳しいところでございまして、総

合計画などの将来構想にも掲げていないという

ところでございます。

〇生活環境課長（感王寺八郎）浄化槽施設の

整備状況、浄化槽の人口普及率についてお答え

いたします。

　合併浄化槽推進は、生活排水による公共水域

の水質汚濁を防止するために、家庭からの生活

排水の浄化により、河川等の汚染を防止し、生

活環境の保全を図ることから、事業推進を行っ

ております。

　本市では、小型合併処理浄化槽設置整備補助

事業を平成５年度より導入し、普及推進をいた

しております。合併処理浄化槽の普及により、

雑排水の処理を一部では実施しておりますが、

大部分の生活雑排水は未処理のまま排出されて

おります。平成17年度まで、国道拡幅による新

築等で浄化槽の設置は年間150基を超える設置が

なされたところですが、近年は年間100基に満た

ない設置基数となっております。

　現在の設置状況ですが、平成22年度まで合併

処理浄化槽は2,340基の設置で、し尿だけの単独

処理浄化槽が2,930基、くみ取りが2,237世帯と

なっており、平成22年度末におけます汚水処理

人口普及率は45.5％となっております。

　以上でございます。

〇北方貞明議員　２回目の質問を一問一答でお

願いいたします。

　市長、今回のこの仕儀ですよ、大変遺憾に私

は思っております。まさにこれは市長の権力に

まかせた勝手な振る舞いではないかと私は思っ

ております。この問題は市長のおごりから出た

ものではないかと、そのように私は考えており

ます。

　というのも、３月議会で同僚議員から、市長

の議員時代の監査委員としての出席率50％とい

う問題、また、毎年ではないですけれども、シー

カヤック大会を行っておりました。１回だけで

すかね。そして、ことしは教育委員会では中止

の方向へ傾いておったそうです。それが、市長

は教育委員会に対して、やらないかと、またこ

こでも教育委員会に指示されておるようです。

大変疑問に思うところであります。

　市長が法令、条例に従っておれば、今回この

ような、私も質問はしておりません。市長みず

からが地方公務員法違反を犯そうとしているの

ではないでしょうか。市の全体の利益の実現を

目指す行動ではなく、１個人、１団体に便宜を

図った大変重大な問題であると私は思っており

ます。市長、このことを説明し、間違いを謝罪

する姿勢を示していただきたい。

　２つ目の質問といたしまして、今回のことは

教育委員会の権限を超えた行動と思われます。

反省しておられるのか、その点を伺いたい。垂

水市に損害を与えたと思っておられるか、２点

目。

　先ほど課長から答弁がありましたように、こ

の問題を再度検討できないか、何とかならない

か、そう言われた真意はどこにあるのか、お聞

かせください。

　次に、教育長にお尋ねいたしますが、この問

題を教育長はどのように考えておられるか、お

聞かせください。

　また、28日に市長にどのような内容を進言さ

れたか、その点を２回目の質問といたします。

〇市長（尾脇雅弥）北方議員の御質問にお答

えをいたします。

　事実関係に関しましては、先ほど担当課長よ

り答弁があったとおりでございます。鹿屋市在

住の方より、垂水で開催をし、今後盛り上げて
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いきたいという大変ありがたい御提案がありま

したので、開会式に呼んでいただきましてごあ

いさつをさせていただきました。

　その後、垂水市チームのメンバーの方より、

「尾脇市長」と、「我々も参加をいたしますし」

と、また、１回目ということで運営費も厳しい

ため、減免をしていただきたいという旨の依頼

がありました。そこで、管理室に伺い、対応の

職員に対して事情を説明し、電気使用料以外の

体育館使用料に対してお願いをしたところでご

ざいます。

　ただし、結果として、先ほど課長の説明のと

おり、減免対象にできないことを確認をして、

後日、申請者に対し、使用料の7,875円の支払い

をお願いをしたところでございます。

〇教育長（肥後昌幸）この件につきましては、

先ほど社会教育課長が申したとおりでございま

す。

　私が出張中でございましたので、こういうこ

とがありましたということで相談がございまし

た。そのときに、使用料の減免につきまして、

第７条には（３）に「その他教育委員会が適当

と認めた場合は、減額または免除することがで

きる」というふうになっております。というこ

と、これを見ると、市長のこれはできないだろ

うということで、市長には、私はこのことを市

長は御存じなかったんだろうというふうに判断

いたしまして、再度このことを、これは教育委

員会であって、市長ではなくてということで、

そのように申し上げました。

　以上でございます。

〇北方貞明議員　１つだけ答えていないんです

けど、何とかならないかと言われた真意がわか

らない。

〇市長（尾脇雅弥）さっきお話をしましたと

おり、大体10チームぐらいですかね、集まって

やるということで、初めてそういった御提案が

ありまして、10チームですと、10人ぐらいです

と100名ぐらいが集まってということで、経済的

な効果もひっくるめて非常にありがたい提案で

あると。そういったことに対して、何か対応で

きるような項目はないかということで、もう一

回検討してくれということでお願いをしたとい

うことでございます。

〇北方貞明議員　教育長も、知らなかった、市

長は知らなかった、そのようなお答えをもらい

ましたけど、おかしいんじゃないかと私は思う

んです。なぜかといえば、法令遵守ということ

がありますよね。そして、職員は市役所に入庁

したとき、市長に宣誓書を提出すると思います。

ことしも恐らく数名の方が入庁されたから、市

長の前で宣誓書を提出されたと思います。職員

は、宣誓書を提出しなければ職務につくことは

できません。ここにおられる皆さん方もすべて

宣誓書を提出して、今、職務に励んでおられる

と思います。

　ということは、地方公務員法で服務の宣誓と

いう項目があり、それを先ほど言いましたよう

に、市長に提出してからやりますよね。その職

員は、法令及び上司の職務の命令に従う義務と

いう項目に、第32条「職員は、その職務を遂行

するに当たり、法令、条例、地方公共団体の規

則及び地方公共団体の機関に定める規定に従っ

て、かつ上司の職務上の命令に忠実に従わなけ

ればならない」、このように誓っておられるわ

けです。そして、信用失墜行為の禁止、第33条

に「職員は、その職の信用を傷つけ、また職全

体の不名誉になるような行為をしてはならない」。

ということは、してはならない行為をした場合

は、市長は、職員に対して公務員法違反として

処分を決定される立場にあります。

　今回は、そういう処分をされる側におりなが

ら、このような過ちをしたということは、大変

私は重大な問題だと思っております。その辺は

どのようにお感じなのか、お聞かせください。

〇市長（尾脇雅弥）経緯に関しては先ほど申
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し上げたとおりでございまして、善意でですね、

垂水市を盛り上げるために、体育館を利用して

いただいたこと、また本市の参加者からの相談

もあったことなどを総合的に考慮して対処した

わけですけれども、結果として、私の認識が足

りなかったと、違っていたということで、結果

的に関係者に御迷惑をおかけしたということは

事実でございますので、そのことは率直におわ

びを申し上げたいと思います。

　ただ、結果として、この7,875円ということの

お支払いをお願いして、支払いもしていただい

ておりますし、この質問のタイトルにあります

けれども、政治倫理云々という話には当たらな

いというふうに私は考えております。（発言す

る者あり）今の説明のとおりでございます。

〇北方貞明議員　知らなかった、認識が甘かっ

た、それで本当にいいものだろうかと、やはり

市長職たる者は、先ほども言いましたように、

職員から宣誓書まで取られるわけですから、自

分のことも十分勉強していただきたいと思って

おります。

　それで、尾脇市長は、前市長の継承というこ

とでうたっておられます。この七千幾らですけ

ど、金額としては。免除じゃなくして、前の市

長であれば、どんどん来てくださいと、そして

市に潤うような施策をとられたと思います。私

はそう思っています。１回でなく、２回、３回

来て、垂水市のほうにお金を落としてください

と、そういうのを前市長はやられたと思います。

　それで、尾脇市長も施政方針では、みずから

トップセールスで頑張ると言うておられますか

ら、これの問題とはちょっとギャップがあるん

じゃないかと思っておるところです。だから、

トップセールスをされるんだったら、今度はそ

の鹿屋の方に、もう一回、何回でも使ってくれ

と言うていただきたい。ということは、体育館

使用は、地元の人が使うよりも、外部から来れ

ば1.5倍の収益があるわけですから、その辺を考

えたら、やはり呼び込むのがいいんじゃないで

しょうかと思いますが。

　それでは最後に、その知人との関係、その方

の身分はどういう方か、公職があれば教えてい

ただきたい。

〇市長（尾脇雅弥）その方は私の知人であり

ますので、公職関係は本人のプライベートにか

かわりますので、答弁は差し控えたいというふ

うに思っております。

〇北方貞明議員　わかりました。

　そうしたら、観光事業について質問いたしま

す。

　本年は３カ所されるということで、大変あり

がたいなと思っております。また、駐輪場もで

きるということを聞いて、よかったなと思って

いるところです。

　先ほど答えがありましたように、柊原―宮脇

間は違法建造物があるということですけれども、

先ほども説明がありましたように、その違法建

造物があれば県のほうも事業を進めるわけには

いかないと聞いております。そういうことで、

関係課で調査が必要と思いますが、どのような

対策を今後とられるか。

　そして、これ、違法建造物、建物というのは、

土木課関係じゃなくして、またあるいはそれに

もし課税されているようであれば、またそれな

りの課の対応も必要と思います。そういう違法

物の検討はどこかが中心になって対応していか

なくてはならないと思うんですが、市長はそれ

をどこに指示されるか、ちょっとお聞かせくだ

さい。

〇市長（尾脇雅弥）通告がございませんでし

たけれども、お答えをいたします。

　総合的に勘案して、土木課になるんだろうと

いうふうに思っております。

〇北方貞明議員　市長の答弁の答えは、すぐ総

合的に勘案ということで、僕はその意味がちょ

っとなかなかつかめないところです。先ほど言
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いましたように、違法建造物があれば、当然各

課に指示して、その対応を迫らないかんと思う

んですけれども、柊原方面がそういう違法建物

があるというのは、市長も議員時代にこれは認

識されておるんじゃないですか、多分私はそう

思うんですけれども。市長になられてから、そ

ういうのを認識されたら指示はされなかったの

かと、それがちょっと気にかかるところです。

　それから、整備されたその後ですね、管理は

どうされるのか。観光課はつくりますけれども、

つくったところは護岸面を、護岸、海岸になれ

ば恐らく土木課、水産課の管理になると思いま

す。さくら公園にしても。そして先ほど、こと

し牛根のほうをやるということは、ここには文

化財的なところもあります。磨崖仏とか、そう

いうようなお墓の跡とか、歴史的なお墓の跡と

か、そういうところはどうしても教育委員会の

管轄になると思いますけど、このしおかぜ街道

をつくるに当たり、そういう関係機関で今後ど

のようにされていくか、既に中心となられる観

光課ではそういう話はできておるか、お聞かせ

ください。

〇商工観光課長（塚田光春）観光課のほうで

は、県の観光事業ということで、その事業の中

で段取り関係はやっていくんですけれども、後々

の管理となりますと、観光課ではその所管が違

う関係でできませんで、これにつきましては、

護岸もそれぞれ、建設海岸だとか港湾海岸だと

か漁港海岸だとかいろいろ、37キロ、いろいろ

点在しております。ですので、建設海岸、港湾

海岸については土木課のほうへ、それから漁港

海岸のほうについては水産課のほうに、今後の

こういった仕様の建造物ですね、建造物とか、

後々の維持管理だとか、そういったことをお願

いしている状況でございます。

〇北方貞明議員　わかりました。

　管理は、財政とかいろんなもので問題になろ

うかと思います。海潟の脇登のあの遊歩道です

けれども、皆さんもよく言います「だちっ」、

正式な名前は知りませんけど、垂水でよく言う

「だちっが伸びた」とか、あの「だちっ」です

よね。あれが「だちっ」が１年間にもう２～３

メートル伸びるわけです。それで、１回は除去

されたようですけど、すぐその後、また２～３

メートル覆いかぶさっております。そして、土

木課も大変なことだと私は思っております。や

れどもやれども雑草が伸びて、管理に困る。土

木課だけじゃなくして、先ほども言いましたよ

うな、今後、教育委員会の文化財のところでも

恐らくそうなると思います。

　そこで、地域の皆さんと協力して、地域の方々

にやっていただく、ただし、それはただのボラ

ンティアじゃなくして、やはりある程度の経費

を見てやっていただくような、指定管理的なそ

ういう経営はできないものか。これは市長はお

答えいただけるかな。だれでもいいですけれど

も。

　そういうふうに、地域の方が一番日常を把握

しておるわけですから、ああ伸びたな、もう刈

らんないかんなというのを。私はあるところを

刈っておるわけなんですけれども、年間４回刈

ります。それぐらいは必要だと思います。４月、

６月、８月と、この３カ月が一番伸びるわけで

すけれども、あとの１回は冬場に刈るわけです

けれども、やはり観光地を目指す垂水であれば、

やはりそれぐらいの手を加えたら、また、来る

人も、大変きれいに整備されておれば気持ちも

いいもんです。そういうことで、そういう指定

管理的な制度はできないものか。ひとるその辺

を、だれでもいいですけど、御回答をいただき

たい。

〇土木課長（深港　渉）整備の方針といいま

すか、市道等に係る、そのことについてお答え

いたしますけれども、先ほど護岸の管理という

形の中で、延長的に一番長いということもあり、

市長のほうから土木課で管理していく必要があ
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るようなことを言われましたので、ちょっと触

れますけれども、今回のしおかぜ街道の整備区

間、これに関連しまして、当然、御指摘の違法

構造物ということがございまして、その考え方

について一部ちょっと述べさせていただきます。

　当然、この事業におきましては、御案内のと

おり、しおかぜ街道、この構想によりまして、

施工については県の観光課のほうでやっていた

だいているわけでございますけれども、もとよ

り、この本事業を推進するに当たり、先ほども

観光課長のほうからありましたとおり、御指摘

のこの違法建造物の認識というのは把握されて

いるところではございます。

　当然、今まで実際の占用というのは、それぞ

れの県の所管課において許可を取るということ

になっておりますけれども、そのほとんどがな

されていないということもありますけれども、

その１つの理由が、何らかの事業を導入して、

その用地の確保が必要であるというような方針

がある場合に限るとか、あるいは日常の維持管

理のほうに支障がないことということで、画一

的な排除指導等は行いがたいとされているとこ

ろでございます。

　一方、地籍調査事業におきましては、先ほど

も触れましたように、無許可で占用している構

造物、これ等の認識も含めまして、そのほとん

どが民有地の方には、護岸敷地の範囲でありま

すとかあるいは境界についても承諾をいただい

ておりまして、幸いにといいますか、今回のし

おかぜ街道の中で、この必要な事業用地の確保

については指導がしやすいと考えているところ

でございまして、ましてや、事業用地に直接関

係ないというような不法占用物に関しましても、

公平性という観点からも、その排除等について

御理解いただけるよう指導してまいりたいと考

えているところでございます。

　それから次に、管理のほうもちょっと出まし

たので、あわせてお答えしますけれども、先ほ

ど観光課長のほうからありましたとおり、それ

ぞれの件にならいましての管理区間というのが

ございますので、これも一括して私のほうでお

答えいたしますけれども、内容につきましては、

このしおかぜ街道で、そのもので整備されたも

のを、構築物あるいは舗装でありますとか、そ

ういう管理については、協定書あるいは協議に

よりまして、市のほうで管理するという扱いに

なってございます。しかしながら、構造されま

した施設そのものの所有権というのは、県に帰

属していくということになっております。

　それから、最後の本来の質問でございますけ

れども、市道等の整備における民間の活用とい

う問題でございますけれども、これに関連しま

して、今現在、県のほうでは、特に河川等の管

理につきまして、付近の地区住民と一体となっ

て、例えば地区住民には土手等の草払いを、刈

り払いを主にやっていただくと、それにあわせ

て河床の中の重機まで入れたような整備を一体

となってやっていきたいというような方向、事

業も取り入れられているところでございます。

　また、市道のそのような問題につきましては、

以前にも本議会のほうでも議員から御提案があ

りまして、実際のところ、制度でありますとか、

そういうのは構築していないものの、現在では、

少なくとも民間のボランティア的にやっていた

だく方には燃料等の補助は積極的に行っている

ところでございますので、将来的には維持管理

も、河川あるいは市道につきましても、非常に

管理延長が長いこともございますので、今御提

案のようなお力をかりて、なおかつ、そこに支

援していくという方策はぜひ検討しなければな

らないと考えているところでございます。

　以上でございます。

〇北方貞明議員　土木課長、ありがとうござい

ました。

　それでは最後に、環境問題に移らせていただ

きます。
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　先ほど土木課長から、下水道は都会といいま

すか、密集しているところだったら、工事費は

安価で済むという形でメリットがあるけれども、

地方、我が垂水、田舎と言ったら失礼ですが、

地方では工事費、配管等は延長するから、メリ

ットはないというふうな内容だったと私は思っ

ております。そうなれば、もう土木課としては

下水道というのはやらないというふうに受け取

ってよろしいんでしょうかね。

　そうなれば、どうしても合併槽と、そういう

形になってくるわけですけれども、我が垂水市

は農業、そして水産、水産については本当に基

幹産業であります。海を汚すのは我々市民とし

て大変心を痛めるわけですけれども、そういう

川から海をきれいにするには、どうしても合併

槽というのを中心にこれからは考えいかなくて

はならないのかなと、私自身も思っております。

　そこで、我が垂水市では、県の平均にも遠く

及ばなかった数字であります。45.5％。なぜこ

んなに低いのかと、ある県の方に、新聞の記事

でですけどね、聞いたところ、我がところには

垂水というのは載っていなかったんですけれど

も、高いところ、全国平均を超えるところ、そ

れでかなり低いところ、鹿児島県でも一番下が

19.5％とかそういうのは、30％未満のところは

かなりあるんですよ。こういうところは何でこ

んな低いんですかねと県の方に聞いたら、ちょ

っと慌てて、低いところは政争の町ですよと言

われたのが僕にはちょっと痛かったわけですけ

れども、そういうことで、それは別において、

この普及率を今後どんどん上げていくにはどの

ような方策をとられるのか、教えてください。

〇生活環境課長（感王寺八郎）それでは、合

併処理浄化槽の推進につきましてでございます

が、本市は、錦江湾を目の前に、ほとんどの排

水が河川を通じ錦江湾に排出されております。

本市は、先ほどもありましたとおり、ブリ、カ

ンパチ等を初めとする水産業も盛んに行われて

おります。今後も下水道集落処理施設の新たな

設置は困難なことから、合併処理浄化槽の設置

の促進を図り、さらに、し尿処理だけ処理して

いる単独処理浄化槽を設置している家庭及び事

業所については、生活雑排水の処理を高める上

からも、個別の状況を勘案し、特に機能低下等

の単独処理浄化槽は、生活環境の保全、水質汚

濁の低減のために合併処理浄化槽への切りかえ

を促進し、住宅環境の改善を図り、清潔で衛生

的な生活環境の実現のために小型合併処理浄化

槽設置整備の推進を行ってまいりたいというふ

うに考えております。

　以上でございます。

〇北方貞明議員　ありがとうございます。

　これから先は、もちろん家を建てられるとき

は合併浄化槽と思います、新設の場合は。そう

いうことで、いろいろと補助率を上げていただ

いて、今後も検討していただければと私は思っ

ておるところです。

　私はせんだって、８月５日、地域の水環境を

守るという研修会に行ってきました。我が垂水

市から議員が持留議員、そして堀添議員、この

３名で研修してきたわけですけど、その中で、

浄化槽市町村整備推進事業ということで、今こ

こにパンフレットをいただいてきておるわけな

んですけれども、この制度は、市町村が設置主

体となって、浄化槽を面的に広く整備して、維

持管理まで実施する事業ということであります。

そして、浄化槽市町村整備推進事業、市町村設

置型というこれを取り入れますと、５人槽が、

このカタログ上では約84万円に今なっているん

ですけれども、これはいろいろな条件によって

若干違いますと思います。その中で、国の補助

がそのうちの３分の１、84万円で言いますから

ね、そして27万9,000円の補助。下水道事業債、

元利償還50％相当は交付税で後ほど措置する、

それが30分の17ということで47万4,000円。そし

て、設置する設置者は10分の１、８万4,000円と
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なります。そして、これにまた設計費用等が加

わるそうですけれども、こういう制度を前向き

に考えていってほしいんですけど、その辺のこ

とをちょっと教えてください。

〇生活環境課長（感王寺八郎）浄化槽市町村

整備推進事業の中で、市町村設置型ということ

で今あったわけですけれども、利点としまして

は、先ほど議員のほうからもありましたとおり、

国的な行政のサービスの提供というのが可能で

あるということでございますけれども、それと

個人負担が少ないということでございますが、

一方、市町村のほうの課題ということで考えま

すと、個人設置に比べまして市町村の負担が多

くなるということがございます。ちなみに言い

ますと、県のほうの補助金は少なくなるわけで

すけれども、市町村のほうにつきましては、起

債のほかに単年度で23万2,000円の金額の負担が

かかる。現在でいきますと11万2,000円というこ

とでございまして、100基しますと、約12万円ぐ

らいの１基当たりの単価が上がるということで

ございまして、現在のところ本市につきまして

は、検討はしておりますけれども、非常に困難

な状況にあるんじゃないかなというふうに担当

課では考えているところです。

　また、今後につきましても、現在の実施して

いるところを言いますと、薩摩川内市、曽於市、

長島町、三島村、龍郷町、知名町の６市町村が

実施しておりますけれども、これらについて、

実際どのような形で実施をされているのか。ま

た、あと事務的な問題が発生してきます。これ

につきましては、市町村型ということで市町村

が全部管理までするということになっている関

係で、負担金を取らなければいけない。負担金

徴収条例も発生してきますし、今後につきまし

て非常に事務的なものが課せられてくるという

ものもございます。ですから、単に補助率、市

民の方々が非常に安価でできるという問題もあ

りますけれども、現在の行革をする中では、こ

の市町村型については、今後また検討をしてい

かなければいけない事項というふうに考えてお

ります。

　以上でございます。

〇北方貞明議員　検討ということで、ありがと

うございます。

　土木課のほうの下水道整備がちょっと難しい

こととなれば、やはりこういう事業を取り入れ

て、市町村の負担は大きいかもしれませんけど、

やはり我が垂水市、基幹産業である漁業、そし

て錦江湾をきれいにするということであれば、

やはりこういうのは先ほども言ったように、あ

る事業は見直したわけですから、こういう新た

な事業を積極的に取り入れていただければいい

んじゃないかと思いますけれども、そういうこ

とでよろしくお願いいたします。

　これで、質問を終わります。ありがとうござ

いました。

〇議長（宮迫泰倫）次に、７番田平輝也議員

の質問を許可します。

　　　［田平輝也議員登壇］

〇田平輝也議員　皆さん、御苦労さまでござい

ます。昼前になってきましたので早く終わりた

いと思います。

　私どもの日本では、３月11日の東日本の大震

災、原子力発電所の事故、そして台風12号など

で大きな被害が発生しております。お亡くなり

になられました多くの方々の御冥福と一日でも

早く復興ができますことを心より祈願しており

ます。あわせて、今後、震災や台風、豪雨など

で災害のないことを願っております。

　それでは、議長のお許しをいただきましたの

で、さきの通告に従い、一般質問させていただ

きます。

　まず、南中学校跡地利用についてでございま

すが、新城宮脇公園が整備され、今、県外など

の車がとまり、アコウの木の下などで休憩をさ

れている人や写真を撮ったりしている人たちを
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よく見かけます。また、夕方になりますと、地

区の方々が夕涼みをされ、散歩などされておら

れる人たちが多く見られるようになりました。

　県で公園の整備がされて、南中学校跡地に物

販施設を中心にいろいろと計画がされ、そして、

校区民にもいろいろと何回か説明がありました。

校区の方々が集まりますと、中学校跡地はどう

なっているのかと、よく聞かれます。今回、全

員協議会で私どもには説明がありましたが、校

区民の方々に経過を報告すべきではと思ってお

ります。まず、これまでの経過をお伺いいたし

ます。

　次に、バイオマス事業についてですが、今、

福島原子力発電所の事故により、日本全国で原

発依存から自然エネルギーの導入などが非常に

言われております。垂水市では、企業が昨年ま

で大野原でバイオマスの実験をされておりまし

た。そして、それなりの成果があったと思って

おります。

　今回の原子力発電所の事故により、今後はバ

イオマス実験などが以前より見直しをされるの

ではと考えております。全国の中では、また県

内でバイオマス事業を活用されているところな

どはあるのか、それらの内容などをまずお伺い

いたします。

　次に、空き家対策についてですが、本市は、

以前から空き家バンク制度により、それなりに

すばらしい実績を上げていらっしゃいます。現

在までの推移と登録されている内容、貸し家、

売り家などをお伺いいたします。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇副市長（寺地浩一）それでは、田平議員御

質問の垂水南中学校跡地利用に関します、これ

までの経過についてお答えをいたします。

　議員御指摘のように、物産館の計画につきま

しては、平成20年12月から平成21年３月までの

間に宮脇公園周辺整備検討委員会を開催をいた

しまして、地元の皆様方の意見をお伺いをし、

生産物直売所、飲食施設、駐車場などをつくる

ということにいたしまして、今年度、農山漁村

活性化プロジェクト支援交付金事業、これは国

の事業でございますが、この補助金と起債を財

源にして、事業を実施するということで計画を

進めてまいりました。

　そのような中、先ほどもございましたけれど

も、鹿屋市の事業者より、垂水南中学校跡地に

特別養護老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅、診

療所、物産館、レストラン、それからあとグラ

ウンドゴルフなどができる広場などを設置した

いので、その南中学校の跡地を譲渡してもらい

たいという御提案がございました。

　そこで、その提案に対する方向性につきまし

て経営会議に諮りまして、物産館、レストラン

に加えて、医療介護施設でありますとか、地域

の住民の皆様方が憩える広場が設置をされると

いうことで、またあと、跡地全体を活用すると

いう御提案でございましたので、よい提案であ

るので、相手方と提案内容に関する交渉などを

行いまして、その結果、条件が合えば受け入れ

る方向で進めていくということといたしました。

また、庁内にプロジェクトチームを設置をいた

しまして、課題の確認・検証とか、相手方との

交渉などを進めていくということといたしまし

た。相手方との譲渡にかかわる条件面の交渉で

ございますが、電話交渉も含めまして、８月22

日までに７回実施をいたしました。

　その一方で、市として今年度に実施予定であ

った農山漁村活性化プロジェクト事業を活用し

た物産館等の建設につきましては、補助申請の

事務手続でありますとか、工期との兼ね合いで、

６月末までに事業をやるのかどうかということ

を判断する必要がございました。そこで、プロ

ジェクトチーム会議でありますとか、経営会議

で検討いたしました結果、民間の力で物産館等

が建設されるということでありますれば、市と

しては、施設の建設や維持の費用、また後々の
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運営上のリスクを負うことがないといったこと

などメリットが大きいということで、市として

の物産館等建設の計画は中止ということを決定

をいたしまして、事業計画は取り下げを申請を

いたしました。

　相手方との交渉の経過に戻りますけれども、

６回目の交渉、７月21日でございますが、この

日に相手方のほうから最終の条件が示されまし

た。その条件というのが、市として考える条件

と大きく隔たっていたということでございまし

て、その後、またプロジェクトチーム会議や経

営会議でいろいろと検討を加えて、その末に、

８月22日の経営会議におきまして、相手方から

示された条件での南中学校跡地の譲渡はできな

いということを決定をいたしまして、その日に

相手方にこの旨を伝えまして、相手方もこれを

了承したということでございます。

　以上でございます。

〇農林課長（森下利行）田平議員の自然エネ

ルギーの活用についての御質問にお答えいたし

ます。

　自然エネルギーとしてのバイオマスの活用は、

バイオ燃料として鹿児島県でも利用されており

ます。平成21年度の農林水産省の調査では、バ

イオ燃料としては、薩摩川内市の川内酒造協同

組合で焼酎かすを使ったバイオエタノール、同

じく薩摩川内市の山元酒造では焼酎かすを使っ

たバイオガス、霧島市の国分隼人衛生公社では

植物性廃食油を使ったバイオディーゼル燃料を

活用しております。また、肝付町のきもつき木

材高次加工センター、鹿児島市の鹿児島県リサ

イクル株式会社、奄美市の富国製糖では、木く

ずや廃材を木質燃料としてボイラーやボイラー

発電に活用されております。

　以上でございます。

〇企画課長（倉岡孝昌）空き家対策について

の御質問にお答えいたします。

　まず、空き家バンク制度についてでございま

すが、この制度は、垂水市における空き家の有

効活用を通して、垂水市民と都市住民の交流拡

大及び定住促進による地域の活性化を図ること

を目的に、平成17年12月から施行しております。

　市外からの移住実績は、平成17年度が２世帯

４人、平成18年度が12世帯41人、平成19年度が

17世帯35人、平成20年度が９世帯21人、平成21

年度が４世帯11人、平成22年度が３世帯６人と

なっており、合計47世帯118人の方々が市外から

本市へ移住されてきた実績がございます。

　次に、空き家バンクに登録されている内容で

ございますが、制度開始から現在まで、売却物

件及び賃貸物件が合計で延べ173件ございまして、

本年９月１日時点では、売却物件19件、賃貸物

件６件の計25件の状況になっているところでご

ざいます。

　登録されている物件情報につきましては、本

市ホームページ内に「たるみず暮らし」という

特設ページを設けているほかに、各種移住関連

サイトに「たるみず暮らし」のサイトのリンク

を張るなどし、全国区に向け、情報発信を行っ

ているところでございます。

〇田平輝也議員　それでは、一問一答でお願い

いたします。

　先ほど、中学校跡地につきましては経過をお

聞きしました。

　以前、アンケート調査などで要望が多かった

のは、物販施設、そしてレストラン、介護施設

関係などが多かったと思っております。３月議

会の質問での回答で、鹿屋のクリニックの院長

から介護施設関係や物販館などを開設したいと

の要望書が来ているとのことで、市も、そして

また市民も大いに期待していたところかと思っ

ております。そして、６月議会でも感王寺議員

の質問に対しまして、同じ回答でありました。

校区の方々は、物販施設や介護関係施設と聞い

て喜んでおられる方々も多くおられました。

　今回、進出予定だった風の村クリニックが進
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出されないと聞きましたが、できるなら、市内

の介護関係の方々が、別館として一部でも利用

してくださるのがよいのではないかという意見

などもあります。そのような話などを含めまし

て、市内の先生方などと検討されたことはない

のか。また、別には何かいろいろあるのか、お

伺いいたします。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）市内の介護関

係者への問い合わせにつきましての御質問にお

答えいたします。

　介護関係者への問い合わせにつきましては、

特にいたしておりません。ただ、南部地区にお

いて、地域密着型介護施設の要望は上がってお

るようでございます。今後、市内のバランスや

状況等を見ながら、対応していきたいというふ

うに考えております。

　以上でございます。

〇田平輝也議員　今、先ほど、地元の市内の介

護関係の先生方とは全く話をしていないという

ことでしたが、校区民の要望があるのですから、

まずそういう話を当初からすべきではなかった

かと思っております。今回、何かまた要請が来

ているということであります。今後、今まで校

区民に説明されてきた物販施設ですか、など、

当初に戻り、また計画をし直しされるのか。今

後は民間企業などへの発信、アピールも必要で

はないかと私は考えております。

　当初の計画では、現在の校舎を利用すれば国

などから多くの補助金もあるとのことでござい

ましたが、その補助金などは現在もそのまま変

わらないのか、そこをお聞きいたします。

〇商工観光課長（塚田光春）再度、物販館施

設の計画は考えられないかという質問でござい

ますが、これまで物販施設に携わった所管課と

してお答えをしたいと思います。

　物販施設等の整備につきましては、先ほど副

市長のほうからも説明がありましたとおり、本

年度、国の補助事業の農山漁村活性化プロジェ

クト支援交付金事業及び起債によりまして実施

する予定でしたが、介護老人福祉施設の整備計

画が浮上してきたことから、垂水南中跡地利用

対策プロジェクト会議により検討を重ねてきま

した結果、老人福祉施設計画を推進することに

決まりまして、農山漁村活性化プロジェクト支

援交付金事業の管轄であります九州農政局に事

業の取り下げをお願いしたところでございます。

したがいまして、今後、物産館を実施するとな

りますと、まずは財源確保等の問題があります

ので、新たな補助事業の確保が必要になると思

われます。

　また、今回は、民間が介護施設と物産館を同

時につくってくれるというすばらしい提案でご

ざいましたので、この案に賛同し、交渉を進め

てきたわけですが、今後の計画につきましては、

学校敷地は広いことから、物産館等の建設だけ

でなく、ほかに複合的な施設はできないか、再

度、中学校跡地利活用調査研究会議等の意見を

踏まえまして、検討してまいりたいというふう

に思います。

　次に、廃校を利用した場合、補助率などは現

在も変わらないのかという質問にお答えいたし

ます。

　今回の農山漁村活性化プロジェクト支援交付

金の補助事業は現在もありますが、やはり補助

率も変わりませんが、交付金額が全体的に縮小

傾向にあることから、事業採択は厳しい状況に

なると思いますが、今後、事業実施に向けて努

力してまいりたいというふうに思っております。

　以上でございます。

〇田平輝也議員　それでは４回目、要望してお

きます。

　先ほどの回答で、補助金なども以前に比べて、

また交付金ですか、非常に厳しい状況になって

いるということでございます。今後、跡地の利

活用については、ただ市が考えている民間企業

などが来るのを待っているのだけではなく、い
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ろんな民間企業などへの発信、アピールをもう

ちょっとしていくべきではないかと私は思いま

す。そして、少しでも市の考えている条件に合

う民間企業などに来ていただくことも、１つの

方法ではと考えます。今後、協和、牛根中学校

を含めまして、いろいろと検討されるよう要望

いたしたいと思います。

　次に、バイオマス関係でございますが、バイ

オマスの利活用として当初の計画、いろいろ書

類を見ましたけど、バイオマス発電などがあり

ました。いろいろとコストの問題などがありま

して一応撤退しましたけれども、原発事故後、

これらの事業は今後さらに見直しされてくるの

ではと思っております。実験をされた企業を含

め、今後、垂水での実験、進出など考えはない

のか。また、実験や施設に対して国などの補助

金などはどうなのか、まずお伺いいたします。

〇農林課長（森下利行）田平議員の２回目の

御質問にお答えいたします。

　本市でも、平成18年度より３年間、ＮＥＤＯ

の地域バイオマス熱利用フィールドテスト事業

に取り組み、豚のふん尿を利用したバイオガス

による発電等をテストし、良好な結果を得るこ

とを検証させていただきました。テストプラン

トは小規模であり、採算性が難しかったことな

どから、平成21年12月に解体したところであり

ます。その後、検証の結果を生かしながら、平

成21年度よりバイオマスタウン構想の策定に入

り、農林水産省の結果を得て、平成23年４月に

垂水市バイオマスタウン構想として公表したと

ころです。

　バイオマスを初めとしたバイオ燃料の活用に

つきましては、タウン構想策定の折にも検討し

ておりますが、当時の時流では、原子力発電に

よる安価なエネルギーの確保が国の施策であり、

残念ながら、バイオ燃料等の自然エネルギーは

採算性が難しいと判断され、単体での事業化は

厳しい状況でした。しかしながら、風力発電や

太陽光発電などの自然エネルギーを中心として、

原子力にかわる新たなエネルギーの確保が緊急

の課題として浮上しておりますので、以前実施

したテスト事業のようなプラントでのバイオガ

スを使用した発電は非効率的であり、現実は難

しいと思われますが、効率のよい新たな装置の

開発や副産物の処理の問題解決等が図られ、新

たな補助制度や施策が実行されるような動きが

あれば、市としましても、これまでの経験を生

かして、タウン構想を軸として検討することも

可能かと思われます。

　以上でございます。

〇田平輝也議員　それでは、３回目に入ります。

　今、国は脱原発を進め、今後、自然エネルギー

を非常に推進しております。市内の家庭でも、

先ほどちょっと出ましたけれども、太陽光発電

をされておられるところがありますが、垂水も

この市役所に太陽光発電を設置してはと考えて

おります。というのは、以前、別の研修で県外

のある町に行きましたところ、そこの役所は太

陽光発電を設置されて、町の全体の電気を賄っ

ておられました。県内市町村の中ではそのよう

なところが既にあるのか。なければ、垂水市が

モデルとして発信してほしいと思います。それ

により、桜島の降灰に悩まされている私どもの

まちとしてのイメージを払拭し、逆に、太陽光

発電で電気を賄えるまちとしてのイメージアッ

プが期待できるのではと思っているところでご

ざいます。ぜひ検討していただきたいと思いま

す。

　今、これらの太陽光発電に対しましては国な

どからも補助があると思いますが、また、既に

県内でも補助制度をしているところもあるよう

ですが、本市からの補助制度など、今後、市長

のお考えもあわせてお伺いいたします。

　以上でお願いします。

〇企画課長（倉岡孝昌）自然エネルギーの活

用についての３回目の御質問にお答えいたしま
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す。

　自然エネルギーの活用に関心が高まる中、各

家庭や事業所への太陽光発電設備の普及は、技

術の進歩や普及が進むことでの設置費用の低減、

国、自治体の助成制度の充実など追い風にあり、

今後進んでいくものと思われます。

　一般住宅を例にとりますと、現在の助成制度

として、国の設備設置に対する出力１キロワッ

ト当たりの補助制度と余剰電力の買い取り制度

がございます。また、県内の自治体においても、

鹿児島市を初め、設置費用に対する独自の補助

制度を創設させるところもございます。太陽光

発電の設置については、一般住宅を例に、当初

の設置費用は、国の補助金等と電気代の削減分、

売電収入により、10年から20年で元が取れると

いうシミュレーションを紹介したホームページ

などもございます。

〇市長（尾脇雅弥）自然エネルギーの活用に

ついての御質問にお答えをいたします。

　ただいま企画課長がお答えしましたように、

今回の原発事故により、今後のエネルギー政策

が大きな議論になっており、このような背景や

電気の節電・節約志向の高まりから、市民の皆

様も関心をお持ちのことと思います。

　自然エネルギーの利活用は、私が掲げており

ます安心・安全な垂水まちづくりの継続という

テーマからも、私自身、関心の強いことの１つ

でございます。太陽光発電の本市における一般

住宅などへの普及率はいまだ数％程度であろう

と思われ、推進の必要性を感じております。そ

の推進策として、普及の啓発もございますが、

補助制度については、国の補助制度を利用して

いただくことができます。本市においても、ほ

かの事例や現状を参考にしながら、本市独自で

の補助制度の必要性について、何ができるか、

またどうすればできるのか、今後検討してまい

りたいというふうに思っております。

〇田平輝也議員　最後になります。

　太陽光発電のことにつきましては、いろいろ

とまた、うわさをちょっと聞いております。太

陽光発電については、既に一般家庭でも少しは

普及していると思います。市が設置するとなれ

ば、企業も宣伝のため、またいろいろと価格な

ど対策をされると思っております。そして、将

来は市が管理している建物などに太陽光発電を

ぜひ検討していただきたいと思っております。

要望いたします。

　次に、空き家バンク制度についてのことです

が、空き家バンク制度は非常にすばらしい制度

であります。先ほどお聞きしましたけれども、

すばらしい実績だといろいろと考えております。

今後もまたいろいろのアイデアを出して、本市

の人口増につなげていただきたいと思います。

　本市は、道の駅、森の駅ですか、高峠など、

すばらしい観光地が多くあります。一方、国道

を通りますと、廃屋や宅地が荒れて、草やカズ

ラ、そして竹やぶなどが生い茂っているところ

が目につきます。高齢化による過疎化や税法上

の問題などがありますが、このような廃屋や荒

廃した宅地は今後ますますふえてくると想定さ

れます。

　廃屋については、防犯、防災、そして景観の

問題などがありますが、住民などからこのよう

な問題について行政に相談や苦情が来るものか。

年間どれぐらい来るのか、また全くないものか。

また、あれば、これらに対してどのような対策

をされておられるのか、現状をお伺いいたしま

す。

〇生活環境課長（感王寺八郎）田平議員の廃

屋の問題と、行政に年間どれぐらい相談があっ

たか、どのように対応されてきたかとの質問で

ありますが、生活環境課が担当しておりますの

で、お答えをいたします。

　廃屋や荒廃した宅地等の相談及び苦情件数で

すが、昨年１年間で33件ございまして、大半が

雑草の除去依頼で、そのうち廃屋等住居のある

― 52  ―



ものは８件でございます。

　これらの相談等の処理、対応ですが、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律の第５条、清潔の

保持で「土地または建物の占有者は、その占用

し、または管理する土地または建物の清潔を保

つように努めなければならない」と規定されて

いることから、現地調査を行い、土地所有者等

に現状写真を添付し、適正処理をお願いしてい

るところでございます。

〇田平輝也議員　この問題につきましては、以

前テレビで、19年でしたか、長崎でしたかね、

ＮＨＫが取り上げて、それを19年に質問したこ

とがあります。そのとき、解体したくても経済

的にできない人たちへの一部助成などについて

質問をいたしました。当時の回答では、県内で

は助成している市町村はないということで、そ

の方向性も示されなかったようでございます。

しかし、その後すぐ、県内でも解体撤去補助金

として年間予算を計上して、計画的に解体を助

成されている市もあると報道されておりました。

　私の集落でも、現在30戸数ですが、ほかに、

もう既に倒壊している家や住めない家などが５

戸から６戸あります。ほかの地区においても人

の住めない廃屋や荒れた宅地などが多いと思い

ますが、市内全体でそのような家などの戸数調

査などをされたことがあるのか、あればその結

果を伺います。

　また、今後、解体や荒れた宅地の整地をした

くても費用に困っている方々への対応、跡地の

利用、できれば一部助成など、これらの対応を

十分検討すべきと思います。財源の問題、税法

上の問題、跡地の利活用など、いろいろの面で

難しいとは思いますが、今後に向けた対策の方

向性を伺います。

　以上です。

〇土木課長（深港　渉）廃屋戸数の調査に関

し、平成19年の市長答弁の中で、土木課のほう

に住宅係を創設し、調査を実施したい意向であ

るとありましたので、この御質問には土木課の

ほうでお答えいたします。

　まず、市内全体における廃屋調査でございま

すけれども、その後、民有の廃屋対策等に係る

住宅係などの明確な係が創設されないまま、調

査についても現在まで実施されておりません。

したがいまして、廃屋戸数の把握はしていない

というのが現状でございます。

　次に、廃屋への行政としての対策についてで

ございますけれども、近隣住民等からの苦情や

相談につきましては、先ほど生活環境課長が答

弁したとおり、対応しているところではござい

ますけれども、実質的な解体撤去への市からの

助成等につきましては、19年にもお答えしてい

ますとおり、廃屋の定義でありますとか、基準

等の整備の必要性があるということや、一方、

所有者におきましては、御指摘のような固定資

産税の住居用地軽減特例等の適用除外となるな

ど、税法上の観点などから、積極的な解体への

意思が示されがたいこともあり、行政主導によ

る助成制度の確立には至っていないところでご

ざいます。

　しかしながら、御指摘のとおり、防犯・防災

はもちろん、近年は特に景観保護を含めた環境

問題は大きな問題となっていますことから、過

疎化の進行が早く、年々廃屋戸数が増加してい

く地方部におきましては、その対策も明確にす

べき状況にあると言えるところでございます。

　そこで、近隣市で廃屋解体撤去の補助に取り

組んでいる曽於市に、制度確立の背景や経緯、

基準等について問い合わせてみましたので、そ

の内容について主なことを述べさせていただき

ます。

　まず、背景でございますけれども、新聞の全

国版のほうに、自治公民館が倒壊し、その対策

に、確立しておった廃屋補助制度を活用し、処

理をした旨の記事を見られ、この制度の目的が

環境保全、安心・安全であり、曽於市において
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も同様の事情にあったことから、制度確立への

動きとなったということでございます。

　その基準づくりや運用のために、まず自治会

に種別ごとの廃屋戸数の調査を依頼したところ、

御承知のとおり、畜産の盛んな土地柄、牛舎な

どの廃屋撤去の希望が多く、メインである廃屋

の住宅はもちろん、店舗、事務所、倉庫及び工

作物として畜舎など、ほとんどの建物をその対

象とされております。

　また、補助金の額につきましてですが、対象

工事の30％で最高30万円と限度額を設けられて

おりまして、同一の所有者につきましては生涯

的に１回限りとされております。また、業者へ

の発注につきましては、その選定についても、

議員のお考えのとおり、同様に市内業者とされ

ているところでございます。

　また、この運用につきましては平成21年８月

からでございまして、予算規模を申しますと、

22年度は1,700万円、今年度につきましては、現

時点の予算が1,500万円であるとお聞きしたとこ

ろでございます。実績での１件当たりの平均が

約25万円ということをお聞きしておりますこと

から、約60件の申請を見込まれているというこ

とになっておりまして、確実に廃屋の撤去が進

んでおり、目指すべき効能も向上していると言

えます。

　このような状況を踏まえまして、本市におけ

る廃屋解体撤去助成制度等の確立につきまして

は、明確な所管課の設定でありますとか長期的

な財政計画など、庁舎内でも十分な調整・協議

を諮っていただき、制度確立に前向きに推進し

ていかなければならないと考えているところで

ございます。

　以上でございます。

〇田平輝也議員　最後になりました。

　すばらしい曽於市ですね、最高30万円、1,700

万円の予算、すばらしい市もあるんだなと思っ

ております。ぜひ垂水市も、先ほども言いまし

たけれども、19年の質問のときも市長が調査な

どをやりますということでしたけれども、その

ままということです。１度ぐらいはそういう調

査をしていただきたいなと思っております。そ

して、市として、倒壊した家などの解体に困っ

ている方々に助成を少しでもするとなれば、今、

迷っている持ち家に対しまして、決断もまた住

民の方もされると思います。そして地元建設業

の活性化にも役立つと思われますので、今後、

前向きな検討をぜひお願いしたいと思います。

　以上で、質問を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）ここで、暫時休憩します。

　次は、１時20分から再開いたします。

　　　　　午後０時14分休憩

　　　　　午後１時20分開議

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　11番森正勝議員の質問を許可します。

　　　［森　正勝議員登壇］

〇森　正勝議員　皆さん、お疲れさまです。

　台風12号による災害で、100人以上の方が死亡

されたり行方不明となっております。特に、和

歌山県那智勝浦町では町長の家が流され、奥さ

んが行方不明、娘さんが死亡されております。

町長の何事もなかったように公務に従事されて

いる姿を見ますと、心が痛みます。今回亡くな

られた皆さんと行方不明の方々に深い哀悼の意

を表したいと思います。私たちも、いつ起きる

かわからない想像を絶する天変地異に対し、日

ごろより十分な準備をし、防災に備えるべきだ

と痛感いたしております。

　さて、先日、野田内閣が誕生いたしました。

ドジョウのように泥臭く、国民の皆さんのため

汗をかく努力をしますと言われました。ドジョ

ウは英語で言うとロウチ、スペルはＬＯＡＣＨ

というそうです。このロウチという意味は、ほ

かに、間抜け、ばかという意味があるそうです。
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首相の発言が外国でどう受けとめられているの

か、常に考えておく必要があると、元外交官の

方が言われておりました。支持率が58％から60

％であるそうですけれども、人気があるうちは

よいのですが、閣僚の失言等で支持率が落ちて

本当の泥沼内閣にならないように、国民のため

に頑張ってほしいものです。

　早速質問に入ります。

　まず、道の駅についてでございますけれども、

新しい管理者との施設管理計画はどのようにな

っているのか、教えていただきたい。

　次に、支え合う地域のきずなプロジェクトに

ついて、地域支え合い体制づくり事業の支え合

う地域のきずなプロジェクトについて、説明を

お願いいたします。

　よろしくお願いいたします。

〇商工観光課長（塚田光春）森議員の質問の

道の駅の施設管理計画の進捗状況について、お

答えいたします。

　道の駅たるみずに関しましては、７月25日に

開催されました臨時議会により、株式会社芙蓉

商事・薩摩おごじょ企画グループに10月１日よ

り指定管理をさせるということに議決をいただ

いたところでございます。

　その後、指定管理者決定の通知を行い、８月

に入り、同グループから市へのあいさつがあり、

８月17日に従業員への会社概要と採用に関して

の説明会が開催されました。一方、出荷者協議

会への説明につきましては、協議会の役員会の

開催に合わせて、８月29日に行ったところでご

ざいます。

　従業員への再就職に関しての説明会について

は、全従業員再雇用の方向性でもって説明会を

行っております。しかしながら、支配人や職員

の面接を行い、再就職の意思確認を行いました

ところ、支配人の辞意の表明があったため、８

月20日に支配人の公募を行っております。臨時

職員、パート従業員への面接については、８月

24日、26日に第１回目を行い、個人の希望や勤

務状況等をお聞きし、それらをもとにして、９

月５日、６日にシフトや賃金の提示を行ったと

ころでございます。

　今後の予定としましては、現在策定中の協定

書につきまして、今月下旬には策定を終え、10

月１日付で協定を行う予定でございます。また、

10月１日から指定管理者がかわることから、９

月30日の金曜日を休みといたしまして、主に物

販施設のレイアウトの変更、全館の清掃を行い

たいということで、当日は全館休業となる予定

でございます。オープニングセレモニーにつき

ましては、理想的には10月１日に行いたいとこ

ろですが、レジ周りのＰＯＳシステムの改修を

行うことから、翌週の10月８日から10日までの

間に行いたいと考えています。

　以上でございます。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）それでは、森

議員の支え合う地域のきずなプロジェクトにつ

いてお答えいたします。

　今回の事業は、平成23年度単年度事業として、

国の介護基盤緊急整備等臨時特例基金が県に交

付され、市に補助金として交付されるもので、

自治体、住民組織、ＮＰＯ、福祉サービス事業

所との協働、新しい公共といいますか、協働に

より、先進的、パイロット的事業の立ち上げを

支援することにより、日常的な支え合い活動の

体制づくりの推進を図ることを目的に実施され

る事業でございます。なお、この事業について

は100％補助事業でございます。

　事業の実施主体は、市及び肝属郡医師会。事

業内容でございますが、ハード事業としまして、

在宅医療充実に向けた基盤づくりを図ろうとす

るもので、垂水中央病院を核とし、市内開業医、

調剤薬局、訪問看護ステーション、介護事業所

など関係機関同士をＩＣＴシステムでつなぎ、

地域における在宅医療、在宅看護・介護のネッ

トワークシステムを構築するものでございます。
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また、ソフト事業としまして、人と人とのつな

がりがより大切になることから、市内の医療、

看護、介護、福祉など連携体制検討委員会など、

地域連携ネットワークの構築を行うものでござ

います。

　高齢者実態調査の結果、市民の８割から９割

が在宅での療養生活を望んでおる中、在宅療養

者や家族が安全・安心に住み慣れた家で暮らし

続けることができるよう、県内では本市だけの

モデル的事業の取り組みとなっております。

　在宅医療の分野ではＩＣＴによる情報の共有

化が進んでおらず、若い医師や看護師などにと

っては従来の往診診療等に魅力に欠けるものが

あり、在宅医療の普及には進んでいない状況で

もございます。本市が取り組むこのモデル事業

が、国の目指す医療・福祉分野の、特に在宅医

療の分野における人材育成や、また中央病院ほ

か本市の医療機関が理解を示していただいたこ

とで、本市における在宅医療の推進や地域ケア

体制整備の確立にもつながると、大きな期待を

しているところでございます。

　以上でございます。

〇森　正勝議員　一問一答で質問いたします。

　道の駅についてでございますけれども、芙蓉

商事グループを指定管理の候補者に選定する際

に、審査基準で示された個別項目というのがご

ざいました。１つ目が、雇用に際しては現在勤

務している職員に十分な配慮がなされているか。

２つ目、出荷者との関係は良好に保たれる提案

となっているか。３つ目、地域垂水や地元牛根

地区と協働できる提案となっているか。４つ目、

地産地消の精神に基づき、地元の特産品等を積

極的に販売する提案となっているか。５つ目、

職員、臨時職員、パートについて労働条件は適

正に保たれているかというのがございました。

このことについてはどうなっているのか、教え

ていただきたいというふうに思います。

〇商工観光課長（塚田光春）森議員の２回目

の質問にお答えをいたします。

　御指摘のあった審査基準で示された個別項目

のうち、採用に関しての職員や従業員への配慮

や労働条件の適正化につきましては、先ほど述

べました面接により既に提示されておりますが、

８月17日に開催しました従業員への説明会にお

きましても、全従業員の再雇用を提示して説明

を行っており、その後、１回目の面接におきま

しては、配置がえや、シフトや労働時間数の変

更の可能性を示唆しながら本人の希望を聞き取

り、職員、臨時職員、パート従業員の順に意見

をお伺いしております。

　２回目の面接におきましては、各個人の労働

時間数、部門について、３カ月間の暫定的な配

置等について提示しており、賃金等につきまし

ても、臨時職員、パート従業員につきましては、

これまでの平均的な賃金である時給700円を提示

しているところでございます。また、職員につ

きましては、これまで支配人以下５名であった

職員を11名にする予定であり、労働条件につき

ましては大きな改善を行っていると感じており

ます。

　ただし、支配人以下２名の職員、２名の臨時

職員が面接を受けずに退職の意思を示し、１回

目の面接後も４名の臨時職員が、配置がえや勤

務時間短縮を考慮し、２回目の面接を受けてお

りませんので、市としましては、これまでの経

験を生かしてもらうために、再度、勤務するよ

うにお願いしているところでございます。

　そのほかの個別事項につきましては、出荷者

協議会を初め、これまでの契約につきまして、

一部変更は行いますが、引き続き継続する予定

であり、良好な関係にあります。

　地元等の関係や地産地消につきましても、こ

れまでの契約や販売実績を遵守していきますの

で、問題はないかと思われます。

　以上でございます。

〇森　正勝議員　私、職員の方に聞いたんです
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けれども、ある職員の方が、今まで勤めてきて、

３年後また指定管理者がかわると、こういった

場合に、勤続的な、退職金とかそういうのはど

うなるんだということを言われました。ちょっ

と細かいことですけれども、その点についてお

答えをいただきたい。

　それから、地元との関係で、出荷者とは管理

運営協議会というのを設置されているようでご

ざいますけれども、地元商店街との話し合いは

持たれておりません。やはり今、地元商店に与

える、自分のことを言っているようでございま

すけれども、手前みそになりますが、やはり非

常に影響があるわけです。そういった意味で、

やっぱり地元商店との話し合いの場というのは

設けるべきではないかと思うんですが、この２

点についてお聞きいたします。

〇商工観光課長（塚田光春）職員の退職金の

引き継ぎの問題かと思われますけれども、これ

につきましては、今回、指定管理者となる芙蓉

商事・薩摩おごじょ企画グループにこのまま、

前回の管理組合での経験、いわゆる勤続年数で

すね、そこら辺を継続して今回の指定管理者に

引き継ぎしていけないものかということで、市

のほうからも会社のほうにお願いしていくよう

に、今、考えているところでございます。

　それから、地元との協議につきましては、開

設準備打ち合わせの中で、地元や出荷者を交え

た、仮称なんですけれども、管理運営協議会を

設置しまして、積極的に地元の声を聞き、反映

させるとの提案も出されておりますので、議員

から御提案のあった地元との話し合いにつきま

しても積極的に行うように指導してまいりたい

というふうに思います。

〇森　正勝議員　ぜひ地元との、何でもありで

はいけませんので、やはり地元の商店も少しは

考慮していただきたいというふうに思います。

　それから、日本経済新聞が行った道の駅ラン

キングで、全国970ある道の駅の中で西日本で４

番目、全国でも７番目の評価を受けていると聞

いております。識者の評価も非常に高いそうで

すけれども、年間売り上げ４億円以上であれば、

ここ１～２年の年間500万円ぐらいの欠損という

のは、やり方によってはそのぐらいは解消でき

るのではないかと私は思っているんですけれど

も、その辺のところはどう考えるか、お答えを

お願いいたします。

〇商工観光課長（塚田光春）今、議員がおっ

しゃったとおり、先日の日本経済新聞におきま

して、全国970、道の駅がある中で、西日本で第

４位、そしてまた全国でもポイント数でいきま

すと７位の評価をいただいております。このよ

うなことから、まだまだやり方によっては伸び

ていくんじゃなかろうかというふうに考えてお

ります。

　そのような中で、これまでの赤字や営業利益

に関しましては、今回公募があった３事業者の

事業計画書の提案では、どの事業者もすべてが

利益が出る計画書が出されておりまして、提案

の中で示された適正な人員配置と原価率計算を

行えば利益は出せるというふうに、私ども認識

しているところでございます。

　以上でございます。

〇森　正勝議員　次に、地域のきずなプロジェ

クトについてでございますけれども、このモデ

ル事業ですが、この事業導入による効果として

はどのようなことが考えられるのか、教えてい

ただきたいと思います。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）効果等につい

てお答えいたします。

　この事業は、県内でもパイロット的事業であ

ることから、私どもが今計画しております在宅

医療の推進と地域包括ケアの確立のために行う

事業でございまして、効果等を若干、８点ほど

一応挙げているんですが、一応読み上げてお答

えしたいと思います。

　急性期の中核病院である垂水中央病院を在宅
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の核として、市の医療機関とのスムーズな連携

を図ることができる。今、言われておりますク

リティカルパス、この導入ということでござい

ます。

　それと、在宅医療を24時間、365日の体制を医

師個人に任せるのではなく、市内開業医や垂水

中央病院を支援し、地域全体で支える仕組みを

つくっていきたいということでございます。

　それと、24時間対応の訪問看護ステーション

や夜間対応型訪問介護についても、負担軽減が

あれば事業者の拡大にもつながっていくという

効果がございます。

　それと、在宅療養者の受け入れも可能となり、

終末期、要するにターミナルケアの推進、在宅

の支援体制を図ることができると。

　それと、長期療養者において、入院療養、施

設介護から在宅に重点を置くことで、国保とか

介護など社会保障費の抑制にもつながると。国

保の安定化事業計画の中でも在宅の推進という

のは入っておりますので、これ等につながると

予想できます。

　住民の在宅で暮らし続けたいというニーズ、

これが実態調査の中にもありますように、選択

肢が広がってくるということも予想されます。

　それと、医療、介護、看護、福祉など関係者

の連携が強くなることで、効率的で質の高いサー

ビスができるということでございます。ソフト

事業を導入しまして、関係機関との連絡調整会

議等を密にしていきたいというふうに思ってお

ります。

　最後に、医療・看護・介護分野の労働環境の

整備も行われ、生産性の高い職場につながると。

ちょっとハードルは高いですけど、こういう効

果を予想しているところでございます。

　以上でございます。

〇森　正勝議員　これらの事業を導入して、課

長がいつも言われております地域包括ケアシス

テムですが、これはどのようになるのか、ちょ

っとその考え方をお聞きしたいんですが。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）この最大の目

的でございます地域包括ケアシステム、これは

皆さんが支え合う地域で、例えば地域の方々に

対して皆さんで見守っていこうということでご

ざいます。

　その方法としまして、24時間対応の在宅医療、

訪問介護やリハビリテーションの充実・強化。

今の時点で24時間体制というのが早急にできる

ということではございませんが、この２年、３

年、４年間の後に、こういう体制が整備できれ

ばいいのかなというふうに思っております。

　それと、介護サービスの充実・強化。要する

に、地域密着型サービスの充実とか、特養など

介護拠点の整備、待機者解消につながる介護拠

点の整備等も行いたいというふうに思っており

ます。

　それと、介護予防の推進、要介護状態になら

ないための予防の推進。今、介護予防係で行っ

ておりますけど、それらの事業をさらに強化し

ていきたいというふうに思っております。

　それと、見守り、配食、買い物など多様な支

援サービスの確保。それと、高齢者の住まいの

整備。これらを含めまして、できればいいのか

なというふうに考えています。

　今言いましたこれらのニーズに対して、適切

な組み合わせによるサービスの提供や、入院・

退院・在宅復帰を通じて、切れ目のないサービ

スの提供が行われることが必要であることから、

今後さらに、高齢者が住み慣れた地域で安心し

て暮らせていけるための総合的なケア体制の整

備に向けて、市内関係機関との連携を図りなが

ら、医療、介護、福祉の充実に向け積極的に取

り組んでいきたいというふうに考えております。

　以上でございます。

〇森　正勝議員　長野県のある村が、テレビ電

話を取り入れてこのような地域包括支援システ

ムをつくっているようでございます。今の新し
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い垂水市の事業はＩＣＴによる情報の共有化と

いうことでございますけれども、そのテレビ電

話によるシステムとこのＩＣＴによるシステム

というのは、どの辺、どういう違いがあるのか、

どう違うのかちょっと教えていただきたいんで

すが。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）今回の地域支

え合い事業についてでございますが、今回はイ

ンターネットを利用しまして、在宅で過ごす患

者の体重、血圧、脈拍といった生体計測データ

をオンライン上で24時間管理しようとするもの

でございます。継続データを中央病院にござい

ます在宅情報共有システムに取り込み、病院は

もとより、かかりつけ医や調剤薬局、介護事業

所等にデータ参照として配信します。その配信

したデータを各事業所で共有するということで

ございます。

　このシステムの運営につきましてはランニン

グコスト等も必要なんですが、中央病院で年間

100万円ぐらいかかる費用等があるようでござい

ます。先ほど言われました長野県のシステムと

は若干違いますけど、私どもの生体観測モニター

というものを患者に取りつけて、24時間データ

を得るというものでございます。

　以上でございます。

〇森　正勝議員　終わります。

〇議長（宮迫泰倫）次に、16番川畑三郎議員の

質問を許可します。

　　　［川畑三郎議員登壇］

〇川畑三郎議員　四国に上陸した台風12号は、

ゆっくりした速さで日本海へ抜け、紀伊半島を

中心に記録的な豪雨をもたらしました。緑に包

まれた山合いの村や海辺のまちの光景を一夜で

変え、むき出しになった山肌、土砂まみれの家

屋が無残な姿でテレビ報道される状況を見て、

自然災害の恐ろしさを痛感したところでありま

す。死者・不明者は100人を超え、風雨災害とし

ては、平成に入って以降最悪の事態となるおそ

れもあり、2,500人を超える人が孤立状態になっ

たと報道されております。３月11日発生の東日

本大震災の死者は、９月10日現在１万5,781人、

行方不明者も4,086人となりました。あわせて、

死亡された皆様に御冥福をお祈りいたすところ

であります。

　それでは、先日通告しておりました案件につ

いて質問いたしますので、市長並びに関係課長

の答弁をよろしくお願いいたします。

　河床整備について。

　台風シーズンになってまいりました。台風12

号は記録的な豪雨で甚大な被害をもたらしまし

た。いつどこでも起こり得る状況の中、少しで

も災害を食いとめなければなりません。９月議

会においても河川費が予算計上されております。

　飛岡川は、平成５年の災害で周囲に大きな被

害をもたらしました。現在、年次的に河川内の

刈り払いや一部の堆積土砂の除去を行っていた

だいておりますが、延長も長く、未実施の区域

が相当残っている状況にあります。下流域は住

宅の密集地、中流・上流部は耕作地が続いてお

り、川幅も狭いため、豪雨時には越水が耐えな

い状況であります。

　海潟地区には、鶴田川も同様の現状でありま

す。一部については、中山間直接支払制度を活

用し、受益者で刈り払いを実施もいたしました

が、河床整備がまだ実施されておりません。越

水などの災害防除という観点から、堆積した土

砂を除去し、河床をできる限り下げることが有

効であると考えます。

　市内のほとんどの河川においても同様の要望

があると聞きます。河床整備について、今後の

計画をお聞かせください。

　砂防ダムの土砂除去について。

　上流部にある砂防ダム内の堆積土砂も災害発

生の要因になるのではないでしょうか。鶴田川

上流の砂防ダムは、堆積した土砂が満杯状態で

あり、ダムを越えて土砂流出があれば、すぐ越
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流することになると考えます。たとえ満杯にな

っても、ダム上流部の勾配が緩やかになってい

ることから、流速が減退される。したがって、

土砂除去についてはなかなか推進できるもので

はないと聞かされていますが、地区民におきま

しては、理論上の安全性よりも、見た目で安心

されると思うのであります。

　新燃岳付近の砂防ダムにおいては堆積土砂の

排除も行われました。鶴田川に限らず、同様の

砂防ダムも多くあると考えます。所管の県にも

要望されていると思いますが、地域住民からの

要望が今回もありました。再度、所管の県への

要望で実施してもらいたいと考えますが、いか

がでしょうか。

　次に、市道の整備について。

　市道の整備についての要望も多くあると考え

ます。今回も道路維持費に工事請負費が予算計

上されております。その整備計画路線をお知ら

せください。

　農道の整備について。

　海潟地区の鉄道跡地は整備され、大変喜ばれ

ているところであります。しかし、鶴田川を挟

む道路は高く、除草作業もなかなかであります。

中山間地域等直接支払事業や農地・水・環境保

全向上活動支援事業の活動で取り組んでおりま

すが、高齢化により思うように進んでいない状

況であります。のり面の面積も広いため苦労し

ております。一部でも除草の援助はできないも

のかお伺いし、１回目の質問を終わります。

〇土木課長（深港　渉）それでは、河床整備

の市道管理河川におけます計画等についてお答

えいたします。

　議員御指摘のとおり、市内のほとんどの河川

管理についてその整備要望を賜っておるところ

でございますが、実質は対処し切れていないと

いうのが現状でございます。河川内の草は、刈

り払ってもすぐに生い茂ってしまう。かといっ

て、抜本的に根まで除去するような河床整備に

は相当な費用を要し、管理延長の全体的な整備

が行えないなど、課題の多い事業と言えるとこ

ろでございます。

　このような現状は、本市に限らず、ほかの市

町村においても同様の課題とされているところ

でございます。年次的な整備計画を立て、実施

しようにも、先ほど述べましたような自然の力

に追いつけないというような現状ではあります

けれども、できるだけ重機を入れた河床整備を

行うよう努めておるところでありまして、緊急

度により、今般の補正予算にも計上していると

ころでございます。

　今後の整備予定としましては、今般の補正予

算の中では牛根麓の松ヶ崎川と新城馬形川の一

部を計画しているところでございます。そのほ

か、県の大隅地域振興局の海岸と環境美化事業

の一環としまして、市の管理河川であります中

浜川の海岸部につながる一部を整備していただ

くことになっております。

　続きまして、砂防ダム内の土砂除去の方針等

についてお答えいたします。

　御指摘の鶴田川の砂防ダムの状況につきまし

てでございますけれども、ここにつきましては、

以前より、議員や地元より伺っておるところで

ございまして、所管である県のほうへも通知し

ているものではございます。同じく今回のまた

御質問に対しましても、最新の動向ということ

でお聞きをしておりますけれども、議員が言わ

れますとおり、その建設目的でありますとか、

その効能を絶えず説明され、明確な土砂除去に

ついてはなかなか図られない状況にあるという

ことは、変わりないものでございました。

　その背景としまして、管理すべき県内全体の

砂防ダムの数が多いこと、最近の実例として、

南大隅町における土石流において既設の砂防ダ

ムが相当な流速の緩和に寄与した。そのような

ことがあるようでございます。

　しかしながら、管理する砂防ダム全体の維持
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管理の方針につきましては、当然、堆積土砂を

除去しないということが原則ではなく、実際垂

水市におきましても、数年前には牛根地区の砂

防ダムにおいて土砂除去を実施した実例があり

ますことや、最近の砂防工事におきましては、

管理のための管理用道路、これも構築されてい

ますことから、今後については、まずは流末の

河川が小さい箇所でありますとか、流域に住宅

地がある箇所など、危険度の高い堆積土砂の除

去が図れるよう努めてまいるというようなこと

でございました。

　また、市におきましても、絶えず、この砂防

ダム内の堆積土砂除去の要望につきましては変

わりなく続けてまいると考えているところでご

ざいます。

　それから、大きな項目２点目の市道の整備に

ついてお答えいたします。

　まず、道路維持費におけます市道等の整備、

通常の維持整備工事費でございますけれども、

これは現在までに、通常の単独費と、それから

22年度の繰り越しで行っておりますきめ細かな

臨時交付金事業、これで現在までに計９路線を

発注しておりまして、完成または推進中のとこ

ろでございます。

　お尋ねの今般の補正におきましては、以前よ

り振興会等から要望のありました市道田地明垂

桜線の昨年度に引き続きの舗装の改修、中元垂

水集落道、それから柊原西一集落道の側溝敷設

並びに舗装、これを実施することとしておりま

す。

　また、今年度中には残りのきめ細かな臨時交

付金事業費の中で、現在発注済みの工事完成に

よる施行可能の予算額が確定されましたら、以

前より議員から指摘のございました市道小浜大

浜線の主に側溝改修について、その一部を着手

する計画としております。

　なお、本路線につきましては、以前にもお答

えしていますとおり、年次的に実施していく計

画をしているところでございます。

　市道の整備については以上でございます。

〇農林課長（森下利行）川畑議員の鉄道跡地、

農道のり面の除草についての御質問にお答えい

たします。

　海潟脇登地区の農道の除草などの管理作業に

つきましては、かねてより、中山間地域等直接

支払事業や農地・水・環境保全向上活動支援事

業の活動の一環として取り組んでいただき、感

謝しているところであります。

　近年は、農業従事者の高齢化等により、農道

の除草についての要望が市内全域から数多く寄

せられてきております。このような状況を踏ま

え、本市の農道における除草についての考え方

としましては、予算も限られていることから、

あくまでも交通に支障を来さない程度の除草を

実施し、多くの要望に対応していきたいと考え

ているところでございます。

　したがいまして、海潟脇登地区の鉄道跡地、

農道の除草作業につきましては、近日中に実施

する予定でありますが、実施内容につきまして

は、先ほど申しましたとおり、交通に支障を来

さない程度の道路の両サイド約２メートルの除

草を計画しているところであり、のり面の除草

につきましては、まことに申しわけありません

が、できません。できましたら、従来どおり、

地域における共同活動として協力をいただけた

らと考えているところでございます。

　以上でございます。

〇川畑三郎議員　では、一括して質問したいと

思います。

　河床整備についてですけれども、台風シーズ

ンになってきたということで、地区によっては

雑草が生い茂ったりして、大変心配されている

河川もあるのではないかと思います。

　今、質問をいたしました海潟の飛岡川も平成

５年時は大きな災害がありまして、地域の中俣

の下園、松元温泉場の集落に泥水が流れ込んだ
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ということで、大変、一苦労した時期がござい

ました。そういう河川でもありますので、どう

か、かねても河床整備はやってはもらっている

んですけれども、上流まで行き届いていないと

いう点もありますので、今後、現状をまた見て

いただいて、飛岡川のほうも対処していただき

たいと思うんですけれども、これについて、課

長の御答弁があったらよろしくお願いします。

　それと、鶴田川のほうは、中山間等の支払制

度で草払いをしたわけですけれども、河床整備

はまだやってはいないと思うんですが、ここら

辺はどうなっていくのか。ここら辺もちょっと

お考えをお示しいただきたいと思います。

　それと、中俣川の河床整備なんですけれども、

ことしは鉄道より下のほうはきれいにしていた

だきました。しかしながら、上流のほうはなか

なか手つかずという状況であります。ことしの

協和地区の集落座談会でも、浦谷のほうまで除

草でもしていただけないかという要望がありま

した。そういうことを聞きましたので、今回質

問するわけですけれども、ここら辺も現状を把

握していただいて、県の河川ではありますけれ

ども、ここら辺もどうにか実施できないものか、

また県とお話をしていただければと思うんです

が、いかがでしょうか。

　次に、砂防ダム内の土砂の除去についてです

けれども、前も一般質問でしたわけですけれど

も、なかなか前に進まないわけですけれども、

ここら辺も、この流域の脇登、迫田集落のほう

から、大変危険ではないかということでこれも

いろいろ要望があります。そういうことで再度

また県のほうにも折衝をしていただいて、少し

でも土砂の除去ができるようにお願いしていた

だきたいと思います。

　次に、農道、市道の整備ですけれども、市道

についてはいろいろやるところも結構あるのじ

ゃないかと思います。先ほどもお話がありまし

た。私も地域のことをちょっと言いますけれど

も、協和小学校へ抜ける市道和田飛岡線という

のがあるんですけれども、これも地区の振興会

より整備の要望がなされているという状況です。

ここは学童の重要な通学路でもあります。そし

てまた生活路線でもありますので、現状を把握

していただいて、ぜひ、安心・安全な環境づく

りの観点からも整備が必要だと思いますが、こ

こら辺はどうお考えになっているのか、お聞か

せください。

　それと、鉄道跡地ののり面の除去についてで

すけれども、これも中山間の直接支払制度で我々

が中心になってやるわけですけれども、余りに

ものり面が広くて、最近は高齢化しておりまし

て、年に１回の草払いではなかなか追いつかな

いわけなんですよ。周りをきれいにしようと一

生懸命頑張っているわけですけれども、ここを

おいておくと、また大きなやぶになるというこ

とで、我々地域の農家の皆さんも一生懸命頑張

っております。

　そういったことで、今後、課長のほうで手の

届く範囲はやっていただけるというようなこと

ですので、我々も一生懸命頑張りますけれども、

ひとつ援助できる分はまたしていただきたいと

いうことをお願いいたしたいと思います。

　２回目を終わります。

〇土木課長（深港　渉）飛岡川、鶴田川の河

床整備の方針についてお答えをいたします。

　まず、飛岡川でございますけれども、これは、

中央地区にあります追神川とともに、管理の重

点的河川というふうにとらえておりまして、年

次的にできるだけ河床整備を進めているところ

でございます。そのような中、今年度につきま

しても、当初予算の立案時から実施予定河川と

しておりまして、ありましたとおり、着手前に

はまた地元要望を確認するなど再度現場を点検

していまして、全部とは言えませんけれども、

危険度の高いところの一部について実施するこ

ととしております。
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　また、鶴田川については、今年度に明確な整

備の計画は立てておりませんけれども、やはり

言われるとおり、県の砂防ダムの排除がなかな

か進まない中、そういう意味では危険性もあり

ますので、できる限り来年度の河床整備の中に

盛り込みたいと考えておるところでございます。

　次に、管理河川の中でも県管理の河川、中俣

川のことについてお尋ねがありましたので、そ

の河床整備計画等についてお答えをいたします。

　旧鉄道跡から下流側につきましては、昨年度

に河川内の刈り払い、引き続き今年度に根の除

去も含めた河床整備を県単砂防事業として実施

されております。それより上流につきましては、

主に人力作業で行う環境美化事業の一環で計画

しておりましたものの、現地点検により、現場

には木や雑竹が多く、抜本的に機械投入すべき

事業と判断されまして、県単砂防事業におきま

して24年度から４年間かけて実施する計画で、

来年度に予算要望を行うということでございま

した。

　また、先ほども答弁しておりますとおり、県

管理の河川においても整備要望が多く、その対

策に苦慮されているところでございまして、県

とされましてはいろいろな整備の事業導入を図

っておられるところでございます。地区住民に

よります刈り払いへの協力を活用しながら、一

方、県では重機を入れての河床整備、これ等を

一体となって推進する大隅のかわみち環境美化

推進事業も今年度から立ち上げられて、その一

部について、市内においては小谷川、それから

浜平海岸を着手される計画とお聞きしておりま

す。

　一方、市管理河川におきましても、その管理

延長が長く、維持管理にも苦慮しておりますこ

とから、議員からもありましたように、県と同

様に、市民の力をおかりして、先ほどもちょっ

と答弁しましたけれども、市と一体となった整

備方策なども検討すべきであると考えていると

ころでございます。

　それから、砂防ダムのことでございますけれ

ども、議員からも要望のありましたとおり、引

き続き、この砂防ダム内の土砂除去につきまし

ては、実施する方針を明確に打ち出していただ

きますよう強く今後も県のほうに要望してまい

ります。

　次に、市道の整備計画の中で市道和田飛岡線

がありましたので、そのことについてお答えを

いたします。

　御指摘のありましたとおり、本路線の整備に

ついては、この７月に地元振興会より要望書を

受け付けておるところでございます。それによ

りまして、すぐに現場を点検しましたところ、

起点であります北側の国道から一部は側溝敷設

とコンクリートによる舗装が整備されておりま

すものの、いわゆるなぎさ荘でございますけど、

なぎさ荘を上がったところの三差路までの区間、

約200メートルほどございますけれども、この区

間は歩行や自転車、高齢者などの手押し車の通

行にも支障があるほどに路面の傷みの激しいと

ころが点在しているというような状況でござい

ました。

　言われるとおり、この路線は通学路でもあり、

また生活に密着した道路でありまして、来年度

にも整備すべき路線として、本箇所と、それか

ら同じ協和小の通学路線であります学校の南側

の市道について、安心・安全を図るという観点

からも緊急度を上位ととらえまして、実施でき

るよう努めてまいります。

　なお、それまでの穴ぼこ補修等につきまして

は、環境整備班等々で対応してまいるというこ

ととしております。

　以上でございます。

〇川畑三郎議員　ありがとうございました。こ

れで終わります。

〇議長（宮迫泰倫）次に、１番川越信男議員

の質問を許可します。
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　　　［川越信男議員登壇］

〇川越信男議員　大変眠たい時間帯ですが、よ

ろしくお願いいたします。

　今回初めて質問いたしますので、お手やわら

かに優しく答弁をお願いいたします。

　それでは、議長のお許しをいただいておりま

すので、質問に入らせていただきます。

　まず最初に、垂水市の人口増対策について質

問させていただきます。

　私の記憶の中では平成８年ごろ、ふるさと創

生資金の１億円が充てられ、垂水市定住促進条

例が設置されたと記憶いたしております。当時、

垂水市に住むと１人30万円、土地または家を建

設すると200万円もらえるとか、当時はお聞きし

たものでした。

　垂水市の人口は、市制施行当時、約３万5,000

人、50数年がたった現在では約１万7,000人、減

少の一途をたどり、当時の半分以下になってし

まいました。歴代の市長が人口増対策に躍起に

なり、取り組まれてこられたことと思います。

また、先輩議員の方々も、これまで多々質問さ

れてこられたことと推察いたします。

　そこでお尋ねいたします。

　垂水市の市制施行以降、人口の推移は現在ど

のような状況にあるのか、お尋ねいたします。

10年間隔ぐらいで教えてください。

　歴代の市長が取り組まれてきた人口減少化抑

止対策はどのようなものがあったのか。あわせ

て、その結果と継続年数を教えてください。

　定住促進条例設置の効果と、現在その方々は

定住されていらっしゃるのか、教えてください。

　また、垂水市職員の居住地の現状についてお

尋ねいたしますが、職員の方々で垂水市内に住

民票を置かず、市外にお住まいの方がいらっし

ゃるようにも聞いたりしますが、市外居住者の

方が現在いらっしゃるのか。また、いらっしゃ

るとなりますと、何らかのもろもろの事情があ

ると思いますが、参考までにその数を教えてく

ださい。

　次に、市長が言われております安心・安全な

垂水市のために、ハード面での質問をさせてい

ただきます。

　河川護岸改修について。

　先日９月５日、台風12号により、紀伊半島が

豪雨で死者・不明者が100人を超える大災害が発

生いたしました。ゲリラ豪雨により河川の堤防

決壊や山崩れが災害を引き起こしたものと、頻

繁に報道されております。私たちの居住する垂

水市の中央を流れる本城川、これまで幾度とな

くはんらんし、甚大な被害が起きてまいりまし

た。行政は、そのたびに額に汗し、災害復旧に

努力されてこられました。

　そこで、昨年の梅雨のことでございますが、

発電所下流の新光寺付近の本城川は、危険水位

まで水位が見る見るうちに上がり、住宅に迫る

勢いであったようでございます。平成17年の９

月の台風14号で大変な水害に遭われた近隣の住

民は、車ですぐ避難されたようであります。私

はそのことを、市議に当選してから、避難され

た住民よりお聞きいたしました。

　そこで、５月中旬に土木課にお願いし、県議

の働きもあり、５月末、大隅地域振興局河川港

湾課の現地視察が実現いたしました。平成17年

の災害で、現在、護岸に玉石が積まれているの

ですが、土地より高さが１メーターぐらい低い

ということで、河川内の玉石でかさ上げを検討

しましょうということでしたが、それっきり音

さたございません。住民の方々は、「いけんな

っおっとな。何かゆっきたな。役所仕事じゃな

あ、まだすいかせんかも決まらんとや」と再三

言われております。そこで、現在の状況をお伺

いいたします。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇企画課長（倉岡孝昌）人口増対策について、

まず１点目の人口の推移についてお答えいたし

ます。
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　昭和33年10月の市制施行時の人口は、３万4,

780人でございました。この昭和33年を起点とし

た10年ごとの人口についてお答えしますと、10

年後の昭和44年は２万7,253人、20年後の昭和54

年は２万4,249人、30年後の平成元年は２万2,616

人、40年後の平成11年は２万313人、50年後の平

成21年は１万7,523人となり、直近の平成23年９

月時点では１万6,948人となっております。昭和

33年から平成23年度までの約50年間の人口の推

移は、１万7,841人の減少で、率で申し上げます

と51.3％の減になっております。

　次に、歴代の市長が取り組まれた人口の減少

化抑止対策、また、その結果と継続年数の御質

問にお答えいたします。

　八木市長時代の平成元年に人口減少対策本部

を設置し、企業誘致、定住政策を中心に取り組

んでおり、その期間は１期４年の在任中の取り

組みでございました。

　岩下市長時代の平成８年には、垂水市定住促

進条例を制定して転入者へ各種の奨励金を交付

し、本市の人口の確保及び増加を図っておりま

す。取り組みの期間は平成15年４月の条例廃止

施行までの７年間で、この制度による転入者は

465世帯、989人になります。

　直近では、水迫市長時代の平成17年に空き家

バンク制度を創設し、空き家の有効活用を通し

て、垂水市民と都市住民の交流拡大及び定住促

進による地域の活性化を図るとし、現在も取り

組んでいるところでございます。空き家バンク

制度による平成22年度末の転入者は、これまで

に転入された方を除く実数で45世帯、108人にな

ります。

　なお、このほかの市長時代を含め、子育て支

援や医療・福祉政策、観光による交流人口の拡

大、定住促進のための住宅整備など、人口の確

保及び増加を図るための施策に取り組んできて

おります。

　次に、定住促進条例の設置の効果とその後の

定住者数についてお答えいたします。

　垂水市定住促進条例は平成８年４月１日から

施行され、２回の制度改正を経て、平成15年４

月１日に廃止が施行されました。先ほどもお答

えしましたように、この間、465世帯、989人が

転入、平成10年度は転入者が転出者を上回る社

会動態のプラスにも寄与しております。

　この制度での転入により、市民税や固定資産

税などの市税の増加や、人口を基準に算定され

ます地方交付税交付金の増加が効果として挙げ

られます。あわせて、潮彩町住宅地の分譲時期

と重なったことで、土地の完売にも貢献したも

のと思われます。ただ、費用対効果という面で

は課題もございました。

　それと、定住促進条例により各種奨励金を受

けて転入された方は、先ほどお答えしたとおり

でございますが、そのうちで返還期間の10年以

内に転出された方が92世帯、143人ありまして、

現在把握しております範囲で申し上げますと、

373世帯、846人の方が在住されていることにな

るようでございます。

　以上でございます。

〇総務課長（山口親志）川越議員の質問にお

答えいたします。

　市職員の居住地の現状でありますが、消防職

員を含め、職員数252名中６名が垂水市外に居住

しております。内訳としましては、教育委員会

部局２名、市長部局４名であります。

　以上です。

〇土木課長（深港　渉）次に、本城川の新光

寺地区、ここの整備についてお答えをいたしま

す。

　新光寺地区の船渡瀬橋下流付近におきまして

は、御指摘のとおり、上流に比して川幅が広く

なっており、また縦断勾配も緩やかであること

から、御指摘のとおり土砂が堆積しており、現

状におきましては、右岸の住家側でございます

けれども、この既設石積み護岸の天端高が低い
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状況であると言えるところでございます。

　御説明にもありましたとおり、先般、議員み

ずから管理所管であります県大隅地域振興局の

河川港湾課長等と現地立会を実施され、議員御

提案による、現地に堆積している玉石を活用し

た既設石積み護岸のかさ上げを行えば、住民の

安全とともに河床整備も図れるのではないかな

どについて、協議されましたことをお聞きして

おります。しかしながら、その後の整備方針に

つきましては確認をいたしておらず、所管課と

しまして遺憾であったことをおわび申し上げま

す。

　今般の質問通告によりまして、緊急的に整備

の方向について所管へ問い合わせましたところ、

本地区については、緊急度が高い箇所として、

議員御提案の整備計画により今年度予算での追

加要望を申請しているところであるが、現時点

ではまだ決定はされていないところでございま

す。しかしながら、今年度中に盛り込めなかっ

たとしても、来年度事業へ優先順位を上位とし

て要求する予定でございますと確認をいたした

ところでございます。

　以上でございます。

〇川越信男議員　ただいま関係課長の答弁をい

ただいたわけですが、一括して再度の質問を行

います。

　まず、１番目の人口増対策についてでござい

ますが、10年間隔の人口変動を教えていただい

たわけですが、この人口減少の原因は何なのか、

行政としてはどのように検証されているのか、

お尋ねします。

　次に、歴代の市長が取り組まれた対策でどこ

まで定着しているのか、わかっていたら教えて

ください。

　市職員の居住地についてお答えいただき、６

人の方々が市外居住者と知ったわけですが、恐

らくもろもろの事情があると思いますが、６人

の方々は、皆さん妻帯者なんでしょうか。次回

から、採用の場合、独身者の方々は垂水市に居

住するようお願いできないものか、見解をお聞

かせください。

　垂水市に居住されていない６人の職員の方々

は遠距離通勤になるわけですが、個人情報にな

りますので、交通費が総額幾ら支給されている

のか、参考までに教えてください。

　また、護岸改修について、ただいま現在の状

況を教えていただいたわけですが、まだ発注時

期なんかわからないでしょうね。今年度中の要

望ということでしたので、それはまた次回に持

ち越しといたします。

　これで、２回目を終わります。

〇企画課長（倉岡孝昌）人口増対策について

の２回目の、人口減少の原因についてのお尋ね

にお答えいたします。

　人口減の原因を、統計たるみずに記載してお

ります昭和56年から平成22年までの30年間の人

口動態データで見てみますと、まず、出生と死

亡を内容とする自然動態では、出生が5,041人、

お亡くなりになられた方が8,290人であり、この

２つの項目の差である自然動態増減では3,249人

の減少となっております。また、転入と転出を

内容とする社会動態では、転入が２万5,084人、

転出が２万9,344人であり、この２つの項目の差

である社会動態の増減では4,260人の減となり、

自然動態と社会動態の両方の減に起因する人口

の減少は、この30年間で7,509人の減、率で31.3

％の減となっております。

　人口減少の特徴としては、平成22年のデータ

にあらわれておりますが、出生と死亡との数値

の差が200人と、ここ10年の傾向を見てみまして

も、年々差が大きくなっているところでござい

ます。また、転入と転出を見てみますと、定住

促進条例の制定された平成８年から７年ほどは

転入のほうが増加、またはそれほどなかったよ

うですが、平成16年以降は転出が増加し、社会

動態の差が平均して約140人前後で推移いたして
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おります。

　次に、歴代の市長の取り組みによる対策でど

こまで定着したのかということでございますが、

定住促進条例は、先ほど申しましたように、平

成15年４月１日に廃止が施行されております。

これも先ほどお答えいたしましたが、現状で把

握している数で申し上げますと、この制度によ

り、本垂水市に現在残っておられると見込まれ

る方が373世帯、846人になります。また、空き

家バンク制度による転入者は実数で45世帯、108

人になります。

　これまでお答えしましたように、従来の地道

な取り組みとあわせて、人口減対策の施策にも

取り組んできておりますが、なかなか人口減少

に歯どめのかからないところが現状でございま

す。

〇総務課長（山口親志）川越議員の２回目の

質問にお答えいたします。

　市外居住者の６名の職員は、結婚による御主

人、奥様の仕事の都合で垂水市外居住者であり

ます。市外居住者の交通費、いわゆる通勤手当

でありますが、６名で年間108万6,880円であり

ます。

　次に、採用時の垂水市居住の条件であります

が、職員採用試験実施要綱においては、採用と

同時に垂水市居住を条件としております。この

市外居住者の場合は、垂水市職員服務規程によ

りまして市外通勤の承認を得て、市外から通勤

をしている状況であります。

　議員の思いと同様、垂水市居住が望ましいと

考えておりますので、職員に対しても垂水市居

住をお願いしてまいりたいと思っております。

　以上であります。

〇川越信男議員　ありがとうございました。

　最後に私ごとですが、最近、孫が２人生まれ

まして、人口増対策に努力いたしておるようで

ございます。

　それでは、最後に私の見解を述べて、初めて

の質問を終えたいと思います。

　まず、人口増対策について、歴代の市長が対

策をとってきておりますが、成果があらわれて

おりません。先ほども述べましたとおり、重要

な政策でありますことから、引き続き対策をと

っていただきたいと思います。

　次に、河川護岸改修について、安心・安全な

垂水のためにも早目の整備をお願いいたしまし

て、私の質問を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）ここで、暫時休憩します。

　次は、２時40分から再開します。

　　　　　午後２時28分休憩

　　　　　午後２時40分開議

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　８番持留良一議員の質問を許可します。

　　　［持留良一議員登壇］

〇持留良一議員　それでは、質問に入っていき

たいと思います。

　さきの国会で、再生可能エネルギー買取法案

が成立をしました。この法は、家庭や企業が太

陽光や風力など再生可能エネルギーのつくる電

気を、電力会社に全量を固定価格で買い取るこ

とが義務づけられる仕組みです。買い取り費用

が電気料金に転嫁される問題点はありますが、

再生可能エネルギーを飛躍的に普及させれば電

力不足にはならないと言われています。環境省

によると、再生可能エネルギーの潜在的導入可

能量は、日本にある発電設備の電気供給量能力

の約10倍、原発発電能力の約40倍に当たるそう

です。

　本市では平成15年に新エネルギービジョンが

策定され、積極的に取り組んでいくと示されま

した。私は数回、この問題での取り組みも、提

案も含めて、この議場で質問してきましたが、

具体化はありませんでした。しかし、今、原発

からの撤退を求める世論が広がる中、法が成立
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して、再生可能エネルギーの本格的な普及へ向

けた取り組みが市民からも求められていると考

えます。本市の今後の取り組みについて、考え

をお聞かせください。

　次に、介護問題について質問します。

　施行後10年を経た介護保険制度は、保険あっ

て介護なしの言葉に象徴されるように、高過ぎ

る保険料、利用料負担、深刻な施設不足、実態

を反映しない介護認定や利用限度額によって利

用できる介護が制限されるなど、多くの問題が

噴出をしています。そんな中、改定介護保険法

が十分な議論のないまま成立もしました。改定

は、このような問題の解決には手をつけず、新

たな給付抑制策を盛り込むなど、利用者、家族

に重大な影響を与えるものとなっています。今

後、順次、課題等については問題をただし、高

齢者が安心して暮らせる介護になるように、提

案もしていきたいと思います。

　きょうは、来年度の介護保険料の問題と、基

盤整備の一環である特別養護老人ホーム問題に

ついて見解を求めます。

　１点目は、介護保険料の問題です。

　こんな声があります。介護保険料、利用料負

担は既に限界を超えている。特に、国民年金だ

けの受給者等は、限界を超えるだけでなく、そ

の生命維持を行うための生活を脅かすような状

況である。国の責任で最低限度の社会保障を行

うべきであると意見を述べています。今日の状

況の的を射た指摘だと思います。このような状

況を受け、全国市長会でも毎年のように介護保

険料等の軽減制度確立の要望書を提出していま

す。

　そこでお聞きしますが、高齢者の生活実態を

どのように把握、認識されているか、伺います。

　来年度は介護保険の第５期を迎えます。来年

度の保険料が増額になることは、医療費などの

負担がふえ、年金が減額される中、命と暮らし

を壊すことになりかねません。現段階での見通

しについてお聞かせください。

　先般市長へ、介護保険料の値上げ反対の陳情

書を、署名を添えて提出をしました。この署名

の一筆一筆には、暮らしを、そして命を守って

ほしいと市民の切実な声が寄せられています。

市としては、さまざまな努力をして値上げ抑制

対策をとっていくのが責務だと考えます。これ

らの声にどのようにこたえていくのか、お聞か

せください。

　２点目は、特別養護老人ホームの問題につい

て伺います。

　全国で待機者数は42万人、垂水市では先般の

報告では約100名近くいらっしゃいました。一方

では、入所費用が工面できないために待機者に

すらなれないという実態もあります。低所得者

層の対策も含めて、介護基盤の整備が垂水市で

も緊急の課題になっています。基盤整備が進ま

ない背景には、公的助成の削減や施設給付費の

負担割合の見直し、総量規制などがあったと考

えられますが、市の民間任せの問題点もあった

と考えます。しかし、待機者は何年も待てませ

ん。ましてや、家族の介護のために仕事をやめ

る人もあります。市が責任を持って対策をとっ

ていくことが求められています。

　そこで、待機者のこの10年間の動向はどうだ

ったか。

　待機者解消の取り組みの責任はどこにあるの

か。

　対策の基本は国にありますが、行政にも責任

はあると考えます。待機者解消を今後どのよう

に取り組んでいくのか、見解をお聞かせくださ

い。

　次に、予算のあり方について、住宅政策との

関係で質問をいたします。質問の目的は、施設

を有効に活用することで住宅の目的を達成し、

さらに、現在の厳しい経済状況の中、景気対策、

雇用対策の点からも求められていることをただ

したいと思います。
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　公営住宅法には、「健康で文化的な生活を営

むに足り得る住宅を整備し、住宅に困窮する低

所得者に対して低廉な家賃で賃貸をする」と目

的が記されています。私の認識でも、入居を待

っている方がいらっしゃいます。

　そこでお聞きしますが、補正予算での要求等

の経緯について伺います。

　市営住宅の目的はどのようなものか。

　今回の修繕箇所と修繕可能な空き室は何カ所

あるのか、伺います。

　私は、住宅の目的達成の点や、今日求められ

ている景気・雇用対策の点からも、予算を優先

的に配分していくことが求められていると考え

ますが、見解をお聞かせください。

　さらに、今後の方向性についてどのように考

えるか、お聞かせいただきたいと思います。

　次に、学童保育の問題について伺います。

　厚生労働省は、平成19年に放課後児童クラブ

ガイドラインを策定しました。その中で、対象

児童について、健全育成上、指導を要する児童、

特別支援学校の小学部の児童及び小学４年生以

上の児童も加えることができるとしました。こ

れまでも、上級生を対象にという要望は寄せら

れていました。施設の問題など実施していくた

めには課題がありますが、市長以下、努力をし

ていただき、改善されるよう求めたいと思いま

す。

　そこで、大隅地域内の実態はどうなっている

か、お聞かせください。

　そして、本市の状況、また今後の課題と実現

の方向性について伺います。

　次に、学校のアレルギー疾患に対する取り組

みについて伺います。

　昨年６月、国は、学校のアレルギー疾患に対

する取り組みガイドラインについての通達を出

しています。この前提となる報告書では、アレ

ルギー疾患はまれな疾患ではなく、学校やクラ

スに各種のアレルギー疾患を持つ児童生徒がい

ることを前提とした学校保健の取り組みが求め

られている状況にあるとし、取り組みを進める

に当たっては、個々の児童生徒の取り組みが医

師の指示に基づくものとなる仕組みをつくり、

学校における各種の取り組みが、医学的根拠に

基づき、安全で確実で効率的な方法で実施する

ようにと求めています。

　そこでお聞きをいたします。

　アレルギー調査をされていますが、どのよう

なことがわかったか、教えてください。

　学校給食についての取り組みで、本市や県内

の取り組み状況について、どうなっているか伺

います。

　保護者の要望等について、どのように把握さ

れているか。

　また、課題と今後の方向について見解をお聞

かせください。

　報告書では、症状軽減のための温水シャワー

の効果についても述べています。考え方と方向

性について見解を求めます。

　最後に、道の駅の問題についてただします。

　私は、指定管理者制度が公の施設の社会的役

割と機能を低下させる要因を持っている問題点

も指摘しながら、公募するに当たっては、業務

の安定性、継続性、サービス等の質が担保され

るように選定基準が必要だと訴え、他市の事例

も紹介しながら対策を求めてきました。その結

果、市としても努力されてきたことは評価した

いと思います。

　しかし、今回の採用に関する面接の中で職員

の配置基準、賃金、労働条件等が、審査基準個

別項目の労働条件は適正に保たれる内容だった

のか、相談の内容等から疑義を感じずにはいら

れません。雇用責任を果たすという基本は、以

前の労働条件を踏襲することです。この責任は

果たされているとは思えません。見解をお聞か

せください。

　以上で、１回目の質問を終わります。
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〇企画課長（倉岡孝昌）自然エネルギーへの

本格的な取り組みについての御質問にお答えい

たします。

　ただいまの御質問にありましたように、再生

可能エネルギー特別措置法が成立し、今後は調

達価格や調達機関が決定されてまいるようでご

ざいます。このようなことで、全国的に自然エ

ネルギーを利用した発電事業が活発化してくる

ものと思われます。本市にも関連しての問い合

わせ等がございますし、情報提供など行ってい

る事例もございます。本市におきましても、こ

れらの動向に注目しているところで、自然エネ

ルギーの活用は今後の社会環境に係る課題であ

ろうと思っております。

　現時点において、例えば平成15年に策定しま

した新エネルギービジョンを新たに策定すると

いうような計画などはありませんが、例えば、

個別に家庭の太陽光発電に関する実態調査や意

向調査を場合によっては行うことなども今後に

予想されます。今後は、本市におきましても、

太陽光などを中心とした自然エネルギーの活用

に関する取り組みが進んでいくものと思ってお

ります。

　以上です。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）持留議員の御

質問にお答えいたします。

　まず最初に、高齢者の生活実態の把握及び認

識についてでございますが、昨年の12月に高齢

者実態調査を実施しております。具体的な調査

方法としましては、65歳以上を対象とした一般

高齢者調査、40歳から65歳未満の方を対象とし

た若年者調査を抽出で実施しており、また、在

宅の要支援・要介護者と介護保険施設入所者の

全員に対し、実態調査を実施しております。

　結果につきましては、高齢者の多くの方々は、

日常の身の回りこのことや家族の介護、外出な

ど、将来生活に不安を持っておられます。市と

しましては、在宅での福祉・介護サービスに加

え、健康づくりや介護予防、生きがいづくりな

ど、幅広い施策への取り組みが今後、必要と考

えておるところでございます。

　次に、現段階での見通しについてでございま

すが、現在、本市の月額保険料の基準額は4,020

円でございます。全国平均で4,160円、鹿児島県

内の自治体平均では4,172円、これらと比較して

も、本市の介護保険料は決して高い保険料では

ないと考えております。

　また、国においては、来年度以降の介護保険

料について、おおむね1,000円程度の増額になる

ものと見込んでおります。今後の本市の介護保

険料算定につきましては、現在、国から介護サー

ビスの見込み量等を算定するワークシートが届

いたばかりですので、これからの作業になると

ころでございます。

　計画の策定に当たりましては、４期計画の精

査、国の指針や本市の高齢者、要介護者等の実

態を踏まえ、医師や看護・介護施設等の代表者

で組織する介護保険運営協議会にお諮りし、検

討していくこととなります。

　また、国においては、全国的に介護保険料の

予想を上回る増額が見込まれることから、各県

に設置されている財政安定化基金の一部を取り

崩して、市町村の保険料上昇の抑制に充てるこ

ととしているところでございます。具体的には、

今後示されることとなっております。

　最後の保険料の値上げは問題、保険料の考え

方については、市としても陳情書を重く受けと

めております。値上げはできるだけ避けたいと

いう考えはあります。しかし、介護保険料を据

え置き、一方でサービスの充実や施設の整備を

行うということは現状では困難であることから、

サービス等の充実と介護保険料の設定とのバラ

ンスを十分考慮しながら対処していきたいと考

えております。

　次の特別養護老人ホームの待機者の動向に係

る、10年の動向についてでございますが、当該
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事業所が把握すべきもので、市としては正確な

資料を持ち合わせておりませんが、前回議会で

報告しました６月時点での待機者としましては、

95名というふうに把握しております。

　待機者対策の責任ということですが、先ほど

御説明いたしました第５期介護保険事業計画の

策定のための介護保険運営協議会で審議してい

ただき、その答申をもって市長が決定すること

になります。

　この待機者の解消についてでございますが、

市としてはやはり大きな問題であると認識して

おり、今期計画を策定する中で、待機者の解消

に向け協議を、施設整備とあわせて運営協議会

にお諮りし、十分な協議をお願いしたいという

ふうに考えております。

　以上でございます。

〇土木課長（深港　渉）次に、市営住宅管理

の予算のあり方等についてお答えをいたします。

　まずは、市営住宅修繕料等の補正予算要求関

係についてでございますけれども、御案内のと

おり、本市の市営住宅につきましては、そのほ

とんどの建設年次が古く、老朽化が進んでおり、

年を追うごとに維持管理に苦慮している状況で

ございます。特に、老朽化の特性上、修繕対策

に苦慮しており、比較的細かな修繕については

入居時でも対応はしているところでございます

けれども、床、壁、天井などの大がかりなもの

については退去時に対応しているところでござ

います。しかしながら、次期待機者が入居を急

がれている場合などにおきましては、緊急度の

低い床の土台であります床組みでありますとか

天井裏など、日数を要すような修繕は先送りし

ているというような状況もあります。

　このような中、修繕は必要不可欠であり、絶

えず進行していく要修繕箇所を日常的に把握し

ており、これに対応できるよう、逐次、補正予

算において要求をしている状況でございます。

　その中でも特に緊急を要す箇所について順位

を付して、市全体の必要経費でありますとか、

あるいはこれまでの長期年次における住宅維持

管理費の推移等を踏まえ、毎回ほぼ満足できる

予算内示をいただいているところではございま

す。なお、その他、突発的な規模の大きい要修

繕箇所につきましては、対応していただくとい

うことになってございます。

　次に、市営住宅の目的についてでございます。

御案内されましたとおり、市営住宅運営の最上

位法としまして公営住宅法があり、第１条に、

その目的は「地方公共団体は、国と協力し、健

康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、

これを住宅に困窮する低所得者に低廉な家賃で

賃貸することにより、国民生活の安定と社会福

祉の増進に寄与する」とあります。また、運営

する事業主体の維持管理の責務としまして、第

21条のほうに修繕の義務があり、「修繕する必

要が生じた場合は、遅滞なく修繕しなければな

らない」と定義されているところでございます。

　当然、本市の条例におきましても同様に定義

しておりまして、この目的や責務達成のため努

力していることはもちろんでございますけれど

も、御案内のとおり、そのほとんどが老朽化し

ていることから、建てかえ計画のない現状にお

きましては、修繕への対応が最も頻繁であり、

国民のだれもが平等に生活を、安心・安全で暮

らすという公平の原則という観点からも、この

早急な対応が特に重要な業務であると心得てい

るところでございます。

　続きまして、今回の補正予算に係る修繕箇所

等についてお答えをいたします。

　まず、退去後における空き室での修繕としま

しては、現時点では、次期の入居待機者がいな

いことから、城山の北側にあります城山Ａ団地、

ここの１戸について、床組みまで含めた大規模

な修繕を計画しております。その他、待機者の

ある入居準備のための床張りかえでありますと

か、内部塗りかえなど比較的中規模な修繕は、
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元垂水団地の２戸、上馬場団地の２戸、城山Ａ

団地の１戸などを計画に入れております。

　また、入居中でありますが、要修繕を行うべ

きものとして、室内においての建具、給水管、

排水管など、それから室外における浄化槽、側

溝など、入居準備も含めた軽度の修繕としまし

て、牛根麓、海潟、敷根町、錦江町、新城大浜

団地などを計画しているところでございます。

　しかしながら、計画以外に緊急的な対応をせ

ざるを得ない場合は計画どおりの修繕ができな

い箇所もありますことから、あくまでも予定箇

所としてお答えをしております。

　次に、市営住宅におけます各種修繕への予算

配分等ということで、その考え方についてお答

えをいたします。

　住宅修繕の予算配分の当初案におきましては、

要望などにより把握している修繕内容や規模に

より、入居のままでも対応可能な比較的軽度の

もの、傷みやすい台所の床張りかえなど、一部

の中程度のもの、退去後でないと対応できない

重度のものとに、必要金額の度合いにより仕分

けをしております。

　しかしながら、先ほどもお答えしましたとお

り、特に退去後でないと対応できない重度の修

繕につきましては、退去日が特定できない、あ

るいは退去されても、ニーズの高い住宅におい

ては次期入居者の待機者がおられ、しかも入居

を急がれている場合など、計画している一部の

修繕しかできないこともありまして、結果的に

は当初の配分どおりに執行していないと言える

ような現状もございます。このような場合、様

子をうかがってもよろしいような次年度以降で

も対応可能な箇所でありますとか、あるいは退

去タイミングが合えば、前回修繕で残っていた

比較的大規模な箇所などへ計画変更して執行し

ているところでございます。

　また、全体的な予算配分の考え方でございま

すけれども、将来へも持続して維持運営してい

くためにも、基本的な骨格、大きな構造のとこ

ろでございます、これ等の根本的な大規模修繕

費用を優先していきまして、この対応について

は退去後の空き室状態で実施するという方針は

変わりございません。

　また、予算執行については、毎年度ほぼ全額

を執行し、その発注先も、議員が毎回言われる

とおり、市内業者を原則としているというとこ

ろでございます。

　最後に、今後における市営住宅維持管理の方

向性についてお答えをいたします。

　現状におきましては、何度も申しますとおり、

建てかえ計画がない中、特に修繕を的確に推進

し、維持運営を努めていく方針には変わりはご

ざいません。また、建物自体の耐久性という観

点からは、まずは昨年度に策定しました住宅耐

震改修計画により進めてまいります。

　いずれにいたしましても、今後の市営住宅維

持管理運営につきましては、その原則、目的達

成のために、今以上に現状を把握するとともに、

現入居者からの要望への早目の修繕対応を心が

けるよう努めるとともに、その施工につきまし

ても、現状どおり、市内経済活性化要因の一翼

を担うためにも市内業者へ発注するなど、真の

有効投資に努めてまいりたいと考えております。

　以上でございます。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）４年生以上の

児童の学童保育についてお答えいたします。

　議員御指摘のとおり、国のガイドラインにも、

健全育成上、指導を要する児童であれば、４年

生以上も保育可能としております。管内におき

ましても、志布志等につきましては、４年と数

字が明記してあるようでございます。

　この国のガイドラインの中で、県に、健全育

成上、指導を要する児童の範囲を確認いたしま

したが、特別な指導を要する者でなく、保育が

必要な状態であれば入所可能ということでござ

います。
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　現在、水之上児童クラブでは、16名中、４年

生が２名、お預かりしております。垂水児童ク

ラブ、56名、現在おるんですが、空き教室の関

係で拡充ができにくい状況でございます。４年

生は今、在籍しておりません。真に保育が必要

な児童につきましては、現施設で可能な範囲で

対応していきたいと考えているところでござい

ます。

　以上でございます。

〇学校教育課長（有馬勝広）それでは、持留

議員のアレルギー疾患対策の御質問にお答えい

たします。

　平成19年３月にアレルギー疾患に関する調査

研究委員会が、アレルギー疾患に関する調査研

究報告書を公表しました。この調査は、平成16

年５月１日現在、全国の小・中・高、３万6,830

校を対象に実施したものです。

　児童生徒のアレルギー疾患有病率は、全国平

均でございますが、ぜんそく5.7％、アトピー性

皮膚炎5.5％、アレルギー性鼻炎9.2％、アレル

ギー性結膜炎3.5％、食物アレルギー2.6％、ア

ナフィラキシー0.14％でした。本県の結果でご

ざいますが、中学校のアトピー性皮膚炎、食物

アレルギー、アナフィラキシー以外の有病率が、

全国平均を上回っておりました。

　垂水市の現状につきましては、本市の状況を

取りまとめましたので御紹介いたします。ぜん

そく5.0％、アトピー性皮膚炎4.3％、アレルギー

性鼻炎8.3％、アレルギー性結膜炎1.7％、食物

アレルギー4.5％、アナフィラキシー0.2％とな

っております。

　続きまして、学校給食への取り組みについて

お答えいたします。

　まず、県内の小・中学校における食物アレル

ギーの給食への対処方法は、原因食品を提供さ

れる給食から除いて調理する除去食や、原因食

品を提供される給食から除き、それが除かれる

ことによって失われる栄養価値を補うために別

の食品を用いて調理する代替食、原因食品が複

数あるなど給食でどうしても対応できない場合

は、家庭から弁当を持参させるなどの対応がご

ざいます。

　また、事前に給食に使用している材料を細か

く記入した献立表を家庭に配布し、それらをも

とに、保護者や担任などの指示や児童生徒自身

の判断で、給食から原因食材を除外しながら食

べさせる対応もございます。

　さて、本市の取り組みですが、年度初めに食

物アレルギーについて調査を行い、実態及び保

護者の要望等を把握しております。先ほど述べ

ましたとおり、食物アレルギー疾患の児童生徒

が全体の4.5％在籍しており、弁当や代替食材を

持参させたり、原因食品を除去して食べさせて

おります。また、牛乳を飲めない児童生徒につ

いては、自宅からお茶等を持参させています。

　また、市学校給食センターにおける現在の食

物アレルギー対応は、専用の調理施設を有せず、

牛乳の提供を中止し、パン、デザートの代替食

の提供のみの対応をしております。しかし、食

物アレルギー対応について、保護者、学校から

の対応を求める声があるため、現在の調理人員、

既存の調理施設の活用を基本に、実施可能な対

応策と実施のマニュアルを検討中です。

　続きまして、温水シャワーの効果と取り組み

についてお答えいたします。

　アトピー性皮膚炎の児童生徒にとりましては、

汗に対するケアが非常に重要でございます。汗

をかいたら、ふくという習慣を身につけさせた

り、体育の授業後には体育服を着がえるように

指導するなど、効果的な汗対策をとる必要がご

ざいます。

　広島県における調査では、温水シャワー浴が

効果があった、または症状の改善が見られたと

の報告がございます。本市では、現在、特別支

援学級設置校の２小学校にシャワーの設置を進

めており、設置後はアレルギー疾患対策として
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も活用が可能かと考えております。シャワーを

設置していない学校でも、日常的にぬれたタオ

ルで体をふいたり、保冷剤で皮膚を冷やすなど、

効果的な対応を指導してまいりたいと考えてお

ります。

　以上でございます。

〇商工観光課長（塚田光春）道の駅の指定管

理者における従業員の採用と労働条件は、適正

に保たれる内容になったのかという質問にお答

えいたします。

　先ほどの森議員の道の駅についての質問と重

複する部分がありますが、御了承願いたいと思

います。

　まず、職員、臨時職員、パート従業員の採用

につきましては、全従業員へ再雇用を提示した

説明会を行った後、個人的に２回の面接を行い、

本人の希望を聞いて再雇用を進めていますが、

支配人以下２名の職員と２名の臨時職員は、面

接を受けずに退職の意思表示をされております。

また、１回目の面接後も、４名の臨時職員が、

配置がえや勤務時間短縮の可能性を考慮し、２

回目の面接を受けておりませんので、市としま

しては、これまでの経験を生かしてもらうため

に、再度、勤務をするようお願いしているとこ

ろでございます。

　次に、労働条件におきましては、１回目の面

接で、配置がえやシフトや労働時間数の変更の

可能性を示唆しながら、本人の希望を聞き取り、

職員、臨時職員、パート従業員の順に意見をお

聞きしております。２回目の面接におきまして

は、各個人の労働時間数、部門について、３カ

月間の暫定的な配置等について提示しており、

賃金につきましても、臨時職員、パート従業員

につきましては、これまでの平均的な賃金であ

る時給700円を提示しております。また、職員に

つきましては、これまで支配人以下５名であっ

た職員を11名にする予定であり、労働条件につ

きましては大きな改善をしていただくようなの

で喜んでいるところでございます。

　以上でございます。

〇持留良一議員　一問一答方式で行っていきた

いと思います。

　最初に、自然エネルギーの問題ですけれども、

15年前に新エネルギービジョンというのがつく

られています。この中ではこんなことが書かれ

ています。「十分可能なエネルギーも存在する

ことがわかりました」と、いわゆる調査して、

十分可能に対応していく資源はあるんだという

ことを明確にされているんですね。「新エネル

ギーの導入は、新世紀を迎えた現在、貴重な自

然環境、すばらしい生活環境を子や孫に残して

おくために、行政を中心に積極的に取り組んで

いかなければならない大きな課題である」。と

ころが、その間ずっと眠っていたんですね。そ

して今回、原発の問題が発生して、改めてこの

新エネルギーが、再生可能なエネルギーを取り

組んで、みんなで国全体でも大いに議論して方

向を、それぞれ地域も含めてやっていこうじゃ

ないかというのが、今の世論の到達だと思うん

ですよね。

　そうなってきたときに、先ほどの私は、考え

方だと、非常にある意味では消極的な感じに受

け取ってしまうんですよ。というのは、これを

15年前にやって、取り組んでいく可能性も十分

あると明記しておきながら、そのときのやつは

まだまだ要求があって前進していかなかったわ

けなんですけれども、改めてこういうときに私

はやっぱり、川内市がやったぐらいに調査研究

をやっていくんだと、本格的にやはり本市もそ

のエネルギーの調査研究に向けて頑張っていく

のが当然の姿勢だと、やっぱりそういうのが本

来の市民のそういう今の原発を中心としたさま

ざまな社会的な要求にこたえていく、私は方向

だというふうに思うんですよ。

　そういうことがやっぱり示されないと、市民

も本当に納得しないというんですかね、一体市
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は何をしているんだというようなことになろう

かと思うんですが、市長にお聞きしますけれど

も、今、私が提起した調査研究を本格的にやっ

ていくんだという考え方なのか、そのことにつ

いてイエスかノーか、お答えください。

〇市長（尾脇雅弥）持留議員の質問にお答え

をいたします。

　今、話がありましたけれども、原発以降のエ

ネルギーのあり方というのは、今後大きく方向

転換をしていくものだと考えております。基本

的には持留議員の考え方に私も同様の考え方を

持っておりますので、いつ、どの程度というの

はこれからですけれども、いろいろ買取法案な

んかもこれから議論されて、決められていくと

思いますので、そういった方向へ向けて前向き

に進んでいきたいというふうに考えております。

〇持留良一議員　ぜひ、市長の積極的な取り組

みを生かしていただきたいというふうに思いま

す。

　次に、介護問題について伺います。

　その１つが介護保険料の問題なんですけれど

も、先ほど、実態調査もやられたと、そして生

活にも不安があるということが出てきたと思う

んです。ところが、もう少し具体的な中身を私

は知りたかったんですよね。

　というのは、全国のさまざまな調査も行われ

ています。そして国のほうも国民生活基礎調査

というのをやっています。この中で、高齢者の

生活実態というのは、特に生活費を切り詰めて

いるとか、貯金を取り崩しているとかというこ

とも含めて、生活が苦しいというのが約40％近

くあります。そして、なぜそういう状況になっ

てきたかというのは、特にやっぱり介護保険料

や医療費等の値上げ問題、こういうのがやっぱ

り大きな理由になっているということも挙げら

れています。

　そして、何よりも大きな問題は、月収が10万

円未満が約５割以上になっているというこの実

態です。それを裏づける指標として、ＯＥＣＤ

が出している総体的貧困基準の問題では、日本

の高齢者世帯では23％なんですよね。もう本当

に４分の１以上がそういう状況の中にあると。

そういう中で、やはりこの間の介護保険の保険

料の影響も受けながら、高齢者の方々が大変厳

しい生活状況にあるということがあると思うん

ですよね。

　そして、さらにそういうことでまた保険料が

値上がりしていくとなると、さらに出費が膨ら

んでいく。一方では、年金はことしから減らさ

れていきますけれども、月400～500円だとして

も、年間やっぱり4,000～5,000円から6,000円に

なるというのが、この今の平均的な方々の国民

年金を受給されている方々の実態であります。

一方では負担はふえるとなると、さらに介護保

険でさらに一層そういう負担がふえるとなると、

大変だというふうに思うんです。

　県下の先ほど実態が言われましたけれども、

県下でも最低では三島村が2,800円、近いところ

でいくと大口市が3,000円と、さまざまな施設に

関係する、そういう保険料に関係する条件等が

あるかと思いますけれども、いろんな努力をし

て、こんな形で保険料を低く努力をして抑えて

いるというのが実態だろうというふうに思うん

です。

　そこで、市長にお聞きしますけれども、今、

こういう高齢者の生活、ちょっと断片的でした

けれども、お話ししましたけれども、高齢者の

生活実態をどのように受けとめていらっしゃる

のか、１つお聞きしたいということと、あと、

私はやはり対策として、先ほど課長が言われた

とおり、財政安定化基金の取り崩しの問題、も

う当然これは県としてやっていただきたいとい

うふうに思います。そしてやっぱり本市として

できるのは、介護給付準備金の取り崩し、こう

いうことによって、やはりこれ以上の値上げは

しない、さまざまな可能な努力をしていくんだ、
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このことが非常に重要だというふうに思うんで

すね。まず私は介護保険料の問題からお聞きし

たいんですけれども、この２点について、市長

の考え方をお聞かせください。

〇市長（尾脇雅弥）先ほど担当課長もお答え

したようなことで、やはりできることなら値上

げはしたくないというのが本音でございますけ

れども、やはり年々年々、少子高齢化が進んで

まいりまして、その財政的な問題も大きく膨れ

上がっていくのが現状でございますので、サー

ビスを向上することと保険料を上げないことと

いうことで、相矛盾するような状況がございま

すので、その辺もできるだけそういった影響が

ないような形で、いろんな角度で検討してまい

りたいというふうに考えております。

〇持留良一議員　結局、重たい保険料で必要な

介護も受けられない、そのことでさらに悪くな

る。そうすると、さらに今度は重たい形で介護

給付を受けなきゃならない。そうすると、いや

が応でも介護保険が大変苦しくなるという悪循

環を生んでいるわけなんですよね。やはりどこ

でどう断ち切るかというのは、当然、介護予防

含めて取り組みを前進させていかなきゃなりま

せんけれども、やはり安心して払える介護保険

料、これが一番だろうというふうに思います。

　そこで、ちょっとこの問題について最後に市

長にお聞きしますけれども、先般市長は全国市

長会に出られたということをお聞きしましたが、

その中で介護保険に対する重点提言というのを

採択をし、市長も認められて、これを提言とい

う形で出されたと思うんです。その３番目に、

低所得者に対する介護保険料や利用料の軽減対

策、このことも国に要望されているわけなんで

すよね。

　そういうことを考えてみましても、やはり市

長、もう実態としてやっぱりそういう低所得者

に重い保険料、利用料の負担があるんだという

ことをお認めになって、これに当然賛同された

というふうに思うわけなんですけれども、やは

り、再度お聞きしたいんですけれども、こうい

うことも提言についても賛成もされていますし、

やはり先ほど言った高齢者の実態、そしてさま

ざまな重い負担が悪循環を生んで、高い保険料

になっていくんだと。だから、そういう意味で

はきちっとやはり払える保険料にしていく、そ

の方向性で改めて確認できるかどうなのか、そ

の点について、市長の見解を聞きます。

〇市長（尾脇雅弥）今、全国市長会の要望、

確かに私も賛同して、それに挙がっているわけ

ですけれども、先ほども申しましたけれども、

予算との関係という現実がございます。私とし

ては、少しでも上げないような方向で考えたい

とは思っておりますけれども、現実的にかかる

いろんな経費がございますので、その辺のとこ

ろをどういった工夫をして対応していけば影響

が少ないのかということを考えたいというふう

に思っておりますし、また、市町村の単位だけ

で対応できない部分がありますので、国のほう

へ要望しているということでございますので、

基本的には、この辺のところをまたさらにしっ

かりと要望を重ねて、そういった実態を訴えな

がら、できることをさせていただきたいという

ふうに思っております。

〇持留良一議員　次は、施設の問題に移ります。

　保険料の問題については、そういうことを確

認して終わりたいと思います。

　特別養護老人ホーム、いわゆる介護基盤整備

の問題なんですけれども、先ほど、それぞれ議

論をして、この問題については次の介護保険計

画の中で取り組んでいくと言われましたけれど

も、私はやはりこの問題で大事なのは、市がや

はり責任を持ってどう対応していくのかという

のが重要な点だろうと思うんですよ。ある町で

は、いろいろ関係団体とも協議しながら、また

市民とも話をしながら、必要なところにやっぱ

りそういう施設を誘致したり、取り組んでいく
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という実態もあります。何よりも大事なのは、

やはり待機者をどう解消していくのかと、市の

責任でもってこれを解消していくということが、

何よりもやっぱり私は市の最大の行政の責任だ

というふうに思うんですが、これは担当課長の

ほうがいいかというふうに思うんですけれども、

この点について再度確認したいと思いますが、

この点について、市が責任を持って今後対応し

ていくんだということを再確認したいんですが、

いかがでしょうか。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）今、御指摘の

ございましたその件につきましては、やはり第

５期の介護保険事業計画策定の中では重要な位

置と、問題と認識しております。今後、施設の

拡充に向けて協議していきたいというふうに思

っておりますので、これからもよろしくお願い

したいと思います。

〇持留良一議員　次は、住宅の問題に移ってい

きたいと思います。

　先ほど、状況をいろいろ話していただきまし

た。この問題については、いろんな人もこの間、

この議会でただしてこられたというふうに思い

ます。私は今回は２点の角度でこの問題の提起

をしたと思うんですけれども、１つは、やはり

入居者の安心して生活できる条件を何よりも早

く整備していこうよと。例えば、自分の持ち家

であったら、即改修はされるはずなんですよ。

ところが、なかなか今、予算との関係も含めて、

その修繕が計画的な点もあるかと言われました

けれども、しかし、入居されている方は日々そ

のことで向き合わなきゃならない。毎日音がす

る、毎日閉まらない、さまざまな形でその人は

苦痛を覚えながら生活しなきゃならないという

面があります。

　先ほど課長が言われたとおり、法の第21条で

は、遅滞なく修繕しなければならないというこ

とも明記をされています。そして、当然、家賃

の中にはそのことも含まれています。修繕する

内容もですね。ところが、１年たっても、家賃

を払っているのに修繕もなかなかしてもらえな

い。そうなってくると、一体、この人は何のた

めに家賃を払っているのかという、根本的な法

の問題にも絡んでくる問題だと思うんですよね。

やっぱりそうなったときに、やはり入っている

人が安心して生活できる、ある意味での先ほど

課長が言われたとおり、福祉を目的とする観点

からも、やはりそれは早期に対応していくとい

うのが当然だろうなというふうに思うんですよ。

　そして、もう１つの観点は、雇用問題ですね。

今、建設業を中心としてなかなか仕事がないと

いう中で、やはり、先ほど田平議員の持ち家の

空き家対策の問題もそうですけれども、やっぱ

りそういう対策を早急にとって、経済的な対策、

雇用対策をとっていくということも、これはあ

る意味では先行的な投資として取り組んでいか

なきゃならない点だろうなというふうに思うん

ですよ。

　この点については、やはり市長の政策的な判

断だと思うんです。今こういう状況の中で何を

優先していくのか。そのために優先的にここに

予算をつけていく。そのことが結果として、入

居者が安心して生活できる住居環境をつくって

いくということと、経済・雇用対策、このこと

があろうかと思うんですが、市長の見解をお聞

かせください。

〇市長（尾脇雅弥）お答えをいたします。

　いろんな形で計画性を持っていく中でやって

いかなきゃいけないという部分もあろうかと思

います。ただ、今、御指摘のようなこと、現実

的にお困りの現状があるというようなことに対

しては、機敏に対応できるようなシステムとい

うのをつくっていかなきゃいけないというふう

に思っておりますので、そのためには、議会の

皆様方の御理解、御協力というのも今後必要に

なってくるかと思います。

〇持留良一議員　今、市長のそういう回答もあ

― 77  ―



りましたし、何よりもやはり法に照らして、な

おかつ福祉、いわゆる住宅政策は福祉だという

ところが非常に今、重要になってきていると思

うんですよ。そして雇用問題、この問題もあり

ますので、ぜひ政策的にも優先して予算配分を

して取り組んでいく、このことをぜひやってい

ただきたいというふうに思います。

　次に、学童保育の問題について、再質問をさ

せていただきたいというふうに思います。

　先ほど言われたとおり、ガイドラインができ

て、さまざまな関係でそういう取り組みが前進

をしていると。そして、大隅地域内でも垂水市

だけが４年生以上は受け入れていないと。水之

上は委託をしていますので若干性格は違います

けれども、ほかのところはもうすべてが最高６

年生まで受け入れてやっているという実態もあ

ります。

　それで先ほど、その中で出た課題というのは、

狭いということが言われましたし、現状でも、

私はこの問題で、狭いんじゃないかと、あの状

況の中で子供たちが生活するのには危険な問題、

そして安心して放課後を暮らせるという点でも

問題だということで指摘もしてきたんですけれ

ども、ガイドラインでも、１人当たりおおむね

1.65平米以上だということなんですよね。そう

しますと、いやが応でもあそこは狭いと。おま

けに、そういう形で上級生も受け入れとなると、

非常にまた物理的にも困難な状況を来してくる

わけなんですけれども、市長、この問題では、

やはり空き教室をどう有効に活用していくかと

いうのもあるかというふうに思うんですが、こ

の点について、今の現状を課長等からも説明が

ありましたけれども、また大隅地域内のそうい

う問題も認識もされていると思うんですが、ど

うしてもやはり垂水としては垂水小学校の空き

教室を活用していく、ぜひこれは教育委員会、

学校ともぜひ協議をしていただいて、対策をと

っていくという方向で検討できないのか。これ

はやっぱり市長の判断だろうと思うんですが、

この点について、市長の見解をお聞かせくださ

い。

　市長が課長に指示されるんだったら、それは

いいですよ。

〇市長（尾脇雅弥）ただいまの件につきまし

ては、担当課長のほうから答えをさせます。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）学童保育の問

題につきましては、今、垂水小学校のほうで実

際４年生は対応しておりません。ただ、市とし

ましても、学校のほうに一応相談した経緯もご

ざいます。ただ、今、部屋の広さとか、いろい

ろ問題があるようでございます。これにつきま

しては、今後、検討させていただくということ

で御理解いただきたいというふうに思います。

〇持留良一議員　ということは、そういう上級

生等も含めて対応していくために、そういうこ

とも協議していくということで確認してよろし

いんでしょうか。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）条件等を含め

まして、今後協議させていただきたいというふ

うに思います。

〇持留良一議員　次に、アレルギー疾患の取り

組みについてただしていきたいというふうに思

います。

　先ほど実態調査も報告していただきました。

改めて、垂水市が思った以上に実態としてアレ

ルギーの子供たちが多いということを私自身も

認識をしたんですけれども、そういう意味では、

やはり早急なさまざまな対策が必要だというふ

うに思います。

　それで、全国の調査でも、先ほど言われまし

たが、特にアナフィラキシーというのは、一度

発作が起きたら生命の危機にぶつかるというさ

まざまな問題もあるわけなんですよね。そうな

ってきたときに、やはりどう対応していくのか

という点ではまだまだ不十分な点が、先ほどの

状況の中でもありましたし、総じて言うと、こ
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のアレルギー対応の疾患体制についてはまだ本

格的に取り組みがされていないと、こういう現

状がある中で、なかなかそういう認識にも立っ

ていないということが明らかになったのじゃな

いかなというふうに思います。

　そういう意味では改めて、どうしていくのか、

この問題についてどうしていくのか。給食の問

題は言われましたけれども、ほかの問題等も含

めて、どのような考え方が今まとまっているの

か、方向性があるのか、なければないでいいで

すけれども、あるのかないのか、その点につい

てお聞きをいたします。

〇学校教育課長（有馬勝広）では、お答えい

たします。

　今回の御質問いただきましたことで、私ども

もアレルギー疾患対策につきまして、給食セン

ターとも連携をとりながら、いま一度、自分た

ちの市の実態と、そして今後あるべき方向性、

そして今できる取り組みは何なのかということ

を課内等でも検討してまいりました。

　そこで、もう一度、この調査結果と、ここに

ございますのが「学校のアレルギー疾患に対す

る取り組みガイドライン」でございますが、こ

れは議員からも御指摘がございましたけれども、

この冊子、あと「学校生活におけるアトピー性

皮膚炎」という学校保健会が出しているこのよ

うな刊行物がございました。

　そこで、アレルギー疾患、このガイドライン

でございますが、これは文部科学省が監修して

いるものでございますが、やはりこの中に、緊

急時の対応についてのフローチャートもござい

ます。そしてあと、日常の生活についての、こ

れは学校生活管理指導表でございますね。これ

は特に例えば心臓検診などのときにも運動制限

とかいうことで、学校でございますが、この中

に、アレルギー疾患のものも今ございます。

　あと、アナフィラキシーにつきましては、大

変これはしっかりとしたものを学校職員、そし

て私どもも理解しないといけないと思っており

ます。この中に、アナフィラキシーもございま

すし、その中で、起こったときの対応のマニュ

アルもございました。大変すばらしい冊子がご

ざいますので、これをもう一度私どもも読み直

しまして、そしてやはり管理職研修会、あとは

養護教諭研修会、そういうもので学校での研修

会を行っていきたいというふうに、この資料等

を参考に行っていきたいと考えております。

　以上でございます。

〇持留良一議員　確かにその点なんですけど、

もう１点、欠けている点があるんじゃないかな

と思うんですよ。それは、緊急時も含めて、今、

日々の管理は当然だと思うんです。医師との連

携が当然必要になってくると思うんですよ。あ

と大事なのは保護者との関係なんですよね。そ

こが全然出てこなかったんですけれども、この

点についてはどういう対応をしていきたいとい

うふうになっているのか、その点についてお聞

かせください。

〇学校教育課長（有馬勝広）保護者につきま

しては、先ほど、給食の食物アレルギーにつき

ましては実態調査をしました。あと、学校に健

康診断、内科検診、心臓検診、いろいろござい

ますので、そのときに検診が出まして、例えば、

もう一度精密に検査をしたほうがいいですよと

いう方は、学校でそれは治療をお願いして、そ

してその治療の結果を受けるわけですね。例え

ば、心臓の検診で精密検査等が必要な場合には、

運動制限がございます。そのときには保護者と

しっかり連携をとって話をしております。あと、

いろいろすべてにわたりますので、やはりアナ

フィラキシーという非常に生命等に危機がある

ことが想定される場合には、当然、学校と保護

者がしっかり話し合うということでございます。

　あと、給食のアレルギーにつきましては、流

れとしましては、やはり学校、保護者の要望を

聞きまして、そしてやはり診断書をいただきま
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して、学校での検討をして、そして市の教育委

員会もしくは給食センターが保護者と面談をし

て、話し合いをして、どのような実態で、症状

で、そして要望があるのか、そして最終的に市、

教育委員会、給食センターで検討会をして、対

応を決定するという流れをとりますので、そこ

にはやはり必ず保護者の要望とか実態把握、話

し合いは当然ございますので、そこは大事にし

ていきたいと思います。

〇持留良一議員　大事な点は、私は保護者への

情報提供だと思うんですよ。やっぱり保護者と

いうのはなかなか情報も伝わらない、どう情報

を収集すればいいのかということもあろうかと

思うんですよ。文科省はホームページもつくっ

ているかというふうに思いますけれども、その

情報提供、この情報提供をどんなふうにしてい

くのか、このことによって逆に保護者がいろん

なまた要望、要求も出してこられると思うんで

すよ。そのことで、やっぱり内科医とも含めて、

このアトピー対策というのはほぼそういう形で

まとまっていくんじゃないかなと思うんですよ。

だから、その点が先ほどの中にもなかったんで

すよね。

　だから、そのあたりの情報提供というのにつ

いても、ぜひこれは今後、保護者との関係も含

めて、ぜひ取り組んでいただきたいと思います

し、また、温水シャワーもぜひ支援教室の、当

面は支援教室なんかを活用させていただきなが

ら、そういう子供たちへのそういう学校で安心

して学べる環境をぜひつくっていただきたいな

というふうに思います。そのことはもう要望し

て、この問題については終わりたいと思います。

　次に、道の駅の労働条件と雇用対策問題につ

いて伺います。

　私たちのところにも情報もありましたし、ま

た、いろんなことで私たちなんかも調査もさせ

ていただいたんですけれども、私は先ほど１回

目のときに言ったとおり、雇用責任を果たすと

いうのは、以前のやっぱり労働条件を踏襲する、

このことが何よりも前提だろうと。その後、さ

まざまな経営の中で問題点等はそれぞれ、働く

人と経営者とが協議をしながら、問題をただし

ていきながら、そして雇用の場を、そして道の

駅の発展を努力していくというのが基本だろう

というふうに思うんですよ。

　今回の中の雇用説明の中でも、全員の雇用を

確保するためには５時間パートになってほしい

ということもあったそうであります。ところが、

一方では、先ほどの説明にあったように、11名

でしたかね、そういう職員への登用もあると、

非常に矛盾した中身がこの実態の中で行われて

いるんですよ。

　そうしますと、せっかく今までさまざまな形

で知識とかまた力、先ほど言いましたように、

雇用の問題でも、業務の安定性とか継続性とか、

本当に質が保たれていく、そのことはやっぱり

綿々と受け継いで、継続していかなきゃならな

い点があるかと思うんですが、その最大のやっ

ぱり保障は、こういう条件だろうと思うんです

よ。だから、この時点で私たちがこの間訴えて

きたのは、現状の中でやっぱり踏襲していきな

がらやっていくというのが、適正に保たれてい

く内容なんだということを私たちは認識してい

たんですよね。

　実態上はそうじゃないと、そういう矛盾も起

きていると、果たしてこれで本来の選定された

中で、そのことが本当に守られているのかどう

なのかというのは、先ほど言いましたように問

題があるんじゃないか。やっぱりこれをもう一

回ただしてほしいなというのが率直な意見なん

ですけれども、改めてこの問題について、こう

いう経過、背景、中身があったんだけれども、

どうなんだということについて、課長自身はど

のようにお考えですか。

〇商工観光課長（塚田光春）今、持留議員が

おっしゃったのは、恐らく労働条件の中の８時
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間勤務体系を５時間でどうですかという面接が

行われたということだと思うんですけれども、

このことにつきましては、今回の公募された３

事業者ですね、３事業者のすべての提案におき

まして、８時間勤務についてはすべて５時間の

シフト制にするという提案がなされております。

やはり、経費の削減をする中で、一番この方式

をとるのがベストだということだと思うんです

ね。すべての３事業者において、この５時間勤

務が提案されていますことから、やはり今回の

指定管理者であります芙蓉商事・薩摩おごじょ

企画グループも同じことをしています。しかし、

これはあくまでも３カ月の暫定的な提案でござ

いまして、これを５時間で一たんしていただい

て、今後また中身を精査して、また８時間勤務

にかえるとか、そういったこともあろうかと思

います。

　以上でございます。

〇持留良一議員　この問題では幾度となく、い

わゆる公の施設であるというところにおける雇

用問題というのはどうあるべきなのかというこ

とを、問題提起もしてきたはずであります。い

わゆる市がそういう点においてワーキングプア

をつくらないためにも、やっぱりそれに必要な

対策、条件等をつけて公募するのが基本だろう

ということも訴えてきました。そういう意味で

は、今回、初回として、そのことがある意味で

はいろいろな面で試されていくというふうに思

います。そういう意味では、しっかりと私たち

も改めて、この問題で本当にその責任を果たし

ていけるのかどうなのかも含めて、きっちりと

監視もしていきたいと思いますし、今度のこと

については、こういうことでその雇用責任を果

たしてないと私は思いますので、そのことを改

めて、市長を含めて、課長にもそのことは指摘

をしておきたいというふうに思います。

　今回、私はさまざまな角度から問題点をただ

しましたけれども、ちょうど今回、９月という

ことも含めて、予算の編成段階に入っていきま

す。そういう意味では、何よりもやはり働く人

たち、そして高齢者、子供たち、そういう立場

に立ったぜひ予算をつくっていただきますよう、

そのことを要望いたしまして、私の質問を終わ

ります。

〇議長（宮迫泰倫）ここで、暫時休憩します。

　次は、３時50分から再開いたします。

　　　　　午後３時40分休憩

　　　　　午後３時50分開議

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　４番感王寺耕造議員の質問を許可します。

　　　［感王寺耕造議員登壇］

〇感王寺耕造議員　皆さん、お疲れさまでござ

います。

　８番目の登壇でございましたので、あすかな

と予定しておりましたけれども、本日になって

しまいました。

　早速、議長の許可をいただきましたので、質

問に入らせていただきます。市長及び関係課長

の簡潔明瞭な答弁をお願いいたします。

　まず、華厳園への民間企業経営参画の申し入

れについて質問いたします。

　１点目、保健福祉課長は複数の華厳園理事へ

働きかけを行ったのか。私の聞き取りでは、ア

ザレアから２～３人の理事を送り込みたい、理

事参入の見返りに５億円ほどの出資が見込める

との課長の発言があったと聞いておりますが、

事実はどうなのか。

　また、この問題について課内できちんと議論

し、庁議、経営会議に諮り、市長のもとに理事

の皆さんに働きかけをしたのか、保健福祉課長

に伺います。

　市長には、理事への働きかけを保健福祉課長

に指示したのか。また、指示されたのであれば、

どういう理由でされたのか、答弁をお願いいた
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します。

　２点目、24年度からの第５期高齢者福祉計画・

介護事業計画の見通しはどうなのか。現状の問

題点とこれからの方向性について、保健福祉課

長に伺います。

　３点目、市長の中長期にわたっての高齢者福

祉・介護事業へのグランドデザインについて伺

います。

　次に、口蹄疫の防疫対策について質問をいた

します。

　昨年発生した口蹄疫時の防疫対策の総括と今

後の対応について、市長に答弁を求めます。

　次に、肥育牛農家に対する畜産振興策につい

て質問いたします。

　昨年の口蹄疫終息後、ほっとしたのも束の間、

本年、生食による食中毒事件、東北大震災に端

を発する原発事故によるセシウム牛問題で風評

被害を受け、牛肉の末端消費は低迷し、枝肉相

場も昨年同期に比べ、２から３割安となってお

り、肥育農家の経営は逼迫しております。国に

も、マルキンの算定基準の見直し、それに伴う

８月でのマルキンの発動等、対策をとっていた

だいておりますが、いまだ十分とは言えません。

市単独での肥育農家への経営支援策は考えられ

ないのか、市長に伺います。

　最後に、防災無線等の設置について質問いた

します。

　東北大震災、それに伴う放射能汚染、台風12

号による紀伊半島豪雨でも明らかなように、避

難勧告など細かい情報をいかに住民に知らせる

かが重要となっております。その方策と情報伝

達のインフラ整備の考えについて、市長に答弁

を求めます。

　これで、１回目の質問を終わります。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）感王寺議員の

御質問にお答えいたします。

　複数の理事への働きかけを行ったのかという

ことでございますが、経緯を簡単に御説明いた

します。

　アザレアのほうから、７月７日、宿泊施設の

経営が厳しいことから、撤退の意思表示が市の

ほうにございました。そのときに、あわせて、

これまでの華厳園に対する思いを伝えられたと

ころでございます。

　それを受け、７月11、20、27、庁内の経営会

議で諮ったところ、市にとってはやはりアザレ

アの撤退は大きな影響があるという意見でござ

いました。あわせて、華厳園の参画問題は組織

が違うということで、市としてはかかわること

ができない等の意見が出されたところでござい

ます。

　アザレアは、市の希望を受けて宿泊施設とし

て開業していただいた経緯があり、市は相互協

力する立場にあることから、市の方針としては、

当事者をテーブルにつくところまでを設定し、

当事者間で十分協議していただき、判断しても

らうことといたしました。

　経営会議の中で、担当は保健福祉課というこ

とでございましたので、この旨を役員の方に伝

えたところでございます。複数の役員というこ

とでございましたが、以前、アザレアの買収の

段階で、理事会で協議されなく理事長と園長の

ほうで結論を出され、他の理事に諮ることなく

アザレアの買収につきましては話が済んだとい

うことで、結論を得ている状況でございます。

今回、全く空白の状態でアザレアさんと華厳園

の理事会の段階でお互いの要望を聞いていただ

き、その中で結論を出したほうが一番いいだろ

うという判断してのことでございます。

　華厳園さんにつきましても、アザレアさんに

つきましても、自分たちの思いをその理事会と

経営者のアザレアさんで話ししていただくとい

うことで、設定をもって、第１回目のこの前説

明会をされたというふうに聞いております。も

ちろんその中には市も参加しておりませんので、

お互いの意思を言われたというふうに思ってお
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ります。

　次に、２番目の第５期高齢者保健福祉計画、

第５期介護保険事業計画の見通しについてでご

ざいますが、先ほどの持留議員の御質問でお答

えいたしましたが、計画の基礎資料となります

ワークシートが、今月５日に国から送付されて

きたところでございます。これから各種データ

の収集を行い、サービスの種類に応じて見込み

量を算定してまいります。それとあわせて、介

護保険運営協議会にお諮りして、平成24年度か

ら平成26年度までの３年間の介護保険料や、施

設の整備状況等を決めていくこととなります。

国において、来年の１月に介護保険料に係る基

準額等を公表します。それを待って、来年２月

に最終案を策定することになります。

　計画策定に当たっての問題点としましては、

待機者の解消がございます。施設入居の申し込

みはしたが、入居できずに亡くなっておる方も

いらっしゃいます。この申し込みをされている

方々は、各家庭で実情は違いますが、入居を期

待しながら大変な日常生活を送っていらっしゃ

ると思います。待機者の解消につきましては引

き続き検討したいというふうに考えております。

あわせて、在宅での医療・介護についても、次

期計画では充実を図ってまいりたいというふう

に考えております。

　参考までに、第４期計画に掲げていましたが、

療養病床の転換として、現在、垂水温泉病院が

医療療養病床と介護療養病床のうち89床を老人

保健施設へ、18床をグループホームへ、本年度、

転換するようにしております。第５期計画にお

いても、療養病床の転換につきましては引き続

き実施していきたいというふうに考えておりま

す。

　次に、中長期高齢者福祉・介護事業へのグラ

ンドデザインは、についてでございますが、高

齢者保健・福祉施策や介護保険制度は利用者の

意向が基本となることから、アンケート調査や

パブリックコメント等の実施により、住民ニー

ズの把握に努め、サービスの基盤整備に住民の

意向を反映させることが重要と考えております。

　介護が必要になっても住み慣れた地域で自立

した生活を続けるためには、医療と介護の継ぎ

目のないサービスを効果的に利用できるように

することが必要であり、そのためには、今後は、

国の方針を踏まえながら、本市に見合った在宅

及び施設における医療と介護の連携、機能分担

の構築を図っていきたいというふうに考えてお

ります。

　以上でございます。

〇市長（尾脇雅弥）感王寺議員の口蹄疫に関し

ましては、担当課長から説明をさせます。

〇農林課長（森下利行）感王寺議員の、昨年

発生した口蹄疫防疫対策の総括と今後の対策に

ついての御質問にお答えいたします。

　昨年宮崎県で発生しました口蹄疫は、本市は

もちろんのこと、本県畜産の根幹を揺るがすよ

うな事態に直面したところでありますが、生産

者や肝属地区２市４町並びに畜産関係団体で構

成する肝属地区口蹄疫防疫対策協議会による広

域的な自主消毒作業などに加え、イベントなど

の自粛の協力をいただいたことにより、口蹄疫

の侵入を未然に防ぐことができました。

　口蹄疫の終息から１年が経過したところであ

りますが、その間における本市の防疫対策であ

りますが、広報紙による防疫対策の周知徹底や、

主要衛生管理基準等による巡回指導に加え、万

一に備え、機材等の点検等を実施しております。

また、肝属地区口蹄疫防疫対策協議会において

は、新たに肝属獣医師会等を加え、組織の充実

を図り、各種家畜伝染病に対応できるように、

肝属地区家畜伝染病防疫対策協議会に名称を変

更し、これまで懸垂幕の設置や薬品等の備蓄、

消毒機材の購入などに加え、８月31日には鹿屋

市文化会館におきまして、畜産農家や関係団体

職員等を対象に、宮崎大学の末吉益雄先生によ
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る講演会が開催され、改めて口蹄疫の怖さを認

識し、最後に農家代表による頑張ろう宣言で、

家畜防疫の認識を高め、防疫措置に努めること

を確認し合ったところであります。

　今後の対応につきましては、現在、海外との

物流、人との交流が盛んな今日では、いつ何ど

き、どこで発生してもおかしくない状況下にあ

ります。口蹄疫などの家畜の海外悪性伝染病が

発生しますと、畜産業関係だけでなく地域経済

にも多大な影響を及ぼすことから、今後はより

一層危機感を持ちながら、自分の家畜の健康は

自分で守るという自衛防疫の意識を生産者、関

係者が共有しながら、徹底した防疫措置や衛生

対策に努めてまいりたいと考えております。

　以上でございます。

〇市長（尾脇雅弥）感王寺議員の肥育農家に対

する振興策についての御質問にお答えをいたし

ます。

　生食による食中毒事件や、福島第１原発事故

による稲わら放射性セシウム汚染などの風評被

害により、消費者の買い控えなどで、現在、枝

肉相場は低価格で取引がなされ、肥育農家にと

っては大変厳しい経営を強いられていると思わ

れます。

　このようなことを受けまして、市としまして

は、新たに市内産子牛の市場性を高め、農家の

経営の安定を図るための肉用牛地域内一貫経営

促進事業による助成の増額を、９月議会に上程

させていただいたところであります。

　なお、規約の改正につきましては、この事業

は今年度から実施した事業であることから、今

年度の実績等を踏まえ、今後検討させていただ

きます。

　また、垂水市畜産振興会と垂水市肉用牛部会

からも要望書の提出がありました、畜産振興資

金貸付金の利率の無利子化と資金の増額につき

ましては、現在、市から農協への貸付利率1.5％

を、水産振興資金と同様に１％に平成24年度か

ら引き下げる予定であります。資金の増額につ

きましては、農協の意向や貸し付け状況を考慮

して、今後検討させていただきます。

　以上でございます。

　引き続きまして、４番目に関しましては担当

課長より答弁をさせます。

〇総務課長（山口親志）感王寺議員の防災無

線等の設置についての質問にお答えいたします。

　指摘のとおり、本市の防災対策については早

期の情報収集対策をとっており、住民への安心・

安全の対策のために的確な情報伝達が重要であ

りますことは認識しております。その中で、本

市は、平成５年に現在の防災無線を市役所を含

めまして41カ所設置し、急傾斜地区、土砂災害

警戒区域等には戸別受信機1,800台を設置し、対

策をとっております。

　防災無線については、聞き取りにくいとか、

災害時、窓を閉めているときは聞こえないとか、

十分ではありません。本年度は、このような状

況の中、市長の指示により消防団に出動してい

ただきまして、避難等の情報の広報をお願いし

ております。それ以外にも、携帯電話でのホッ

トメール、垂水市のホームページでの情報提供

を行っておりますが、停電等も含め、全市民へ

の情報伝達が十分でないことも承知しておりま

す。

　平成24年度からの防災無線の再整備に伴いま

して、増設等も考えなければなりませんが、莫

大な予算を伴いますことから、ＦＭラジオの活

用、県との協議に伴うテレビ等の活用、職員よ

る広報活動、各振興会所有の放送施設の活用等、

市民の生命・財産を守る観点から検討をしてま

いらなければならないと思っております。

　あわせまして、さまざまなケースで自主防災

組織の充実を図り、防災に対する意識の高揚も

図り、情報伝達、情報収集に対する市民独自の

協力もいただき、早目の情報伝達対策をとって

いきたいと思っております。
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　以上であります。

〇感王寺耕造議員　一問一答方式によりまして

お願いいたします。

　まず、華厳園の問題でございます。私は、今

回このような質問をいたしましたのは、午前中、

北方議員の質問でもありましたとおり、コンプ

ライアンスの問題と、その部分に関して質問を

したわけでございます。

　華厳園の成り立ちにつきましては、皆さん御

承知かと思いますけれども、若干説明させてい

ただきます。まず、昭和31年７月11日、このと

き肝属地区社会福祉協議会の社格法人をとられ

まして、まず老人ホーム経営をなさっていると。

それでその後、昭和38年、事業変更の部分で水

之上保育園の部分で活動も始められました。ま

た昭和54年11月には、社会福祉法人の名称変更、

これがなされておりまして、現在の社会福祉法

人垂水福祉事業協会ということで運営がなされ

ているわけです。また2006年の10月１日には、

県の許可をいただきまして事業開始された部分

が、皆さん御承知のとおり、通所介護施設デイ

サービスの部分と訪問介護事業でございます。

　これは定款をきちっと見てみますと、最初の

成り立ちは昭和31年、この部分では民間のオー

ナー型の社会福祉法人はございませんでした。

だから、公の色彩の強い肝属地区社会福祉協議

会という部分で成り立っていたと思っておりま

す。これは、時代はそういう時代であったと思

っておりますし、このときには確かに市の部分

の関与という部分が多少大きかったのかなと思

っております。ただ、現在では、先ほども申し

ました社会福祉法人垂水福祉事業協会という部

分できちっと運営なさっておられますし、また、

土地についても社格法人の部分で登記がなされ

ております。また、定款の部分については、こ

の社格法人を解散した場合には、定款で、解散

した場合には市に移管するという部分もうたわ

れておりますし、また、理事３名を超えて同一

団体から出してはならないということで、現在、

経営されているわけです。

　そうしますと、できた当初は市の関与もあっ

たわけですけれども、現在は補助金の部分も全

然かんでおりませんし、一部、措置的な入所と

いうことで、市のほうから依頼をされてという

形でのそういう関係しかないわけですね。そう

しますと、行政の仕事もですけれども、私ども

議員の仕事も、法令遵守、この部分の１点に尽

きると思うんです。ただ、この部分を飛び越し

てアザレアさんから申し入れがあったと、経営

が大変だからということで市が橋渡しする資格

もございませんし、大変失礼な話だと思うんで

すね。このコンプライアンスの問題についてど

う考えられるのか、まずお聞きいたします。

　また、華厳園の理事会では、課長が言ったの

どうのという部分はよしますけれども、そうい

う話を、橋渡しの部分の話を受けまして、２回

の理事会が開かれております。１回目、８月12

日開かれまして、まず話を聞くか聞かないかと、

この部分について理事会の意思決定をしたとこ

ろ、一応話は聞こうよということになったと聞

いております。続きまして８月23日、２回目、

アザレアさんが国際大の田中教授、この方が来

られまして、特老をつくりたいんだと、平成17

年、鹿児島で計画して、予算10億5,400万円とこ

ういう部分で計画をしたと。経緯もあるし、ま

た、アザレアの経営者、大坪不動産ですか、関

連会社ですけれども、社長さんも保健婦さんだ

ったということもありまして、社長の意向も社

会福祉事業をやりたいんだという部分で熱い思

いも語られたということなんですね。ただ、経

営参画に当たっては具体的話がなかったという

ことで、３回目、具体的な話を聞こうというこ

とで進められているようでございます。

　ただ、この問題につきまして、私、思うんで

すけれども、橋渡しを、今までの意向、いろい

ろあったかもしれませんが、橋渡しをするんで
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あれば、大坪不動産さんですね、この部分が鹿

児島市で計画されていた部分が、何で県の許可

を受けられなかったのか。予算的なものもござ

いますでしょう。あと、国の施策の部分で、在

宅介護の部分ですね、こっちのほうにシフトし

ておりますから、老人福祉施設よりですね、老

人ホームより。そういう経緯もあったと思うん

ですね、いろいろな経緯があったと思うんです。

ただ、その部分を、アザレアさんの経営状態で

あるとか、実際、福祉に対してノウハウがある

のか、必要最低限その部分を聞いて橋渡しをさ

れたのかですね、私、その辺は疑問に思うんで

すね。この２点について答弁をお願いいたしま

す。

　２番目の高齢者福祉計画、また介護事業計画

ですね、この部分について再度お尋ねしますけ

れども、待機者の部分、解消しようというお話

がございました。これは、要望としては私もい

ろんな方の部分で、なかなか入れないという部

分は聞いております。また、先ほど少し説明が

ありましたけれども、介護療養病床ですね、こ

の部分はまだ48床あるわけですけれども、医療

療養病床についても、国の施策の部分で方向転

換される事業者さんもおられるということで、

なかなか入れないという部分はあるんですが、

ただ、陳情にも出されておりますとおり、既存

の事業者さんは大変不安に思っておられる部分

があると思うんですよ。

　前議会で私、討論させていただきましたけれ

ども、205名の待機者があられたという部分です

ね、課長から答弁いただきました。そうします

と、この部分には重複の部分も含まれると思い

ますし、あと、要介護度はどの程度なのか、そ

のとき示されてはおりませんでしたので、要介

護度１から５までありますけれども、その部分

の分布はどうなったのか、待機者の部分で。こ

の部分と、あと入居者本人と家族にとっての意

思疎通ですね、入居に当たっての、いざ入居と

いうことになった場合ですね、この部分の意思

疎通の部分はどうなのか、細かい精査をされた

のか、その部分についてまずお伺いいたします。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）最初のアザレ

アさんの件でございますが、経営方針等につい

ては、先ほど言われましたけど、調べておりま

せん。ただ、今回、そういう話の御提案をした

のは、先ほども申しましたように、市としても

重要な施設であるということで、何とかお話し

できないだろうかという相談がございましたの

で、経営会議等でもそういうことが決まりまし

て、それを理事の方にお話ししたところでござ

います。

　複数の理事ということでございました。先ほ

ど申しましたように、前回、窓口で門前払いと

いうことだったと伺いましたので、ある理事さ

んから、そういうのを全然聞いていないという

ことでしたので、やはりこういう大きい問題で

すので、理事会の中で協議されて、しかるべき

結論を出していただきたいということでお願い

したところでございます。その結果、話を聞き

ましょうということで理事さんのほうから提案

があって、前回開かれたというふうに聞いてお

ります。

　それと、先ほど言われました５億円と３名の

件につきましては、アザレアさんの、こういう

お話がありましたということでお話ししただけ

で、私のほうから、これだからぜひということ

ではございません。（「ちょっと今のところを

もう１回、ゆっくり」と呼ぶ者あり）その理事

３名と５億円につきましては、アザレアさんか

らこういう提示があったということをお伝えし

ただけだということでございます。

　なぜ５億円かという話をちょっと聞いたんで

すが、オーナーがもう高齢であると、鹿児島の

土地が相続による相続税を払うのであれば、そ

ういうふうに投資したいと、垂水市が気に入っ

ているから投資したいという話でございました。
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そこら辺の事実の確認も含めまして、理事会の

ほうで決定した、もしくは評議委員会のほうで

決定していただければ、市としても随分いい話

でございますので、進めていったという経緯で

ございます。

　介護保険制度、この部分につきましてでござ

いますが、入居者との云々ということにつきま

してはまだ確認しておりません。ただ、私ども

の仕事柄、聞く中では、入所につきましての施

設の不足についてはやはり日々要請があること

も事実でございます。

　待機者の205名、今おっしゃいましたのは７月

時点、７月たしか５日だったと思います。各介

護保険事業所に確認をしております。確認した

電話での数字でございます。その重複分につき

ましては精査しておりませんが、各事業所が言

った数字で報告しております。要介護度につき

ましては、今、数字を持ち合わせておりません

ので、また後でお示ししたいというふうに思い

ます。

〇感王寺耕造議員　コンプライアンスについ

てちょっと説明がなかったんですけれども、確

かにアザレアさん、本市にとって大事な宿泊施

設だと私も認識しております。グラウンドゴル

フ場も持っておられますし、高齢者の方々も朝、

グラウンドゴルフされて、おふろに入って、温

泉に入って、またその後、昼食を食べられてと、

そういう部分でもきちっと機能していただいて

おりますし、また、同窓会等開かれるとき、な

かなか宿泊施設がなかったということで、そう

いうような役割もしていただいていると、私も

その分については評価もいたしますし、感謝申

し上げます。

　ただ、法人に参画する、社会福祉法人華厳園

に参画する問題と、アザレアさんがですね、ア

ザレアさんの経営の問題とは、全く別な問題だ

と私は思うんですよね。アザレアさんが経営が

苦しいということであれば、大事な施設だと思

いますが、その部分は各関係部局の部分で協議

していただいて、また市長の部分で、これは産

業振興の部分できちっと取り組むべき私は問題

だと考えております。例えば固定資産税を減免

するとか、アザレアさんの宿泊がふえるような

行事を市長が先頭に立ってやっていただくとか、

それは産業振興のレベルの話であって、一法人

格を持った、きちっと経営なさっている部分が、

こういう話があったけど聞きなさいというのは

ですね、これは行政の、私はおごりそのものだ

と思うんですよね。

　例えば、社格法人の垂水福祉事業協会のほう

から経営参画について、経営が苦しいから何と

かマッチングしてくださいと、そういう話があ

ったわけではございませんし、経営も順調にい

っているわけですよね。また、施設も昭和64年

４月に現在の部分に移っておりまして、築後23

年から４年、耐用年数50年まではまだあります。

また、修理の部分も出ているということでござ

いますけれども、本年度もＪＲＡ、中央競馬会

ですね、この部分に300万円近くの申請をいたし

まして、あとはこれは補助の実行決定を待つだ

けだということで、きちんと自助努力の部分で

なさっているわけですよ。この部分が私はおか

しいと思うんです。

　それで、あともう１点つけ加えさせていただ

きますと、定款の部分で、理事の９名という部

分が決まっております。ちょっと読み上げてみ

ますね、定款の部分ですね。社会福祉協議会か

ら１名ですね、老人クラブから１名、民生委員

から１名、教育委員から１名、公民館代表１名、

有識者、これは市長推薦であります、これが１

名、水之上保育園から１名、華厳園から２名で

すね。９名の部分がそういう部分の定款になっ

ております。また、理事の下に諮問会議としま

して、理事会のですね、評議員22名、理事を含

めて22名の部分ですね、この部分できちっと運

営なされているわけですよ。
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　そうしますと、私、コンプライアンスの問題

を先ほどから言っておりますけれども、例えば

教育委員、この部分については市長に指名権が

あります。我々議会の承認の部分ですね、市長

に指名権がある。また、市長推薦の分ですね、

これは当然市長に、考え方に親しい人がなられ

る。また、社会福祉協議会、この部分について

も、結局補助金ですね、市が出しておりますか

ら、市長の意向の部分が強く働くわけですよ。

この部分にアザレアさん２名入ってごらんなさ

い。５名ですよ。運営はアザレアさんの部分で

動くわけですよね。そういう誤解も与えるわけ

ですよ。だから、一応経営自体はきちっと行っ

ているわけですから、社格法人の部分で。この

部分が私は問題だと物申しているわけです。こ

の部分についてどう考えるのか、市長に答弁を

求めます。

〇市長（尾脇雅弥）今、感王寺議員からあり

ましたアザレアの問題と華厳園の問題、私もこ

れはまた別問題だというふうには考えておりま

す。アザレアさんに対して、今、減免云々の話

もございましたけれども、これも最大限させて

いただいていることも御報告をさせていただき

ます。

　内容的には先ほど課長から説明があったとお

りなんですけれども、アザレアさんから、アザ

レアさんの経営に関しての相談があったことは

事実でございますので、その中でいろいろ意見

を聞く中で、思いという部分で、そういった福

祉の部分をやりたいということがあるという話

は聞きました。そういった中で、できれば華厳

園でこういった形で参画をさせていただいてと

いうことで、そうしますとこういうようなメリ

ットがありますというような、ざっくりとした

お話はお伺いさせていただきました。

　それを受けて、後日、担当課長のほうから、

理事の中でもそういった形で話を聞きたいとい

う方がおられるというようなことでございまし

たので、そういったことであればそういった機

会を設けましょうというのが、今回までの経緯

の話でございまして、どうしなさい、こうしな

さいというような誘導的な導きをしたというこ

とではありません。お互いに話をしたい、話を

聞きたいと。

　で、話をする中で、私はいい提案のように思

いましたので、それが華厳園さんの理事の中で

検討されて、いろんないいところ悪いところあ

るんだと思いますけれども、そういったものを

いいものは取り入れていただいて、こういうふ

うにしてできるとかというようなことがあれば、

それはそれでいいんじゃないかというようなこ

とで、今申し上げましたとおり、話をしたいと

いうことと、話を聞きたいというようなことで

あるというような状況でございましたので、お

互いの納得の上でそういった機会をつくること

もどうなんでしょうかということで、お話をさ

せていただいたという経緯でございます。

〇感王寺耕造議員　余り質問をしたくないんで

すけれども、最後、１点だけ確認と要望の部分

ですね、要望といいますか、お願いです。

　まず、この問題についてはもう入り口の部分

から、何度も言いますように、もう間違ってい

るんですよね。決定権ないわけですね、はっき

り言ってですね、市にはですね。この部分につ

いては、一応橋渡ししたことは、言ったの言わ

ないの、そういう問題はもうよしとしましょう。

ただ、意思決定はあくまでも当然、垂水福祉事

業協会の部分にあるんだという確認と、これ以

上の介入はしないというその確認だけ、ちょっ

と市長のほうに答弁をいただきたいと思います。

くどいようですが。

　それと、お願いといいますのが、いろんな企

業もありますし、いろんな団体もございます。

その中で、やはりこういう大事な問題について

は、どのような経営をなさっていて、本当にそ

れを実行できるのかですね、鹿児島でやられよ
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うとしていたものが何でだめになったのか、そ

の部分はやっぱりきちっと調査していくべきだ

と思うんですね。

　それでまた、垂水南中の問題もございました。

全協の部分で、価格が折り合わなかったという

ことですね。私どももこういう仕事をしていま

すといろんな情報が入ってまいります。土地鑑

定士さんの部分と、10分の１の価格だったとい

う、こういう伝え聞きですから本当かどうかわ

かりませんけれども、南中についても、大体坪

単価というやつは素人でもわかるわけですよ。

そういうようなですね、私はいい話だと思った

んですよ、思ったからこそ悲しいんですよ。で

すね、住民の皆さんも期待なさっていたしです

ね。10分の１という部分が事実であれば、何で

そういう方々ときちっと協議して、わざわざ全

協の部分でモデルのこういう部分まで出された

わけですよ。

　だから、今後、こういう交渉事についてはき

ちっと調査して、どうやっていくんだという部

分が、性善説だけ乗っかっていても行政マンと

しては私は物足りんと思います。性悪説に立っ

て、きちっとどういう形で取り組んでいくのか

という部分が私は必要だと思いますので、後者

につきましては要望とさせていただきます。

　市長、１点だけお願いします。

〇市長（尾脇雅弥）先ほどからお答えをして

おるとおりでございまして、特に私が特別な介

入をしているということではありませんので、

そのように御理解をいただきたいというふうに

思っております。

〇感王寺耕造議員　市長、済みませんね、くど

かったですけれども、次に入ります。

　まず、口蹄疫対策ですね、この部分について、

私、前水迫市長の時代、昨年ですか、おきまし

て、いろいろお願いもしましたし、また、水迫

市長も本当に心配していただいて、きちっと動

いていただきました。また、そのとき尾脇市長

も畜産振興会会長ということで、私と手を携え

て活動したことが思い起こされました。

　まず、この口蹄疫の問題ですけれども、昨年

の６月、私、議会で質問させていただいたわけ

ですけれども、なかなか、遅々として解決が進

まなかったという問題がございます。そういう

部分で、昨年の６月ですか、口蹄疫対策特別措

置法、この部分を与党、民主党ですね、また自

民党の先生方にお願いしながら、地元の先生に

お願いしながら、口蹄疫特別措置法をつくって

いただきました。この部分で、殺処分される牛・

豚、その部分の買い上げ価格とか補償の部分、

埋却の部分、消毒のあり方、また予算措置です

ね、各行政に対する防疫事業の部分できちっと

やっていただきました。これができたからこそ

解決できたと私は思っているわけです。

　ただ、この口蹄疫特別措置法、24年の３月31

日限りの時限立法でございまして、それを受け

まして、本年また、家畜伝染病予防法、この部

分も６月の部分で、まだ一部未施行ですけれど

も、改定されております。主な部分、水際の対

策ですね、こういう部分とか、また殺処分の牛

の部分もきちっとうたってありますし、なんで

すが、ただ１点だけちょっと、あれっという部

分がやっぱりございまして。

　といいますのは、報告、口蹄疫の牛・豚が出

てきた場合、報告義務違反という部分がござい

ます。また、移動制限の部分についていきます

と、この部分が300万円未満の科料かもしくは３

年以下の懲役となっていたと思うんですけれど

も、こういう部分についても、メガファームと

言われる安愚楽牧場ですね、今、騒がしていま

すけれども、世評をですね、この部分が14～15

万頭飼っているわけですね。そういう何百億円

も動かすような、負債総額が4,330億円でしたか、

今現在、民事再生を清算方と入っていますけれ

ども、そういう部分では、たったそれだけの科

料で本当のことを言うのかと、そういう問題も

― 89  ―



ございます。家畜伝染病予防法の部分であった

り、やっぱり物申していかなきゃいけない部分

が多いのかなと考えております。

　市に関することで申していきますと、例えば

あのとき自主消毒のチェックポイントをつくっ

ていただきました、課長。ただ、そのとき牛根

麓でしたかね、やっていただいたわけですけれ

ども、漁協青年部の方々が、海が汚れるという

ことでクレームもございましたですね。そうい

う部分について、そういう細かい部分について

やっぱり市として協議していただきたいという

部分が１つと、市長もこの間の会、私も一緒に

参加させていただきましたけれども、あのとき、

行事をどうとめるのかという部分も先生のほう

からお話があったと思いますね。

　そうしますと、やはり口蹄疫の恐ろしさ、た

だ牛だけじゃないんだと、市民の皆さんの生活

も規制していくような状況になるわけですから、

行事とかもとめなきゃいけないですしね。そう

なった場合、市長、宮崎でもそうだったわけで

すね、ゴールデンウイークの観光のとき、生駒

高原のコマーシャルをいつまでも流しておりま

した。６月に入ってから非常事態宣言、東国原

知事が出したのがですね。

　だから、口蹄疫は結局まず人間、また物です

ね、車両、この部分でうつっていきますので、

行事もとめなきゃいけないとそういう部分であ

れば、そういう情報自体をきちっと市民の皆様

にお知らせしていくこと、その部分も、またい

つ起こるかわかりません、そういう部分が必要

だと思いますので、この部分については課長で

よろしいので、よろしくお願いいたします。

〇農林課長（森下利行）感王寺議員の２回目

の御質問にお答えいたします。

　宮崎県での口蹄疫の感染源につきましては特

定ができず、黄砂や鳥が運んできたとか、人の

移動により感染したなどの推測がなされている

ところであります。このような状況の中、先ほ

ど申しましたとおり、海外との物流、人との交

流が盛んな今日では、発生国への旅行者等によ

りウイルスを持ち込むことも考えられますこと

から、発生地区への移動や家畜の接触を自粛し

てもらうなど、市民への広報等にも努めてまい

りたいと思っております。

　以上でございます。

〇感王寺耕造議員　口蹄疫ですけれども、この

部分についてはきちっと農林課長のほうからお

答えいただきました。

　御承知のとおり、韓国またベトナム等、猛威

を振るっております。先ほど家畜伝染病予防法

の改定の部分で、ちょっと話、すべきだったん

ですけれども、水際対策としてきちっとうたっ

てはあるんですが、国の部分もなかなか水際の

部分での、法は改正したけれども、人員の配置

とか予算という部分は十分だと私は思っており

ません。だから、そういう部分で言えば、やは

り課長もちょっと触れていただきましたけれど

も、今、世界の口蹄疫の現状はどうなのかと、

どういう形でうつっていくのかと、くどいよう

ですけれども、そういう部分もきちっと市民の

皆さんにお示しするということがやっぱり必要

だと思うんですよね。

　そうすることによって、結局、韓国に旅行に

行かれた場合は、できるだけ偶蹄類ですね、牛・

豚、２つ爪があるやつについてはさわらない。

またそういう農場には行かない。また、もし行

った場合は、帰ってこられて１週間とか10日程

度は畜産農家のところに行かないと、そういう

細かい情報を発信していただきたいと。尾脇市

長も肝属地区の協議会の有力メンバーでござい

ますので、畜産も経営なさっておりました。そ

ういう部分も市民の部分で広げるような活動を

やっていただくことを要望いたしておきます。

　次に、肥育農家に対する振興策でございます

けれども、この部分については、肉用牛、地域

内の一貫経営の部分ですね、またそれとあと畜
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産振興資金ですか、今回９月議会で、肉用牛地

域内一貫経営事業につきましては補正を組んで

いただいたところでございます。同僚議員の皆

様の御理解をいただきまして、ぜひとも可決し

ていただきたいと思っております。

　また、3,000万円の貸付金の部分、利子の部分

については24年度から見直していただけると。

また、総額についてのＪＡの意向もいろいろあ

ります。ただ、ＪＡの意向だけじゃなくて、私

は畜産経営農家の意向もまず第一だと考えてお

りますので、この部分についても、総額の部分

についてまた再考いただければと思います。

　前向きな御答弁をいただきまして感謝申し上

げます。この点につきましてはもうこれで終わ

らせていただきます。

　議長、次に、防災無線等の設置について２回

目に入らせていただきます。

　総務課長がいろいろおっしゃっていただきま

した。また、防災無線、該当の部分、41カ所、

戸別受信機が危険地域中心に1,800台と。また、

今度からホットメールもやっていただいており

ますね。ホームページの部分も。また、今回か

ら消防団ですね、この部分の活用もやっていく

と、職員の部分もやっていくんだと、ＦＭもや

っていくんだ、テレビ、そういう部分も申して

いただきました。

　消防団もやっていただくということですけれ

ども、私も消防団に入っております。市民の皆

様の安心・安全のためには一身をなげうって活

動する覚悟ではございますけれども、やはりこ

の広報活動の部分については、職員の方々もそ

うですけれども、やはり二次災害の危険性とい

う部分が一番大きいと思うんですよね。そうい

う部分を考えていきますと、危機管理監もおら

れますけれども、どういう形で、それで状況も

いろいろだと思うんですよね。その部分をもう

１回、再度考えるべきかなという部分の考え方

を私は持っております。

　また、テレビですね、ラジオは別ですけれど

も、テレビにつきましても、停電のときどうす

るのかという話もあるわけですよね。電話等も

そうですよね。今、ファクス機能とかいろいろ

ついておりますので、電話の部分も、昔の黒電

話だったら、電気消えてもよかったわけですけ

れども、ううんと思うんですよね。予算の関係

とかもあるんでしょう。

　ただ、この問題につきましては、一応私は組

織はできていると思うんですよね、組織はでき

ていると。水迫市長の時代、危機管理監の部分

の創設もいただきましたし、また自主防災組織

ですね、この部分もうまく機能していると。た

だ、末端の部分で、どうやって情報を伝えてい

くのかですね。せっかく得た貴重な情報、市民

の皆様に伝わらなければ意味はございませんの

で、まず、停電のときでも使えるような部分、

そういう部分が必要だと思っております。

　ツールは、私、幾つあってもいいと思うんで

すよ。１つのツールがつぶれたら、だめなわけ

ですから、ツールはいろいろ持っていいと思う

んですけれども、さっきありましたＦＭですね、

ラジオの部分ですね、予算的なこととかですね。

そしてテレビの部分ありました。この部分につ

いてちょっと詳しく教えていただきたいと思い

ます。

〇総務課長（山口親志）まず、ＦＭラジオの

ほうから御説明を申し上げたいと思います。

　ラジオについては、ＦＭたるみずがあります

が、子機を各世帯に配布をしまして、強制的に

整備をしましてそこへ入るという方法もあると

聞いておりまして、そのお話も聞いております。

ただ、先ほども申し上げましたとおり、これも

防災無線の整備とあわせまして、莫大な予算が

要りますので、相当な検討を要すると。

　それと、先ほど申し上げましたテレビについ

ては、県のほうでＮＨＫ等と協議をしまして、

サーバーを県のほうが、災害時に県のほうが整
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備をしまして、そのサーバーを各市町村が契約

をしまして、県の情報発信とあわせまして、各

市もそのサーバーで、テレビを通じまして各家

庭へ配付をするという方式があるということで、

今回、知事と語る会の中で少しそのあたりは事

業等の要望や事業等の説明を受けたいかと思い

まして、そのあたりの検討も今、検討というよ

り、情報をいただいているところであります。

　以上です。

〇感王寺耕造議員　議長、もうこれは御質問は

やめますけれども、ちょっと防災無線ですね、

要望といいますか、やはり御高齢の方が一番不

安に思っておられると思うんですよね。それで

現在、住宅も密閉型になっておりますし、台風

時はなかなか聞こえないということで、これは

行政連絡会等でもいろいろ御指摘があった問題

だと思っております。

　私、若い方々はほとんど携帯を持っておられ

ますし、ホットメールの部分ですね、対応でき

ると思うんですよね。そうしますと、せっかく

自主防災組織ができたわけですから、各世帯で、

携帯を持っておられる方は充電しておけば、機

種にもよりますけど、最低１日はもちますよね、

停電になっても大丈夫なわけですよね。そうし

ますと、そういう家庭につきましてはＦＭ受信

機、レシーバーの部分も必要ないわけですね。

各世帯でどういうような対応をとれるのか、逆

にそういう自主防災組織を使って、うちは結構

だという家庭もあると思うんですね、ホットメー

ルの部分で。そういう精査をしていただいて、

それから漏れた方々、その方々につきましてレ

シーバーの部分の貸与でありますとか、そうい

う部分をやっていく私は必要があると考えてお

ります。

　ぜひとも、人命にかかわることですから、予

算は潤沢に使うべきときは使っていただいて、

隣の被害ですね、新御堂の被害もございました、

５名程度ですね。本当に悲しいああいう出来事

がないように切に要望いたしまして、私の今回

の質問を終わらせていただきます。

　どうもありがとうございました。

〇議長（宮迫泰倫）本日は、以上で終了しま

す。

　　　△日程報告

〇議長（宮迫泰倫）次は、明日午前９時30分

から本会議を開き、質問を続行します。

　　　△散　　会

〇議長（宮迫泰倫）本日は、これにて散会し

ます。

　　　　　午後４時44分散会
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平成23年９月14日午前９時30分開議

　　　△開　　議

議長（宮迫泰倫）定刻、定足数に達しておりま

すので、ただいまから本日の会議を開きます。

　本日の議事日程は、きのうに引き続き一般質

問であります。

　　　△一般質問

〇議長（宮迫泰倫）それでは、通告に従って

順次質問を許可します。

　最初に、10番池山節夫議員の質問を許可しま

す。

　　　［池山節夫議員登壇］

〇池山節夫議員　おはようございます。池山で

す。

　それでは、議長に発言の許可をいただきまし

たので、さきの通告順に従いまして、一括方式

で質問をいたします。市長、教育長並びに関係

課長の御答弁をよろしくお願いいたします。

　公共サービスを市民自身やＮＰＯが主体とな

り提供する社会、現象または考え方を「新しい

公共」と呼びます。これまでの公共サービスは、

行政が管理的に提供する立場であり、市民は供

給される立場でありました。新しい公共では、

市民も公共サービスの提供者となるし、行政は

市民にその場所を提供し、信頼して権限を移譲

することが求められます。新しい公共がつくり

出す社会は、支え合いと活気がある社会です。

すべての人に居場所と出番があり、みんなが人

の役に立つ喜びを大切にする社会であるととも

に、そこから新しいサービスが生まれ、活発な

経済活動が広がり、その成果が社会へ還元され

て人々の生活が潤うという、よい循環の中で発

展する社会を言います。

　この新しい公共の考え方の中で、地域で見守

る子育てについて質問をいたします。

　女性１人が生涯に産む子供の推定人数を示す

合計特殊出生率が2010年は1.39となり、2005年

の1.26、2009年の1.37から上昇傾向となりまし

た。鹿児島県は、前年比0.04ポイント上昇して

1.60となり、全国で５番目となっています。垂

水市では、市報の産声欄を見ますと、昨年７月

から本年６月までの出生届は90名です。現状認

識と今後の対策について伺います。

　児童虐待について。

　昨年度、全国の児童相談所が対応した児童虐

待の件数は５万5,152件で、前年度より１万件以

上も増加し、過去最多件数となりました。県内

でも2010年度、虐待のおそれがあるとして自治

体や児童相談所へ寄せられた通報が669件で、過

去最多となっています。身体的・心理的暴力や

育児放棄といった児童虐待が繰り返されており、

早期に歯どめをかけないとエスカレートして、

最悪の場合、死に至ります。社会全体で安心し

て子育てできる環境をつくることが必要となり

ますが、見解を伺います。

　小・中学校のいじめ、暴力行為と不登校につ

いて。

　県内のいじめ認知件数は小学校139件、中学校

176件、高校93件、暴力行為は小学校２件、中学

校39件、高校121件、そして小学校の不登校は235

人、中学校1,297人、高校991人となっています。

昨日もありましたが、再度伺います。市内の小・

中学校で把握できていれば、数を教えてくださ

い。

　学校図書館の課題について。

　子供と本をつなぐガイド役を務め、授業に必

要な図書の準備に当たる学校司書不在の小・中

学校が半数以上で、これは垂水市内でも同様で

あります。学習支援施設としての学校図書館が

その機能を十分に果たしているか、環境整備に

取り組む必要があると思います。財政難はどこ

も同じです。教育をどれだけ重視して対応して

いくかで、子供たちの言語力の育成に差が出て

きます。現状と課題について伺います。
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　日本経済が右肩上がりで成長を続けていた時

代、日本国民は一億総中流という意識でありま

した。収入から税金や社会保険料を差し引いた

国民１人当たりの所得を順番に並べ、中央の値

の半分より低い人の割合を相対的貧困率と言い

ますが、年間112万円未満が貧困となり、相対的

貧困率は16％になったそうです。非正規雇用が

ふえて貧困が拡大する原因になっており、さら

に生活保護受給世帯のうち半数近くが高齢者世

帯で、そのうち９割がひとり暮らしです。一た

ん貧困状態になると、再び生活を安定させるの

が難しい世の中になっています。社会全体で貧

困から抜け出すための支援に取り組む必要があ

りますが、貧困率と生活保護について伺います。

　防災について。

　10万人を超す死者・行方不明者を出した関東

大震災は1923年９月１日に発生しましたが、1960

年にこの日を防災の日と制定しました。３月11

日に起きた地震・津波で死者・行方不明者合わ

せて２万人を超える犠牲者を出した東日本大震

災の記憶は、生々しく残っております。防災の

日を機会に、災害への対策は十分なのか、不足

した点はないのかを問い直し、災害に強いまち

づくりを目指さなければなりません。

　枕崎市は、市内全域を標高別に色分けした津

波対応マップを作成されました。標高20メート

ル以上にある３カ所の避難場所も書き込まれ、

津波警報が出された場合の避難の仕方も示され

ております。このマップを市内のすべての世帯

に配布して、自宅周辺の標高を把握し、避難場

所を事前に決めておく目安にしてほしいと広報

活動をしております。

　錦江湾内での津波に対する危険は低いかもし

れませんが、1914年に湾奥でマグニチュード7.1

の地震が起きております。津波対応マップにつ

いて、見解をお聞かせください。

　東日本大震災後、水や食料の備蓄への関心が

高まっています。一般的に、救援物資が届くま

での３日間の備蓄が求められておりますが、防

災備蓄についての認識を伺います。

　また、地震や津波、台風などによる豪雨での

本城川堤防の決壊などを想定した避難指示・避

難勧告の出し方や、避難経路・避難誘導などに

ついても教えてください。

　再生エネルギー法について。

　バイオマス発電について。

　家畜の排せつ物や焼酎かすなどのバイオマス

を堆肥や燃料として再利用する取り組みが進ん

でおります。バイオマス発電は、家畜の排せつ

物や生ごみなどを発酵させて発生するメタンガ

スでエンジンを動かし、連動するモーターで発

電するものです。昨日の田平議員の質問にもあ

りましたが、垂水市でもバイオマス実証実験が

行われ、それなりの成果があったわけです。バ

イオマスの発電について可能性はないか、伺い

ます。

　太陽光発電と風力発電については、自然エネ

ルギーの活用の観点から設置を検討できないか、

昨日に引き続き、再度伺います。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）おはようござ

います。

　それでは、御質問の出生率についてお答えい

たします。

　本市の出生数でございますが、その年により

増減がございます。過去５年間で見ますと、平

成17年が115名、平成18年が104名、平成19年が

114名、平成20年が114名、平成21年が97名、平

成22年が120名と、ほぼ横ばいで推移しているよ

うでございます。人口1,000人当たりの出生率を

過去５年間の率で言いますと、国が8.6、県が

8.74、本市が６前後で推移し、比較しますと低

い水準が続いている状況であるようでございま

す。

　また、15歳から49歳までの女子の年齢別出生

率を合計した合計特殊出生率は、平成15年から
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19年までで言いますと、国が1.31人、県が1.52

人、管内が1.75人、垂水市が1.46人で、国の数

字は上回っておりますが、県や管内の中では低

い状況でございます。

　次に、児童虐待についてお答えいたします。

　児童虐待件数につきましては、質問の中にあ

りましたように、全国では増加の一途でござい

ますが、平成22年度に全国の児童相談所が対応

いたしました虐待相談件数は５万5,000件、過去

最多で、毎年記録を更新している状況でござい

ます。一方、本県では、ここ数年、減少傾向で

推移しており、平成22年度の認定件数は122件で

ございます。

　本市の状況でございますが、虐待事案として

４件把握しております。ただし、新聞、テレビ

等で報道されているような、生死にかかわるよ

うな深刻な状況にあるものではなく、いずれも

育児放棄と行き過ぎたしつけによる身体的虐待

が複合しているものでございます。

　続けて、貧困率をしていいでしょうか。

　２番目の、少し飛びますが、貧困率について

でございますが、貧困率とは、国家内の所得格

差を示す指標の１つで、厚生労働省がことし７

月12日に発表した2010年の国民生活基礎調査に

よりますと、年間所得が112万円未満の貧困とみ

なされる人々の割合が過去最悪の16％に達し、

前回2007年の調査時に比べ貧困率は0.3ポイント

上昇し、1986年の調査以降、最悪となったとい

うことでございます。

　厚生労働省によると、貧困率が上がった原因

には、収入の低い非正規労働者や高齢者層の増

加が考えられ、ＯＥＣＤの調査では、2000年代

半ばの相対的貧困率は、日本におきましては、

メキシコ、トルコ、アメリカに次ぐ４番目の高

さだったという結果が出ております。

　日本の貧困率が高い理由の１つとして女性の

賃金が低いことが挙げられ、女性は非正規雇用

の中でも特に賃金が低いパートやアルバイトが

多く、正規雇用の場合も管理職への登用が少な

いなど、理由があるようでございます。また、

貧困率をさらに押し上げているのが少子高齢化

であり、生活保護受給世帯のうち半数近くが高

齢者世帯で、生活保護を受給している高齢者世

帯の９割がひとり暮らしということでもござい

ます。

　生活保護も続けていいですか。

　生活保護の現状について御説明を申し上げま

す。

　全国で生活保護を受給している人が５月時点

で203万1,587人となり、戦後の混乱の中で過去

最高でございました1951年の約204万人に迫る水

準となったと、厚労省の報告がございます。

　本市の現在の生活保護受給者についてでござ

いますが、平成元年度が188世帯244名、平成12

年が124世帯161名、５年前が135世帯167名、４

年前、19年４月でございますが、135世帯163名、

３年前、20年４月でございますが、132世帯167

名、平成21年４月が134世帯174名、平成22年４

月が137世帯180名、ことし４月でございますが、

133世帯169名、９月１日現在でございますが、

123世帯154人となっております。鹿児島県内で

もほかの福祉事務所では増加傾向にございます

が、本市は減少している状況でございます。

　本市の生活保護受給者が増加しない原因とし

て考えられていますのが、他市町からの転入者

による保護申請はほとんどなく、本市で生まれ

育った方が障害や傷病等が原因で働けなくなっ

た場合や、年金の少ない方や、年金額が少なく

生活に困窮して保護を受けざるを得ない状況に

陥った場合に、保護の申請に至るということで

ございます。

　この生活保護の世帯類型でございますが、９

月１日現在で123世帯のうち、高齢者世帯が73世

帯、59％、うち単身世帯が67世帯、母子世帯が

４世帯で３％、障害者世帯が11世帯、９％、傷

病者世帯が24世帯、20％、その他世帯が11世帯
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で９％という構成でございます。

　以上でございます。

〇学校教育課長（有馬勝広）では、池山議員

の小・中学校のいじめ、暴力行為と不登校につ

いての御質問にお答えいたします。

　８月19日に文部科学省が発表しました平成22

年度児童生徒問題行動等生徒指導上の諸問題に

関する調査結果によりますと、鹿児島県では、

これは小・中学校合わせた結果でございますが、

いじめの認知件数315件、暴力行為が41件、不登

校児童生徒数が1,532名となっております。

　垂水市におきましては、平成22年度の１年間

におきまして、先ほどの調査結果によりますと、

いじめの認知件数は小学校において２件、暴力

行為は器物損壊が中学校において１件、不登校

児童生徒数は小学校０名、中学校８名となって

おります。

　本年度は、いじめ、暴力行為ともに報告はご

ざいませんが、不登校児童生徒は７月末現在、

これはまた８月末も一緒でございますが、小学

校１名、中学校２名の報告を受けております。

　いじめにつきましては、まだ気づいていない

いじめがある、１件でも多く発見し、１件でも

多く解決するという基本認識のもと、市内各小・

中学校で定期的なアンケートや教育相談、いじ

め問題を考える週間における取り組み等を通し

て、児童生徒の実態把握や心の教育を推進して

おります。

　また、問題行動等の未然防止に向け、積極的

な生徒指導を推進するとともに、スクールソー

シャルワーカーやスクールカウンセラーと積極

的な連携を図り、不登校、問題行動等の解消に、

未然防止に努めております。

　以上でございます。

〇教育総務課長（今井文弘）おはようござい

ます。

　池山議員の学校図書館の課題についての御質

問にお答えいたします。

　学校図書室への司書補の配置につきましては

教育総務課のほうで所管をしておりますので、

私のほうで現状についてお答えいたします。

　現在、垂水市内の小学校と中学校９校の学校

図書室に配置されております司書補の状況につ

いて申し上げますと、新城小と柊原小を兼務で

１人、垂水小１人、水之上小と協和小を兼務で

１人、松ヶ崎小・牛根小・境小を兼務で１人、

中央中１人の計５名の司書補を配置していると

ころでございます。

　そのような中、兼務している学校においては

週に大体２日勤務することとなり、司書補が不

在となる日が出てまいります。そうなりますと、

子供たちが読みたい本が探せなかったりするな

どの理由で、本離れも心配されるところでもあ

ります。

　そこで、学校図書室に司書補がいない場合の

子供たちへの対応でありますが、これまでどの

学校においても、担任や読書指導係等の先生の

ほうで対応をしてきております。また、児童会

の図書委員会の児童も本の貸し出しのお手伝い

をしております。なお、10年ほど前から現在の

ような体制できているところでございます。

　以上でございます。

〇総務課長（山口親志）防災についてお答え

いたします。

　まず、津波対応の防災マップの作成について

でありますが、本９月議会の補正に予算計上を

しまして、今年度内に作成し、全戸配布を計画

をしております。県の２分の１事業で予算額30

万円であります。

　次に、垂水市の食料、水等の備蓄状況であり

ますが、現時点では食料、水の備蓄はありませ

ん。対策としましては、商工会と生活必需物資

の供給に関する協定で対応していきたいと思っ

ております。しかしながら、指摘もありました

とおり、３日間の備蓄品ということで、水の備

蓄については検討してみたいと思っております。
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　最後に、災害時の避難についてでありますが、

指摘の本城川決壊等、災害の種類、規模等によ

り状況が異なることから、避難経路の指定を一

概に行うことが難しい状況にはあります。ただ、

いろんなことで、今後あらゆる災害も想定して

いかなければならない状況にあるとは思ってお

ります。

　以上です。

〇企画課長（倉岡孝昌）再生エネルギー法に

ついてお答えいたします。

　再生可能エネルギー特別措置法が成立し、電

気の買い取り制度が来年７月にはスタートする

予定で、地域の活性化や二酸化炭素の排出量の

削減もねらうとされておりまして、今後に買い

取り価格等が決定して、バイオマス、太陽光、

風力など再生可能エネルギーによる発電事業が

本格化するものと思われます。

　バイオマス事業につきましては、さきの田平

議員の御質問に農林課長がお答えしましたとお

り、現段階での状況で考えますと、バイオマス

発電は、バイオガスを直接燃料として利用する

場合はまだ効率的に利用できますが、発電に使

うとなりますと、なお効率が落ちますので、バ

イオマス発電の事業化は慎重を期す必要がある

というふうに思います。

　太陽光や風力発電については、今年、発電事

業者等から適地の照会に関する依頼が数件あり、

その都度対応をしておりますが、そのうちの１

件については、適地となり得るか、諸条件につ

いて引き続き情報交換を続けております。

　今後に太陽光発電施設等を本市に受け入れる

ことは、再生可能エネルギーの利用に積極的に

取り組む自治体としてイメージアップにつなが

り、固定資産税等の収入源確保に役立ちますこ

とから、前向きに取り組んでまいりたいと考え

ております。

　また、本市が事業主体となって太陽光や風力

発電の発電事業に公共的に取り組みますことは、

現段階では事業の将来性やリスクを見通せなく、

検討いたしておりません。

　以上でございます。

〇池山節夫議員　新しい公共ということで、こ

の１番目の質問を全部総くくりしたんですけど、

経済もなかなか発展しない、垂水の経済もそう

ですし、財源がないというのはどこの自治体も

一緒なんですけど、お金がないけど何とかしな

いといけないと。だから、やっぱり小さな政府

で大きな福祉じゃないですけど、やっぱりお金

を使わずに何とかしていこうというのが新しい

公共の考え方で、尾脇市長、新しく市長になら

れて、若い市長でこれから垂水を発信していか

なきゃいけないと、そういうところにあって、

市民全体の協力を得ながら、すべてのことにみ

んなで目を光らせようと、教育に関しても何に

関してもですね。

　ですから、これを、脈絡がないようですけど、

出生率から児童虐待、いじめ、そして学校図書

の課題まで、それで貧困率と、何で一くくりに

したかというと、すべてのところにみんなで目

を光らせながら、出生率が上がるにはどうすれ

ばいいか、隣近所で妊婦さん、赤ちゃんを持っ

ているお母さんにどんなふうに手を差し出して

いったらいいか、子育てのいい環境をつくるに

はどうしたらいいか、周りがみんなで手を差し

伸べられるような垂水市にしてこうと。そうで

ないと、出生率は上がらないんじゃないかとい

うのがまず１つ。

　それから、児童虐待についても、小・中学校

のいじめ、暴力とかいうのについても、行き過

ぎたしつけは暴力だと、子供のしつけにしても、

行き過ぎるとやっぱりもう暴力なんですよね。

だから、どこまで愛情のあるしつけをするか、

それで隣近所でみんなが目を光らせながら、見

守りながら、どんなふうに子育てをしていくか、

それが垂水をよりよいまちにしていく。お金は

使わなくても何とか垂水を発信していける１つ
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の方法は、もうそこにしかないんじゃないかと、

そこを願ってこの質問をしているわけです。

　ですから、全体的にボランティアを、児童虐

待についても今、民生委員とかいろいろあるん

ですけど、それ以外にもボランティアをお願い

して、そういうものに目を光らせるとか、小・

中学校のいじめについても、きのうちょっと先

生のことが出ましたけど、そういうのも教育長

のほうにすぐ、１週間ぐらいたっていましたけ

どね、そういうのもすぐ報告が行くと、そうい

うふうにしていかないとやっぱり対応がおくれ

るんじゃないかと。ですから、みんなで協力し

ながら、優しいまちにしていかないといけない

んじゃないかという思いで、今回この質問をい

たしました。

　ここで質問は、２回目の質問としては、この

新しい公共の考え方の中で、お金を使わずにす

べてに対して、すべての私がここに挙げたよう

なことに関して、ボランティアをいろんな方面

でお願いできないかということで聞きたいんで

すけど、出生率、児童虐待、いじめ、それから

学校図書館の課題についても、勉強をしたいと

思って何かを調べたいと、何かの本を探したい

と思っても、子供自体ではすぐ探せないと。そ

こに、例えば会社を定年になったちょっと時間

のある方でも、ボランティアで司書の仕事をで

きるような、やってくれるような人はいるんじ

ゃないかと。そういう人を設置しておくと、こ

んな本を探したいと、こんなことを調べたいと

いったときにすぐ対応ができるんじゃないか。

その辺のことをできないかと。教育長でもいい

です、ここに関しては。何かそういうことが検

討できるようでしたら、答えをください。

　それから、貧困率と生活保護についても、こ

こで新しい公共でくくっているんですけど、昔

とすると本当に貧しくなったなと、日本が。16

％の貧困率というのは、100人でもう16人、112

万円。要するに224万円の半分ということですね、

それ以下は貧困ということだから、わずか112万

円の人がもう16％もいると。我々が学生だった

ころ、みんな中流といわず、中流の中の上とい

う意識だったんですよね、日本国民は。それが

いつの間にかこんな、何か貧しい国になってし

まったなと。ですから、この貧困率とか、これ

は今、しょうがないのかもしれないけど、この

生活保護、貧しくなったこの中にもみんなが、

何というのかな、支え合えば、その貧困の、金

銭的には貧困でも心を豊かに暮らしていけるよ

うなまちにしないといけない。

　先日テレビでしたかね、新聞かな、路上でホー

ムレスをしていて、それでちょっと体調を壊し

て生活保護をもらいましたと。これは都会の話

ですけど、生活保護をもらってアパートに住ん

で、テレビもある部屋に住ませてもらって、生

活は安定したと。そうしたら、その人が２カ月

ぐらいしたらまた路上へ帰っていったと。なぜ

だ、どうして安定した生活を捨ててまた路上へ

帰るのかと。そうしたら、その人に聞いたら、

暖かい部屋に１人でいても話をしてくれる人が

いない。それよりは、路上生活でもいいから仲

間のいるところへ帰りたかったと。ですから、

人間というのは、物の豊かさじゃなくて心の豊

かさがないと生きられないというのがあるんで

すよね、動物とは違うから。

　ですから、ぜひ、我々議員もですけど、行政

の皆さんも一緒になって知恵を絞りながら、心

豊かなまちにしていきたいと。その発想でこれ

からも行政、市民が一緒になって頑張っていき

たいと。その思いを込めてこの質問をしており

ます。市長に、この辺のことについて何か思い

があったら、伺います。

　防災についてなんですけど、津波対応マップ

については今年度でと、いろんなところでもう

津波対応マップをつくったり、どこかな、大分

県の臼杵市なんかは、従来の津波の想定を、今

回の東日本大震災を受けて、想定を３倍にした
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と。私、さっき、1914年のマグニチュード7.1の

湾奥、どっか桜島のちょっと向こうだったんで

すけど、そのときの津波の状況は把握していな

いんですけど、やはり湾内でもマグニチュード

７点幾つの地震が起こったら、前回でしたかね、

市長の話で、想定７メートルと。それで、今回

のああいう津波が来たら、猿ヶ城まで行きます

よというような話があったんですけど、７メー

トルを想定したとき、どこまで行くのか、そう

いうことも想定して対応マップをつくって、そ

して２番目の、水に関しては備蓄をというよう

な総務課長の話でしたけど、やっぱり水だけじ

ゃね。これも財源の問題ですけどね、やっぱり

乾パンとか、そのぐらいのものは必要なんじゃ

ないかと思うんですよ。牛乳もロングライフが

あるんですけどね、60日しかもたないからそれ

はちょっと無理でしょうけど。

　やはりこの前の台風12号のあの大雨を見てい

ると、我々が子供のころの台風の風の威力、そ

れとは違った雨の威力のほうがすさまじくなっ

ているんですよね。ですから本当に、今までは

そんなことはないだろうと思っていましたけど、

本城川の決壊があり得るんじゃないかと、あれ

を見るとですね、１週間に1,000ミリ以上降った

んじゃないかな。それだけ降ると、どこの町で

もそれはもう洪水になりますよね。ですから、

やはりそれぐらいを、これからは温暖化して集

中豪雨がどこで降るかもしれないと、そういう

ことまで想定してやはり防災、そういうことを

考えないといけないし、特に雨に対する、本城

川がもしどこかで決壊して、上のほうで決壊す

るかもしれない、どこか馬込の下か、どっかで

か決壊するかも。私は以前、あれは台風でかな、

馬込の堤防が壊れるのを見たことがあるんです

よ。馬込商店とあったところのちょうどそこが

壊れたんですけど、水が流れると道路のある土

手なんか、間はないんですよね、ぼろぼろぼろ

ぼろ崩れ出して。それで、馬込の集落の人たち

が大きな竹を切って何本も入れて、それで何と

かとめられるのを見ましたけど、ああ、人間の

知恵はすごいなと思ったけど、やっととまった

んですよ。あれで、あのときにあそこの馬込の

あの、ちょうどこっちから流れ出てくるその突

き当たりだったですけど、あそこが壊れていた

ら馬込はどうなっていたんだろうか、その下は

どうなっていたんだろうかと、今でもぞっとす

るんですけどね。

　ですから、堤防はセメントで積んであったり

して丈夫だと思うかもしれないけど、この前の

和歌山のあの大きな石の流れているのなんか見

ると、堤防にセメントで補強なんかがしてあっ

たって、大きな石がガンと当たればすぐ壊れる

わけだ。その流れてきた石が壊して、その後、

水で堤防が決壊する。それはもう水の威力はす

ごいですから、簡単といえば簡単に壊してしま

うんですよね。

　ですから、今回、地震も津波も想定外という

のがありましたけど、やっぱり想定外を想定外

にしないように、垂水市の場合も、想定できる

ことはちょっと過度になるぐらい想定した上で、

防災の意識を高めて、備蓄についてもある程度

のものを備えていただきたいと。もう１回、伺

います。

　それから、避難についてですけど、今回も台

風12号で和歌山のあたりでは、避難の勧告とか

指示の出し方が遅かったんじゃないかというの

があるんですけど、あの山合いの町を見ている

と、避難、町長さんの判断というのは難しかっ

たんだろう。垂水に関しても、避難指示・避難

勧告をどう出すか。あの和歌山で避難指示・避

難勧告を出したら、その避難するときに災害に

遭うんじゃないかと。それはもうそのほうが大

きかったんじゃないかと私は思いますけど、ど

のタイミングで、どんなふうに出すのか、その

辺のことも尾脇市長、今後のことを考えながら、

どんなふうに出していこうというマニュアルと
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いうか、自分なりの考え方でもいいんですけど、

出して、それで避難経路に関しては、総務課長、

さっき難しいと、どういうふうに避難させるか

は難しいというようなことがあったんですけど、

例えば、地震とか津波が発生しそうだったらど

ういう経路、それで大雨・豪雨による本城川の

堤防が危ないと、この地域が決壊しそうだと思

ったら、下流が決壊しそうだと思ったら、ここ

はどう逃げる、上流で決壊しそうだったらどん

なふうに避難経路を指示する、そういうことを

やはり想定して、考えておいて、それで市民の

皆さんに指示をしていただきたい。その辺のこ

とを伺います。

　３番目の再生エネルギー法についてですけど、

これは水迫市長時代にバイオマスで実証実験を

されて、それなりの成果があったとは思うんで

すよ。今、もう何もないわけですけど、やはり

あれだけのことをして、あのことではなかなか

だったんですけど、輸送とかそういう問題で。

だけど、垂水は家畜とか、焼酎かすもですけど、

そういうものが出ます。ですから、もう１回見

直して、何か、じゃそこで、移動しないで、す

ぐ連動してモーターを回して発電して、その電

気を送る。そのぐらいのことをやはりこれから

先、考えて、以前のその実証実験の成果を新た

にやる気はないかと、これは市長に伺います。

　それと、太陽光については、きのう田平議員、

持留議員が質問されましたので、大体のことは

わかりましたので、太陽光についてはいいです

が、風力発電について、北海道の寿都町かな、

風が強い町でふだんでも40メートルぐらい吹い

たりすると。それで、もうこんな厄介者はない

という北海道寿都町ですね、ここで風力発電を

した。それで、今までの厄介者だったのが、こ

れでいいものが、特徴になると。

　垂水も山があり、海があり、風はある。都会

に行けば騒音がうるさいからなかなかできない

んでしょうけど、いろいろあるんですよ。ダリ

ウス型とかね、クロスフロー型とか、サボニウ

ス型の風車とかいろいろあって、３枚羽のあの

ビュンビュンと回るあれは騒音がうるさいです

けど、このサボニウス型とかダリウス型という

のは、大型化はできないけど音は余りしないと。

ですから、これもお金によるんでしょうけど、

やっぱり騒音もなくて発電ができれば、自然の

風、どっからでも、どんな方向からでも吹く垂

水市ではやはり発信できると。先ほど企画課長

から発信できるという発言がありましたけど、

そういう意味では垂水市を発信していけるんじ

ゃないかと思いますけど、その辺について企画

課長、お願いします。

〇市長（尾脇雅弥）それでは、池山議員の新

しい公共についての御質問に対しまして、全体

的な考えを申し上げたいというふうに思います。

　財源が大変厳しい中で、でも、課題は残って

いると、やらなきゃいけないというのはもう全

くそのとおりだと思います。そして、優しいま

ちをということの御提案でありましたけれども、

私自身が一番掲げておりますのは、住んでよか

ったと思えるまちということですから、ある面、

同じような方向性だというふうに考えておりま

す。20年もしくは30年前は、ある面、利益の分

配というような世の中であったのかなと考えま

すけれども、今はむしろ負担の分配といいます

か、どうやって皆さんで支え合いながらやって

いくかということが大事になってくるというふ

うに思いますので、基本的にその考えにのっと

って行ってまいりたい。

　ただ、行政として、先ほど、物の豊かさでは

なくて心の豊かさということでお話がありまし

たけれども、物に関してもある程度の環境づく

りというのをやらなきゃいけないというのが立

場でございますので、そういった環境もつくり

ながら、心を豊かに暮らせるような垂水づくり

に向かって頑張っていきたいというふうに考え

ております。
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　それから続きまして、防災関係につきまして

ですけれども、考え方というか、述べさせてい

ただきたいと思います。

　私は、市長選に立候補した公約のときに、１

番目として、安心・安全な垂水のまちづくりと

いうのを掲げてまいりました。市民の生命・財

産を守るため、防犯でありますとか防災体制の

強化を図っているところでございます。市長と

しまして、就任以来、危機管理監の専門的な知

識というものを活用しながら、本年度これまで

災害警戒対策本部を４回設置しております。早

目の自主避難所の開設を行ってまいりました。

　考え方というのは、生命・財産を守るために

も、この危機管理監の情報収集、消防団の方々

の協力もいただきながら、的確な情報発信、空

振りでもいいですので、今後も早目の避難所の

開設など行って、本当に生命・財産を守るとい

うことを基本として行動をしてまいりたいと思

います。

　そのために１つ大事なことは、先ほど御指摘

もありましたように、地域にどういう危険性が

あって、そのことに対して、どういうふうな連

携をして避難していくのかというようなことを、

しっかりと共通認識をするようなことを今後、

取り組んでまいりたいと思います。

　また、本年は３月11日に未曾有の東日本大震

災が発生をいたしました。現地大船渡市、隣接

市の陸前高田市にも私自身、行ってまいりまし

たし、自然災害の恐ろしさ、また的確な避難と

いうのが重要であることも、現場を見て再認識

をいたしました。加えて、今回の紀伊半島の被

害状況を目の当たりするに当たりまして、一層

の情報収集、早目の対応というのが本当に大事

であるということを痛感しておりますので、そ

のことを考えながら、この問題には取り組んで

まいりたいというふうに考えております。

　最後、エネルギー関係の問題ですけれども、

垂水市の今後のあり方として、私はこれから、

今さら例えば工業団地的な発展とかいうことは

厳しいんだろうと思っております。もちろん一

次産業を生かした、豊富でございますので、加

工して販売していくという戦略と同時に、この

エネルギーの政策の問題というのは非常に重要

であろうというふうに考えております。福島原

発の事故があって以来、このエネルギー政策と

いうのも大きく変わっていくことは確実でござ

います。

　バイオマスに関しましては、現時点で、発電

効率などの課題が残っていることは私も承知を

しておりますけれども、それだけではなくて、

一方で、家畜がいっぱいある大隅、以前のデー

タで、調べたデータによりますと、東京と変わ

らないぐらい、大隅というのは地下汚染が進ん

でいるんだと、その一番の原因がこの家畜のふ

ん尿というようなことがありますので、それを

解決するということもできますし、加えてエネ

ルギーとしての魅力もあるということでござい

ますので、前回の水迫市長の時代の研究により

まして、一定の実証実験の成果は上がっており

ますので、そのことを大事にしながら、また、

これからどうやって活用していくのかというの

も研究はしていきたいというふうに考えており

ます。

　また、太陽光、風力、この関係に関しては、

けさも新聞にも載っておりましたし、世界的に

も先進的な取り組みとか、国や地域、そういっ

たものの覚悟とか、そういった目指すべき方向

で全然違ってくると思いますので、リスクも原

子力に比べて非常に少ないことでございますの

で、目指すべき方向だと思いますので、そうい

ったことを総合的に研究をしながら、前向きに

進めていきたいというふうに考えております。

　以上でございます。

〇総務課長（山口親志）防災について、御質

問にお答えしたいと思います。

　まず、備蓄のことでありますが、水の検討は
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したいということで、食料に関しては、以前は

社会福祉協議会等の備蓄もあったりしておりま

したが、今回、商工会と災害時の物資の供給の

協定を結んでおりますので、そのあたりで、そ

の関係で物資を今現在、持っていないところで

ありますので、そのあたりの対応ができるかと

思いまして、現在、備蓄はしておりません。た

だ、先ほども申し上げましたとおり、必要な水

だけは備蓄をする必要があるんじゃないかとい

うことで指示もいただいておりますので、検討

させてください。

　それから、避難所の避難の経路ですが、現在、

防災計画に避難所の避難の経路の計画を載せて

いないということで難しい状況ですが、ただ、

避難所の経路についても、一番問題になります

本城川の決壊にしても、それから津波にしても、

まず標高の標示をきちっと我々が持っていかな

いと避難所の経路ができませんので、一概に避

難所の経路を指定するのは難しいというんじゃ

なくて、難しいんですが、まず基本となる、今、

高低を、危機管理監や防災対策室長やらで今、

垂水市の標高等の調査もしておりまして、そこ

あたりの標示もあわせまして、避難所の経路と

いうか、避難の標高なんかの標示をしまして、

市民への啓発に努めていきたいとは思っている

ところであります。

　以上です。

〇学校教育課長（有馬勝広）それでは、教育

問題のことに関しまして、池山議員の２回目の

御質問にお答えいたします。

　まず、私は、小・中学校のいじめ、暴力、不

登校の対応についてのボランティアの配置とい

うことについての御質問にお答えいたします。

　現在、垂水市の小・中学校におきましては、

スクールカウンセラー１名、スクールソーシャ

ルワーカー３名を配置しまして、教育相談活動

の充実に取り組みまして、いじめ、不登校等の

生徒指導上の対応の充実に取り組んでいるとこ

ろでございます。

　いじめや不登校等は、生徒指導上の喫緊の課

題でございます。議員がおっしゃったとおり、

ボランティアで地域の方や保護者等、学校に来

ていただきまして、児童生徒と触れ合ったり、

例えば野菜づくりを教えていただいたり、グラ

ウンドゴルフなどの体験活動を行うということ

は、非常に多くの大人から見守られているとい

うことから、生徒指導上も好ましい効果がある

と考えております。

　現在、各小学校におきましては、先ほど御紹

介した活動等で、ふるさと先生ということで学

校に来ていただいて、いろいろ教えていただい

たり、あるいは地域のお年寄りの方々を御招待

しまして、昔の遊び体験とか、昔の生活をお話

ししていただいたりとかいう活動を行っており

ます。

　現在、社会教育課が計画を進めておりますた

るみず学校応援団というものは、そのボランテ

ィアという議員のおっしゃる趣旨に合うもので

ございますので、これを充実させまして、学校

教育でも活用しまして、地域全体で子供を見守

り、育てる環境づくりに努力したいと考えてお

ります。

　以上でございます。

〇教育長（肥後昌幸）それでは、池山議員の

学校図書室のことについて、２回目の御質問に

お答えしたいと思います。

　学校図書室の司書補の役割というのは、本の

貸し出しとか新刊の受け入れ、あるいは蔵書の

点検等だけじゃなくて、図書室で一番子供たち

と接する機会が多いわけですので、そのときに、

いかにして子供たちに読書に対する興味・関心

を抱かせるかというのも非常に大事な役目でご

ざいます。できましたら、各学校１名ずつ司書

補がいるのが理想ではございますけれども、現

段階ではなかなか厳しい状況でございます。

　そこで、担任や読書指導教諭等との連携を図
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りながら、読書活動の充実を図ってまいりたい

と思っておりますし、先ほど議員から御提案あ

りました、司書補がいないんだったらボランテ

ィアをしたらどうかと、非常に私も同感でござ

います。今、社会教育課が来年度から中央中で

始めようとしておりますたるみず学校応援団、

これの中にこういうのも入れられるだろうと思

いますが、来年度は中学校から始めますけれど

も、できるだけ近いうちに小学校にもこれを広

げてまいります。そのときに、今のような図書

室へのボランティアというのも考えてまいりた

いというふうに思っております。

〇企画課長（倉岡孝昌）再生エネルギー法に

関しての２回目の御質問で、風力発電というこ

との御質問でございました。

　風力発電につきましては、垂水市が平成15年

に策定しました垂水市地域新エネルギービジョ

ンの中で風力発電についての検討をしておりま

して、そこの中で風力マップをつくっておりま

す。風力発電につきましては、大型であります

と、平均風速が５メートルから６メートルぐら

いの風力が必要であると言われておりまして、

垂水市で地域的に見ますと、やっぱり山間部に

偏るようでございます。そのようなことを考え

ますと、道路事情でありますとか、送電線が必

要になりますので、設置箇所としては限られて

くるんじゃないかというふうに思います。

　また、風力発電につきましては、先ほどの御

質問にありましたように、大型だけではなく小

型風力とかミニ風力、またマイクロ風力という

ものもあるようでございます。このことにつき

ましては、まずは例えば公共施設で利用するこ

とはできないのかなということが想定されるわ

けで、今後、各課においてそういうこともちょ

っと検討していただくこともいいのかなという

ふうに思っております。

〇池山節夫議員　そういうことでよろしくお願

いします。

　教育長、さわやかあいさつ運動、あれは非常

にいいと思うんですよ。で、私、最近思うんで

すけど、もう質問は終わりますけど、我々の子

供のころは地域で、学校に行くと、あいさつは

今、おはようということなんですけど、我々が

学校に行くころは隣近所のおじさんが、行って

らっしゃいと言っていたんですよね、行ってら

っしゃいと。で、学校から帰ってくると、どこ

の子供にもお帰りと。私は時々立ったりして、

小学生の子供に行ってらっしゃいとか、小・中

学生、高校生にも行ってらっしゃい、帰ってき

た子にお帰りとか言うと、びっくりするんです

よ、今、えっと。何で、お帰りと言われたと、

行ってらっしゃいと言われた。新鮮なんじゃな

いかな。

　ですから、やはりさわやかあいさつ運動、お

はようはいいです。みんなで、どこの子供でも

いいですから、学校に行くときは行ってらっし

ゃいと。そうすると子供は、最近、余り家でも

言わないのかな、行ってらっしゃいという言葉

をですね。それで、帰ってきたら、家庭では言

うんでしょうけどね、隣近所のおじさん、おば

さん、見知らぬ人から、学校から帰ってきたら

お帰りと言われたと、行くときに行ってらっし

ゃいと言われたと。これは非常に心がこもって

いるんですよ。行ってらっしゃい、気をつけて

行っておいでよと言うのと、無事に帰ってきた

ねと、お帰りと言うのと。この辺からまず、我々

もですけど、職員の皆さんと一緒に、そこから

またまず始めて、垂水を、行政ともども優しい

まちにしていけたらと思います。

　私の質問はこれで終わります。

〇議長（宮迫泰倫）ここで、暫時休憩します。

　次は、10時40分から再開いたします。

　　　　　午前10時28分休憩

　　　　　午前10時40分開議

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を
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開きます。

　５番池之上誠議員の質問を許可します。

　　　［池之上　誠議員登壇］

〇池之上　誠議員　皆さん、おはようござい

ます。

　東北大震災、台風12号豪雨災害、民主党野田

新政権などについて前語りを考えておりました

が、やめます。一言、被災されました方々に心

からお悔やみとお見舞いを申し上げさせていた

だきます。

　本市では、桜島昭和火口の火山活動が活発化

しており、防災の備えは十分にしていただきた

いと思うところであります。

　さて、議長より許可をいただいております。

一般質問を、通告に従い順次してまいります。

明快な御答弁をよろしくお願いをいたします。

　まず最初に、本市の財政状況について質問い

たします。

　さきの６月議会でも同様な質問がなされてお

りました。決算の事務処理期間ということで見

込みの数字ですが、地方債残高の減少、財政調

整基金の残高の大幅増額など、財政改革プログ

ラムの忠実な実行によるものだという答弁を記

憶しております。

　まず最初に、単独市政運営を選択し、行財政

改革を断行してきた本市の財政状況の推移と分

析を、市の貯金と考える財政調整基金、市の借

金と考える市債残高等の比較、また、経常収支

比率、健全化判断比率などの財政指標の比較に

より、さらには、歳出面で特に性質別で比較し

たときに顕著な結果が見られるものにはどのよ

うなものが挙げられるのか、わかりやすく説明

をいただきたいと思います。

　次に、平成22年度の決算結果についての評価

についてお伺いいたします。

　国の緊急経済対策による交付金、地方交付税

の一律割り増しなど、歳入面に関しては好条件

がそろっていたように思われます。すなわち、

経常的支出を分子に、交付税などの経常一般収

入を分母とすれば、分母が大きくなれば比率は

小さくなることは当然の結果と思われますが、

まれに見る結果を生み出した要因等についてど

のように分析し、評価されているのか、お伺い

いたします。

　最後に、震災後６カ月を過ぎ、国の方向性も

見きわめられる時期だと思います。大震災だけ

でも相当な復興費用を要し、特別交付税等は減

額は予測されておりましたが、今回、台風12号

による大災害が広範な規模で発生し、国は激甚

災害指定を発令し、復興に取り組もうとしてお

ります。これらのことから、被災地以外の地方

にとっては国の財布はかなり絞られるだろうと

予測いたしますが、どのような影響が考えられ

るのかお伺いし、あわせて、それらに対する対

策をどのように考えておられるのか、あわせて

お伺いいたします。

　次に、一般質問初日の質問、さらに本日の質

問等で取り上げられ、先週末の新聞、テレビ等

で県下の多くの皆様に特定し得る表現で報道さ

れた本市唯一の中学校、垂水中央中学校につい

て、開校２年目の現況として詳細をお聞きいた

します。

　さきの報道は、学校の活気ある状況、先生方

の熱心な指導、生徒たちの頑張る姿、それらを

築き上げるためのお互いの信頼関係など全く考

慮することもなく、体罰行為のみを取り上げた

内容で、垂水中央中学校の全生徒に大きなショ

ックを与えております。そのことについては後

に触れることにいたしますが、まず、垂水市民

の皆様に、この議場をおかりして、垂水中央中

学校が生徒と先生の信頼のもとに頑張っている

姿を発信したい、その思いで質問をいたしたい

と思います。真実の姿を説明いただくようお願

いを申し上げます。

　開校２年目、勉学、部活動等に目覚ましい活

躍を発揮してくれております。県大会への出場、
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九州大会、全国大会への出場、報道事件に揺れ

た日も動揺することもなく結束のもとに、瀬戸

口藤吉翁コンクールで見事グランプリを獲得し

た吹奏楽部など、子供たちは頑張っております。

今、２学期の中心行事である第２回体育大会に

向け、全校一つになって取り組んでいる状況だ

ろうと思います。

　そこで質問いたしますが、開校２年目の状況、

垂水中央中学校が外部からいただいている評価、

生徒会等で取り組んでいる１分前着席、30秒前

黙想などの取り組み、さらに、開校以来、生徒

とともに新しい校風を築き上げようと頑張って

行われている教職員による生徒指導の成果、さ

らには地域との連携を深めるために、小学校単

位で活動するＰＴＡ組織としての校区部長の活

動や、今年度から試行的に活動される学校応援

団などの活動について、垂水中央中学校は、日

常的な体罰等を通して暴力によって生徒が支配

されている学校ではないと、自信を持って説明

をいただきたいと思います。

　これで、１回目の質問を終わります。

〇財政課長（北迫睦男）財政状況についての

御質問にお答えします。

　まず、行財政改革の結果としての財政状況の

推移と分析についての御質問でございますが、

平成22年度の一般会計決算は、歳入額97億5,080

万3,000円に対し、歳出額94億367万2,000円、差

し引き３億4,713万1,000円の黒字となりました。

歳入歳出差し引きから平成23年度に繰り越すべ

き財源を引いた実質収支では、３億3,759万1,000

円の黒字、実質収支に市債の繰り上げ償還や基

金積み立て等を加味した実質単年度収支では、

５億7,557万4,000円の黒字となっております。

　また、財政構造の弾力性を示す経常収支比率

は、前年度から8.8ポイント改善の87.0％となり、

平成12年度以来、10年ぶりに90％を下回り、市

税の現年度分の徴収率は97.3％と、前年度から

0.2ポイント上昇しております。

　市の貯金に当たる財政調整基金の積立額は、

前年度から約３億9,000万円増の10億190万7,000

円、市の借金に当たる市債残高は、前年度から

約３億円減の103億84万6,000円となっておりま

す。

　健全財政化法に基づく健全化判断比率につき

ましては、実質公債費比率が前年度から1.4ポイ

ント改善の13.6％、将来負担比率が前年度から

31.6ポイント改善の93.3％で、いずれも国が示

す財政健全化基準をクリアしております。

　これらの決算結果を行財政改革がスタートし

た平成17年度と比較しますと、財政状況を判断

する指標として最も重視される経常収支比率は、

97.4％から10.4ポイント改善され、お隣の鹿屋

市とほぼ同程度となっております。

　市税の現年度分の徴収率は95.6％から1.7ポイ

ントの上昇、財政調整基金の積立額は２億3,123

万6,000円から７億7,067万1,000円の大幅増、市

債残高は123億7,058万9,000円から20億6,974万

3,000円の削減となっております。

　また、歳出額を性質別で比較しますと、子ど

も手当が創設された扶助費や学校施設整備事業

を行っている普通建設事業費などは、平成17年

度に比較して大きく伸びている反面、人件費に

ついては、平成17年度の25億152万円から平成22

年度は６億2,016万4,000円減の18億8,135万6,000

円と大きな削減となっております。額の削減に

伴いまして、人件費に係る経常収支比率は、平

成17年度の36.6％から7.１ポイント改善の29.5

％となりましたが、本市は、単独消防を持つと

いう特殊条件があり、これによる影響分が約５

％ありますので、この点を考慮すると、県内他

市との比較においてもほぼ平均的な数値であり、

定員適正化計画の着実な実行など、行財政改革

の成果があらわれているものと言えます。

　さらに、健全化判断比率は、制度がスタート

した平成19年度との比較において、実質公債費

比率が16.3％から2.7ポイントの改善、将来負担
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比率が174.1％から80.8ポイントの大幅改善でご

ざいますが、財政改革プログラムを遵守し、市

債の新規発行額の抑制などを強力に進めた結果

であると考えております。

　次に、平成22年度決算の評価についての御質

問でございますが、決算状況を総括いたします

と、監査委員の御意見でも、まれに見る結果と

評価していただきましたとおり、実質収支も大

きな黒字であり、主な財政指標等も改善される

など、地方交付税の増額など好条件はあったも

のの、これまで取り組んできた行財政改革の成

果があらわれた、近年になかった、いい決算状

況であったと考えております。

　財政状況の健全度を判断する指標として用い

られます財政指標等で主なものと、その要因等

を御説明申し上げます。

　まず、経常収支比率は先ほど87％と申し上げ

ましたが、下がった要因は、地方交付税などの

経常一般財源の収入がふえたことに加え、支出

のほうで人件費などの経常的な経費が削減でき

たことによるものでございます。この指標は、

これまで２年続きで県内市町村のワースト５に

ランクされていましたが、今回は、県下全市町

村の順位はまだ発表されていないものの、19市

の情報では中ほどにランクされており、満足で

きる結果でございます。

　健全化判断比率のうち実質公債費比率の減少

は、地方交付税等がふえて標準財政規模が大き

くなったことと、財政改革プログラムに基づき

起債額を抑制し、元利償還金が減少したことに

よるものでございます。

　次に、一般会計等が将来負担すべき実質的な

負債の標準財政規模に対する比率を示す将来負

担比率でございますが、標準財政規模の増加と

漁協への損失補償が終了したこと、また、負債

に充当可能な基金積立額がふえたことが要因で

ございます。

　そのほか、基金残高の増加と市債残高の減少

等も含めまして、財政指標等が好転しているこ

とは、外的要因はあるものの、市民や議会の御

協力のもと、財政改革プログラムを忠実に実行

し、健全財政運営に努めた結果と考えておりま

す。

　次に、災害の影響を考慮した財政状況の見込

みについての御質問でございますが、東日本大

震災の復興財源確保のための地方財政への影響

につきましては、６月議会の田平議員の御質問

にも見通しをお答えいたしましたが、今回、新

たに台風12号に伴う大きな災害が発生し、まこ

とに残念なことでございます。

　今回の災害も、広範囲にわたり、復旧には長

い期間と多額の経費が予想されます。国の財政

負担は膨らみ、地方への影響は必至であると考

えております。

　普通交付税につきましては、７月に算定作業

が終わりまして、臨時財政対策債を含めた額の

昨年との比較では約１億2,400万円、追加交付分

を含めますと、約１億8,800万円の減額という結

果が出ております。このことは、国勢調査人口

の減などが要因であり、想定していたものでご

ざいます。

　しかしながら、特別交付税につきましては、

先般、平成23年度の市町村分の特別交付税に係

る財政事情等ヒアリングがあり、その中で、台

風12号災害や大震災関連経費に相当額充当され

る見込みで、被災地以外の地域に対する特別交

付税交付額は相当減額される可能性が高いとい

う県の担当者の説明がございました。交付額が

当初予算割れすることはないだろうと考えてお

りますが、歳入に占める割合の高い本市にとり

まして、厳しい状況でございます。

　その対策としましては、節減に努めるととも

に、年度間の財政調整を図るための財政調整基

金でございますので、基金を使って必要な予算

措置は講じてまいりたいと考えております。

〇学校教育課長（有馬勝広）池之上議員の、
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垂水中央中学校の開校２年目の状況についてお

答えいたします。

　平成22年度に開校しました垂水中央中学校で

は、創造・感動・鍛錬の３つの校訓のもと、生

徒、教職員、保護者が一体となって、新しい学

校の伝統づくりに取り組んでおります。生徒は、

現在、落ちついた教育環境のもと、学習や部活

動等に精いっぱい取り組んでおります。昨年度

から生徒会役員や部活動の生徒等が主体となり

まして、毎朝、正門と裏門に立ち、あいさつ運

動を展開し、生徒を気持ちよく迎えたり、部活

動の生徒が朝の清掃活動を行ったりしています。

また、体力づくりの一環として早朝ランニング

を実施し、多くの生徒が自主的に参加しており

ます。

　部活動では、７月の県総合体育大会で、共通

男子走り幅跳び、共通男子三段跳び、男子ソフ

トテニス団体及び個人が優勝、女子硬式テニス

ダブルスが準優勝するなど、好成績を残しまし

た。九州総合体育大会では、男子ソフトテニス

が団体３位、男子走り幅跳び、三段跳びが準優

勝しました。中でも、男子走り幅跳びは全国大

会に出場し、６位に入賞するすばらしい活躍も

見せてくれました。また、９月10日土曜日に開

催されました第13回瀬戸口藤吉翁記念行進曲コ

ンクールにおきまして、吹奏楽部が見事グラン

プリを獲得いたしました。

　次に、外部からの評価でございますが、気持

ちのよいあいさつがとても好印象である、統合

後、部活動に活気がある、清掃など生徒が主体

的に活動する姿が見られるなどの評価をいただ

いております。

　内部の取り組みにつきましては、今年度から

生徒会が中心となって、授業開始１分前着席、

30秒前黙想に取り組んでおります。生徒は落ち

ついた雰囲気の中で学習に取り組んでおります。

また、授業の５原則を生徒と教職員におきまし

て共通理解されておりまして、集中して授業に

取り組むことや、授業を受ける姿勢、あいさつ

等、学習のマナー等を定め、実践をしておりま

す。これらのことにより、集団の一員としての

自覚が図られ、今後の学習意欲の向上、学力向

上の一助となることが期待されます。

　次に、生徒指導ですが、昨年、統合当初は問

題行動が見られましたが、全教職員が一枚岩と

なり、毅然としてきめ細かい粘り強い指導の結

果、落ちついた教育環境が整ってまいりました。

本年度は、いじめ、問題行動等の報告は受けて

おりません。

　地域との連携につきましては、ＰＴＡで校区

部長を選任し、各小学校区の補導や登下校時の

生徒の安全指導等を行っております。

　今後とも、校長のリーダーシップのもと、教

職員が一体となって新しい垂水中央中学校の伝

統づくりに取り組むよう、教育委員会としまし

ても指導・助言をしていきたいと考えておりま

す。

　以上でございます。

〇社会教育課長（瀬角龍平）それでは、社会

教育課から、たるみず学校応援団の取り組みに

ついて御説明をいたします。

　６月の議員の質問の中にも、学校応援団とい

うのは、「みんなで育てる地域の子ども」をキ

ャッチフレーズに、学校のニーズに応じ、地域

の皆さんの豊かな技術、経験を生かして学校で

ボランティア活動をすることによって、学校の

教育活動を一層充実させるとともに、地域の皆

さんの生きがいづくりにも資するものですとい

う、そういう報告をいたしました。そういう基

本に立ちまして、今まで進めている取り組み状

況を御説明申し上げます。

　７月26日に垂水市民館で第１回目の地域本部

会議を開催をし、中央中学校長や市ＰＴＡ、公

民館連絡協議会、民間ボランティア、市の女性

団体などの代表者の方々により、取り組みへの

協議がなされたところでございます。
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　ボランティアの募集につきましては、７月上

旬に振興会を通じましてチラシ配布を行い、ま

た、市のホームページや広報たるみずでの教育

長コラムの掲載とともに、人生経験の豊かな人

材を発掘するために、市の老人クラブの役員会

の場でも説明をするなど、いろいろな場を利用

しまして、学校応援団の周知と協力のお願いに

努めておるところでございます。ボランティア

は、現在まだ５人の申し込みですけれども、今

後も、たるみず学校応援団の啓発を図り、ボラ

ンティアの発掘を行っていきたいと考えており

ます。

　現在、中央中学校から学校支援への要望事項

も、郷土の歴史の講話、それとかスクールバス

への添乗、その他、数件挙がってきております。

また、職員を地域コーディネーター研修へ参加

させながら、スキルアップにも努めながら、ま

た、応援団の事務室と相談室を兼ねた部屋を市

民館に整備をするために、今回の９月議会に補

正予算をお願いをしているところでございます。

　今後は、ボランティアの説明会への開催につ

いても準備を進めておるところでございます。

　重ねて申し上げますけれども、子供たちの健

やかな成長を目指して、地域と学校が連携する

ための心豊かな施策として、学校応援団の事業

をできるところから社会教育課として推進して

まいります。

　以上でございます。

〇池之上　誠議員　一問一答でお願いいたしま

す。

　財政のほうは、経常収支ですね、87％という

本当にいい数字をたたき出しておられると思い

ます。あと健全化判断比率にいたしましても、

将来負担比率、これは昨年、漁協損失補償が終

わったわけでございますが、そういう関連する

補償までが終わったということで、将来に対す

る負担が少なくなってきたということ、これも

よかったんじゃないかと思っております。国が

示す早期健全化の基準はクリアしているという

ことで、今のところ財政的には安心して見てお

られるんじゃないかなと思っております。

　市債の残高も前年度マイナス３億円、120幾つ

から、今、103億円ぐらいになっていると思いま

す。そして財政調整基金も前年度からはプラス

３億9,000万円、４億円近い積み立てですが、こ

れもまあ10億円ぐらい積み立てていると。

　あと性質別に見ますと、人件費ですね、定員

適正化計画にのっとりまして順次減らしてきて

おります。早期勧奨退職をしたり、そしてそれ

を補う分としては臨時とかそういうので対応さ

れていると。今、行財政改革を一生懸命やられ

ておりまして、その成果がこういう数字のほう

にあらわれてきているんだろうと、私は思って

おります。

　そしてまた、東日本大震災とか台風12号の影

響が、今後、数年間にわたってこれは考えない

といけないというふうに思っておりますけれど

も、課長が今さっき申されましたように、財源

不足のときにこういう財政調整基金を使うんだ

と。そして必要な予算措置は行っていくんだと

いうことを言われました。

　過去の答弁によりますと、この財政調整基金

の使い方と、あり方と、どれぐらいが適正な規

模なのかということを何回も聞かれております

が、そういったときに、標準財政規模の10％か

ら15％というのが適正額、額にして言うと６億

円、７億円という言葉が返ってきたように思い

ます。そして、ことしみたいに10億円、財政調

整基金を積んだと。そうなりますと、私も含め

てでございますけれども、市民からも、また議

員の皆さんからも、お金があるんだったら市民

のほうに、市民のニーズにこたえてくれよとい

う言葉が聞こえてきていると思っております。

　こういって大震災の災害がありまして、長期

間のそういう交付税の減額というのが予想され

ておりますが、貯金というのは幾らあってもい
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いのではないかというふうに思っております。

先ほど言われましたけれども、あり過ぎてもい

けない、少な過ぎてもいけないということでご

ざいますが、私たちは、あるんだったら使って

くれよと、簡単にそう言ってしまいますけれど

も、財政の事務方としては、その財政調整基金

というのは、本当はどういう考え方があるのか、

適正な残高というのはどういう考え方に基づく

ものかということをお示ししていただきたいな

と。別な考えがあればですね、我々を納得させ

るような考え方があればお知らせください。

　そして、どういうふうにしてその財政調整基

金を使っていくのか、事業の峻別とかいろいろ

あると思いますが、その辺についてはどう考え

てやっていかれるのか。これは市長の考えも相

当入ってくるだろうと思うんですけれども、そ

の辺について、財政調整基金の適正な基金残高

の考え方と使い方、これについて２回目、教え

てください。

〇財政課長（北迫睦男）財政調整基金の考え

方の御質問でございますが、財政調整基金は、

年度間の財源の不均衡をならすための積立金で、

収入を調整したり、急激な税の落ち込みや災害

などに備えるための基金でございます。

　これまで本市では、大きな災害に見舞われた

り、特別な財政需要が多く、財政に余裕がなく、

なかなか積み立てることができませんでした。

ここ数年の行財政改革の成果や国の交付金等の

影響により、前年度末には約10億円まで積み立

てることができました。

　この基金は、ため過ぎても、少な過ぎてもい

けないと言われており、標準財政規模の10％か

ら15％を適正額と議会等でも申し上げ、目標に

しておりましたが、幸いにその額は現在、上回

っております。そのことにより、もっと市民の

ニーズや経済対策に使うべきであるとの御意見

もございます。

　一方で、財務省は、財政融資資金の貸し手と

して償還確実性を確認する観点から、平成17年

度より、地方公共団体の決算統計を利用して作

成する行政キャッシュフロー計算書に基づき、

ストック面も重視して４つの財務指標を算出し、

財務状況把握を実施しているところでございま

す。

　その中の１つに、積立金等月収倍率という指

標がございます。それは、積立金等現金預金、

及びその他特定目的基金のことでございますが、

これが行政経常月収の何カ月分あるかを示して

いるもので、資金繰りに係るリスクに対する備

えとして、どれだけの厚みをもって資金を積み

立てているかという耐久余力をあらわす指標で

ございます。

　今年２月に財務事務所の診断を受け、本市の

場合は、積立金等残高が1.1カ月分しかなく、危

険な水準であるとの指摘を受けました。財務省

が基準とする数値は３カ月分で、残高にします

と20億円程度まで積み立てる必要がございます。

　平成22年度決算の財政調整基金ほか、その他

特定目的基金の総額は約14億円で、まだその額

に達するまでは今後も着実に積み立てる必要が

あると考えておりますが、一方で、消防救急無

線デジタル化整備事業や、市の防災行政無線デ

ジタル化事業など大きな財政需要が見込まれて

いるところであり、市民ニーズにも緊急性、必

要性、優先順位等を勘案しながら対応し、健全

財政に努めてまいりたいと考えております。

〇池之上　誠議員　１回聞いただけでは、ち

ょっとちんぷんかんぷんな言葉がいっぱい出て

きまして、そういう考え方もあるんだろうなと、

耐久余力というんですか、本市は1.1カ月分しか

なくて、財務省では３カ月分、約20億円も持っ

ていないと償還確実性がないというふうに見ら

れる、ですか。これは、本市でそれだけためる

のは至難のわざだと思いますね。それならもう

こんな10億円あったからといって浮かれている

場合じゃないのかなと思いますが、それはそれ
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として、市民のニーズにはこたえていっていた

だきたいというふうに思います。

　とにかく、単独の道を選んで行財政改革を断

行しています。今でもやらなければいけない段

階でございます。そういった中で、そういう単

独になった歴史を忘れないで、今からも一層の

行財政改革を邁進されることを期待いたしまし

て、22年度決算のまれに見る結果をともに喜び

ながら、この件は終わりにしたいと思います。

　次に、垂水中央中学校についての質問に入っ

てまいりたいと思いますが、まず、この２回目

以降の質問をするに当たりまして、皆様にお断

りをします。体罰というものは絶対にあっては

なりません。このことを前提としてお話しいた

しますので、その後、いろんな言葉が出るかも

しれませんけれども、前提として心の中にとめ

ておいていただきたいと思います。

　９月９日の朝、地元紙南日本新聞でした。こ

こにありますけれども、「男性教諭、２人に体

罰、垂水の公立中、昨年度も７人に」というふ

うな記事が載っております。これを見ました垂

水市民は、まこてひで学校じゃという方が、こ

の記事の内容だけではそういうふうに思われた

でしょう。そして、当の中学校の子供たちは、

悪く書き過ぎだよね、あんまりだよねという言

葉が聞こえてまいりました。子供たちへの教育

的配慮が全然足りていない記事だったと言わざ

るを得ません。そういうことを書く必要もない

のでしょうが、それはもうマスコミ各社の思い

ですから、私がどうこう言うわけにもいきませ

んけれども、ちょっと残念な思いでございまし

た。そしてまた、この記事を出したことによっ

て何が生まれるのかと思いますが、私は、何の

解決も生み出さない、そして、だれの得にもな

らない、強いて言えば、学校現場を一べつした

ことのない第三者の傲慢さだけが印象に残った

だけでございます。

　先ほど言いましたように、体罰は悪いことで

ございます。学校で行われる体罰というのは、

えてして指導の延長上にあるものが多いと思い

ますが、この受け取り方というのは千差万別、

個人個人によって違うと思います。肩をたたい

て、肩をちょっとさわって、それが痛いと感じ

る、恐怖と感じる、そう思えば体罰だそうでご

ざいます。非常に難しい問題でございますが、

この報道を受けてから、７月にあったわけです

けれども、９月９日のこの報道を受けてからの

学校の対応、それまでは子供の影響を考えて、

表面化するまでは全体への説明会も控えていた

そうでございますが、その後の対応についてお

聞きしたいと思います。

　そしてまた一番の思いは、子供たちがどうい

うふうな学校生活を送っているのかというのが

一番の心配事でございますが、２学期以降、今

回の、きのうの話ではＡ君、Ｂ君という話がご

ざいましたけれども、そのＡ君、Ｂ君は２学期

以降どういうふうな学校生活を送っているのか、

わかる範囲でお知らせいただきたいと思います。

〇学校教育課長（有馬勝広）それでは、池之

上議員の２回目の御質問にお答えいたします。

　昨日、体罰について答弁いたしましたけれど

も、現在、垂水中央中学校では、体罰を受けま

した２名の生徒が安心して学校生活を送ること

ができますように、個別の声かけや日常の授業

参観、スクールカウンセラーやスクールソーシ

ャルワーカーの活用など、全校体制でフォロー

をしております。そして、そのことを通しまし

て、その２人がよりよく今後とも成長できます

ように精いっぱい努力をしてまいりたいという

ふうに校長も考えて、取り組んでいるところで

ございます。

　現在、体罰を受けた２名の生徒でございます

が、２学期が９月１日から始まりましたけれど

も、登校をしておりまして、２学期の学習活動

や学校行事等に頑張っているとの報告を受けて

おります。
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　なお、垂水中央中学校では、先ほど新聞報道

のことと全体会のことがございましたが、翌日

の９月10日土曜日に保護者への全体の説明会を

開催しました。その中で、厳しい御意見ととも

に、これから学校、保護者、地域が連携して、

垂水中央中学校の発展を願う建設的な意見も多

く出されたと聞いております。

　教育委員会としましても、体罰のことは十分

に反省しながら、さらに今後、垂水中央中学校

の学校経営が充実するように指導を徹底してま

いりたいと考えております。

　以上でございます。

〇池之上　誠議員　私は一議員でございまして、

そういう子供たちを調査するというそういう権

限は持たないわけですけれども、市教育委員会

の報告が公的見解と信じております。

　そういう中で、今、課長が言われましたよう

に、その２人の子供たちが今、学校に来て一生

懸命頑張っていると、友達と遊びながら、そし

て学習にも意欲的に取り組んでいるということ

を聞きました。この子供たちが学校にいる、そ

のことが解決であろうと思っております。こう

いう子供たちがこの事件を受けまして学校に来

られないようなことになると、これは本当に大

変なことでございます。これだけでも、１つ救

われたような気がいたしております。

　子供は多分たたかれたこともあるでしょう。

痛い思いもしたと思います。しかし、垂水中央

中学校の仲間が好きなんじゃないか、そして先

生も好きなんじゃないか、学校も好きなんじゃ

ないかと思っております。今、子供なりに必死

に努力をしている最中ではないかなと思ってお

ります。我々大人は子供の心身の成長を今、静

かに、それこそ今の段階、見守るべきではない

かと思っております。

　そういう思いをいたしておりますが、こうい

う問題が発生しまして本当に学校運営としては

大変だろうと思います。教育長におかれまして

は、子供も見守らないといけない、そしてまた

垂水市の市立中学校として学校運営も健全に行

っていかないといけないと、大きな責任がござ

います。教育長、今後、垂水中央中学校のある

べき姿、それを保つためにどのように指導して

いかれるのか、その決意をお聞きしたいと思い

ます。

〇教育長（肥後昌幸）池之上議員の３回目の

御質問にお答えいたします。

　中学校の統合に関しましては、紆余曲折もご

ざいましたけれども、議会の御理解を得まして、

平成22年４月１日に、市内４中学校が統合して

垂水中央中学校が歴史の第一歩を踏み出しまし

た。

　統合の一、二年前、垂水中ですけれども、一

部の生徒による生徒指導上の問題点といいます

か、問題行動もございました。また、その原因

は、このぐらいはよかろうと、小さな問題点を

教師が見逃してきたということにもあるだろう

というふうに思います。また、統合当初は、先

ほど学校教育課長が述べましたとおり、若干の

問題行動もございましたけれども、統合を契機

に、学校長のリーダーシップのもと、小さな問

題点も見逃さないように教職員が一枚岩になっ

てきめ細かな指導をした結果、現在は落ちつい

た教育環境が整っているというふうに思ってお

ります。

　垂水中央中学校を訪問された教育関係者の方

が、よく私のところにも立ち寄ってくださいま

す。そのときに大抵の方が、中学校に行ってき

たけれども、中学校の子供たちのあいさつとい

うのはすばらしいと、こういうすばらしいあい

さつをする学校というのは少ないですよと言っ

てくださいまして、大変うれしく思っていると

ころでございます。また、先ほどありましたけ

れども、授業開始１分前着席、そして30秒前黙

想というのも定着しておりまして、これも大変

うれしく思います。このことは、中学校だけじ
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ゃなくて小学校にも広げていきたいというふう

に思っております。

　教育委員会としましては、今回の体罰の件は

極めて遺憾でございました。これを乗り越えて、

現在の教育環境の維持と、知徳体のバランスの

とれた生徒の育成が図られますように、教育委

員会としましても最大限の努力をしてまいりた

いというふうに思っております。

〇池之上　誠議員　最後、もう要望にとどめま

すが、今、説明されましたように、学校の先生

方は、言えば、今、サラリーマン化していると

いう言葉も聞こえてまいります。しかし、垂水

中央中学校の先生方を見ていますと、部活も一

生懸命やり、それが済んでから９時、10時まで

一生懸命、学校、残った残務をこなしておられ

ます。そういう先生たちが、子供に本当にまじ

めに、対等に向かい合って頑張っておられます。

愛情の反対は無視だということは皆さん、川井

田稔前教育長がこの場でもおっしゃいましたけ

れども、そうなんですね。無視ということは、

その人の存在を消してしまうと。これは本当に

怖い話であって、教育の現場であってはならな

い。ただし、それをすることによって、教師と

いうのは本当に楽になるんだろうというふうに

思います。そういう先生がいないのが垂水中央

中学校だと信じております。

　これから、こういう本当に残念な事件がござ

いましたけれども、明るい学校、楽しい学校に

するためにはお互いに守らなければならないと

いうことがございます。それは何かといいます

と、学校の教職員、守るべきは守る。子供の人

権を尊重し、体罰のない指導を、愛情にあふれ

た厳しい指導を徹底してもらうということです。

そして、子供たちは何か、生徒は何かと申しま

すと、守るべきは守る。規則、生活態度、授業

態度、そして決められたものの提出、そういう

ことをちゃんとするということでございます。

　そしてもう１つ、家庭も守るべきことは守ら

ないといけないことがございます。Ｂ君の場合

はこれにはちょっと該当しませんけれども、一

般的に申し上げまして、家庭は、学校で指導を

受けない子供たちを学校に送り出す。そういう

責任があるんじゃないか、家庭のしつけが大事

なんじゃないかというふうに思っております。

どうぞ教育委員会の皆様、このことをまた学校

の中でも話をしていただいて、指導していただ

きたいというふうに思っております。

　今回の件は本当に残念な１件でございました

が、これを転機として今後、市内唯一の中学校

でございます。水迫市政で統合をなし遂げてき

ました。今、２年目でございます。統合がよか

ったのかどうかという議論もあるということで

ございましたが、尾脇市長、あなたも水迫市政

を受け継がれたということでございますので、

統合中を立派な中学校にするためにますますの

御尽力をお願いしたいと思っております。

　以上で、質問を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）次に、15番篠原則議員の

質問を許可します。

　　　［篠原則議員登壇］

〇篠原則議員　お疲れさまでございます。

　震災、そして原発、水害と、本当に悲しいニ

ュースが続いておりますけれども、多くの国民

が胸の痛い思いをされているんじゃなかろうか

と思っております。私もその中の１人でござい

ます。

　そんな中、明るいニュースといたしまして、

なでしこジャパンが頑張っていらっしゃるとい

うことでございます。強くて明るくてたくまし

い、そしてさわやかであると、すばらしいチー

ムワークであるなと、テレビを見ておって、い

ろんなインタビューを聞きながら思っている次

第でございます。

　そういう中で、職員の皆さんも、課長の皆さ

んも、こういうチームを見習いながら頑張って

いただきたいと思います。余計なこととは思い
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ますけれども、病気で今、仕事を休んでいらっ

しゃる方もいらっしゃるやに聞いておりますけ

れども、そこら辺は先ほど申し上げましたチー

ムワークで頑張っていただきたいと思います。

また、元気で職場に帰ってきたら温かく迎えて

いただきたいと思っておりますので、課長さん

を初め、職員の皆さんによろしくお願いをいた

します。

　それでは、議長の許可を得ましたので、質問

をさせていただきます。

　前市長は、住んでよかったと思える垂水をテー

マに日夜努力されておりましたが、８年が経過

した現在、市民の評価はいかがなものかと思っ

ております。市長も、熱い思いで垂水を元気に

するんだということで頑張っておられると思い

ますけれども、元気な垂水づくりは多岐にわた

り、数え切れないほどの要素があると思われま

す。

　今回お聞きしますことは、元気とは活気があ

ることを示すのか。辞書によりますと、活気が

あるとは、生き生きとした気分と記されており

ます。まず、人口減少の問題、きのうも同僚議

員の答弁でも、市制施行後のピーク時から51％

強の減少と説明をされておりましたようですが、

現在、１万7,000人の人口と表現されていらっし

ゃるようでございます。有権者は１万5,000人強、

０歳児から19歳までの人口が約2,000人でござい

ます。20年後を想定しますというと、社会動態

を考慮しなければ必然的に、20歳から39歳の生

産人口は2,000人しかいないまちになるんじゃな

かろうかと思っております。垂水が元気になっ

て、社会動態が変化し、垂水に転入者が続出し、

20歳から39歳の人口がふえ続けるかは疑問でご

ざいます。

　それでは、１つ、２つ、あわせて質問させて

いただきますけれども、基幹産業である農業、

漁業。農業では、降灰による露地栽培の被害、

後継者不足、漁業では、長引く不況による魚価

の低迷、消費の低迷、燃料の高騰などさまざま

な悪条件の中、少子高齢化による生産性の減少

による自主財源の減少、伸び続ける社会保障費

の増大、介護保険を含めた将来への危機感があ

るようでございます。

　また、防災対策、特に有事の対応についてで

ございますけれども、過去に台風等による災害

常襲地帯である我が垂水市は、財源不足により

公共事業の減少による建設業者の廃業、建設従

事者の減少、重機、車両、機材等の減少がある

ようでございます。

　このような現状の中で、市民の命を守る、財

産を守る、生活を守るため、こういうことで緊

急対応ができるかをお尋ねをいたします。

　こういうことを含めて、市長は、課長の皆さ

んを初め、職員の皆さん、どういうことを指示

されて、また期待をされているかをお尋ねをい

たします。

　また、まちの元気は商店街の元気でよくわか

ると言われておりますけれども、商店街の活性

化はどのように考えておられるのか。量販店の

進出で大変だとお伺いしております。そういう

ことも含めまして、補助金の増額はできないも

のか、お伺いをいたします。

　また、前市長は、いろいろ立案され、企画さ

れて頑張っておられました。その中で１つお伺

いしたいのが、県の補助事業でユズ園を高峠に

つくられております。私も行ってみましたけれ

ども、あれは失敗じゃなかったかなと私は思っ

ているんですが、今後の見通し、また、ツバキ

との割合をどう考えていらっしゃるのかをお尋

ねをいたします。

　先ほども言いましたけれども、水産業の元気

は商店街の元気にもつながってまいります。今、

漁船漁業、養殖漁業。漁船漁業はそこそこ頑張

っていらっしゃるとお聞きしますけれども、養

殖漁業のほうが大変難儀されているようでござ

います。そこでお願いするわけですけれども、
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損失補償をする考えは、していただきたいと声

を多く聞くわけですけれども、そういう損失補

償をしていただけないか、お尋ねをいたします。

　また、農政についても、今の時期、いつも雨

が少なく、農家の方は大変困っていらっしゃい

ます。そこで、６月議会の感王寺議員の質問で

ございましたけれども、かんがい施設の質問で、

補助事業による導入ができない地域については、

今後、市による支援も検討してまいりますとあ

りましたので、ぜひ、そういう施設ができれば

農家も難儀しないで耕作できて、またキヌサヤ・

インゲンが、何と言えばいいか、楽して植えつ

けがですね、収益が上がって税金もいっぱい納

めるということになるんじゃなかろうかと思い

ますので、ここら辺を聞きまして、１回目の質

問とさせていただきます。

〇市長（尾脇雅弥）それでは、篠原議員の質

問にお答えをいたします。

　最初に、全体的な元気な垂水づくりについて

のお答えを申し上げまして、あと個別で幾つか

具体的な質問もございましたので、少し長くな

るかもしれませんけれども、そういった手順で

答弁をさせていただきたいというふうに思って

おります。

　私は、１月の市長選挙におきまして、継続そ

して挑戦を掲げて、住んでよかったと思えるま

ちづくりを基本に、若い力で元気な垂水づくり

を訴えて、当選をさせていただきました。その

ための５つの公約の柱の中に、継続として、１

つ、安心・安全な垂水のまちづくり、１つ、行

財政改革断行を掲げております。あわせまして、

挑戦として、１つ、垂水ブランドの販路拡大、

１つ、医療介護・教育・福祉の充実、そして１

つ、桜島道路実現ということを掲げて、元気な

垂水のまちづくりに取り組んでいるところでご

ざいます。

　継続とは、前水迫市長の住んでよかったと思

えるまちづくりの思いを継承していくことであ

り、特に、安心・安全は元気な垂水づくりの基

本となりますことから、総務課に指示をして、

災害対策などさまざまな課題に対して早目の対

応を行い、不安の解消を目指しております。

　次に、行財政改革断行についても、単独での

市政運営のために耐え得る組織づくり、財源づ

くりのため、各課へ指示しているところでござ

います。あわせて、サービスの低下を招かない

組織づくり、機構改革なども検討しているとこ

ろでございます。

　次に、新しい挑戦としまして、垂水ブランド

の販路拡大でありますが、私は、施政方針の中

でも申し上げましたが、ある程度のブランドや

基盤整備が整っております水産業から取り組ん

で、スタートしているところです。例えば、ブ

リの加工場としてグローバル・オーシャン・ワー

クス株式会社が牛根漁協の隣接地にございます。

6.5キロ以上の大型のブリを、特殊な血抜きの技

術で加工し、アメリカやカナダにすしネタとし

て販売をしている会社です。地元を中心に約20

名の雇用があり、今後、工場拡大、販路拡大を

目指して、市を交えて関係者と協議中でござい

ます。

　同様に、垂水漁協のカンパチの販路拡大のた

め、ブルー・ツーリズムの環境整備やアジアを

中心としたマーケット開拓のため、交渉をスター

トしようとしているところでございます。

　このように、考え方として、垂水の持つ一次

産業の宝を加工し、販売をすることで、新たな

雇用を生み出し、元気な垂水づくりにつなげて

ゆきたいと考えております。

　農畜産業においても、垂水のインゲン、キヌ

サヤ、ビワなどを初め、また畜産の牛や豚、鶏

など、豊富な食材を加工し、新たな販路拡大に

つなげてゆきたいと考えております。

　次に、医療介護・教育・福祉の充実は特に重

要な政策であり、それこそ元気で長生きしてい

ただくためにさまざまな検討をさせております。
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高齢者の方々の多くが、住み慣れた家や地域で

暮らしたいと希望されておられます。そのため

の環境整備をすることが非常に大事で、そのこ

とを、福祉課を中心に在宅医療・介護など、医

師会、中央病院と定期的に協議し、充実するこ

ととしたところでございます。

　また、教育の充実についても、垂水市の将来

を担う子供たちのために支援策や環境を充実さ

せてまいります。

　垂水高校問題については、担当係を設け、施

策の具現化を図っているところであり、今後、

予算化をしていきたいと考えております。

　また、垂水中央中学校、各小学校、さらに子

育て支援の充実に対しても力を入れているとこ

ろでございます。

　最後に、桜島道路につきましては、将来の元

気な垂水づくり、このことを考えたときに大変

重要な課題であると考えております。大隅４市

５町の大隅期成会の共通課題でもあり、また、

先月立ち上げました、鹿児島市、垂水市、霧島

市、姶良市の湾奥会議のテーマの１つにもなっ

ていくと思われます。いずれにいたしましても、

関係市町と連携をして、また県の意向を考慮し

ながら、国や関係機関に訴えてまいりたいと考

えております。

　以上、施政方針を基本に主な考え方を申し上

げました。私も当選して約半年が経過をいたし

ます。今後も、今申し上げましたことを中心に

しながら、まずはこの４年間をかけて一つ一つ

実現をすることが、元気な垂水づくりにつなが

るという思いで行ってまいります。どうか御指

導をよろしくお願いを申し上げたいと思います。

　それでは、ほかの個別の案件につきましてお

答えをさせていただきます。

　まずは、漁業の損失補償についてでございま

すけれども、漁業の損失補償につきましては、

平成22年度に終了して、そのかわりとして23年

度から１億円ずつ、両漁協に貸し付けをしてい

る現状でございます。

　お尋ねの損失補償につきましては、法に触れ

るおそれがあり、前市長の水迫市長が、今後損

失補償はしないとお断りをした経緯もございま

した。ただし、選挙前に意見交換をさせていた

だく機会がございまして、前向きに検討させて

いただきますということを申し上げたことを記

憶をしております。そういったことに従って、

前向きにさまざまな角度で検討させていただき

ましたけれども、現状の条件のもとでは損失補

償は難しいというようなことでございましたの

で、その旨を伝えているというのが現状でござ

います。

　しかしながら、漁業の振興ということは本市

にとりまして非常に重要なことでありますし、

先ほど議員がおっしゃったように、そのことで

まちが元気になるんじゃないかということも、

そのとおりだと考えます。ですので、これまで

の貸付金を１億円から２億円に増額をして、そ

の資金を生かしながら体制を整えていただきた

いということをお願いをしております。

　また、ブルー・ツーリズムや新しい取り組み

によって漁業を盛り上げていこうということを

考えているところでございます。

　次に、上野台地のかんがい施設についてでご

ざいますけれども、上野台地の総面積は約320ヘ

クタールでございます。現在、畑作の中心地で

あるこの上野台地におけるかんがい施設は、全

体面積の13％に当たる約42ヘクタール整備され

ている状況にあります。かんがい施設が設置さ

れていない畑については、既存施設のタンクよ

りコインで購入している現状でございますが、

現在、故障をしているということでございます。

　今後の対策といたしましては、本市は、昭和

50年代から現在に至るまで、防災営農対策事業

によりますビニールハウスなどの導入が図られ、

施設園芸が盛んになってきたところでございま

す。施設園芸でのかん水施設の整備はなくては
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ならない重要なものであると考えられますので、

農家からの要望等がありましたら、その事業規

模に応じ、耕地サイドの事業や防災営農対策事

業で対処してまいりたいと思います。

　また、その他の地区については、できるだけ、

その地区に応じた補助事業がないか模索してま

いります。

　また、どうしても採択要件等をクリアできず、

補助事業による導入ができない場合については、

他市町村の状況等を参考にしながら、今後、市

による支援も検討してまいりたいと思っており

ます。

　次に、商店街の活性化についてでございます

けれども、取り組みといたしましては、昨年度

好評だった垂水市商工会で発行するプレミアム

つき商品券発行を本年度も引き続き行います。

発行額は、昨年度同様、15％プレミアムをつけ

て１億1,500万円とします。また、国の雇用創出

事業によりまして、元気な商店街再生支援事業

といたしまして、プレミアムつき商品券発行事

業や、商工会が行うイベントなどの企画立案な

どの事務補助を行います。

　そのほかの取り組みといたしまして、商工会

運営費補助金の交付、商工振興資金利子補給補

助金の交付を行い、商店街の活性化策に取り組

んでまいります。さらに、商店街の空き家対策

にも取り組まなければいけないというふうに考

えております。

　それから、その後のユズの対策でございます

けれども、昨年度、ユズにおきましては、野ウ

サギ等の食害があり、成長が危ぶまれたところ

ですけれども、その後、国の雇用創出事業等に

より、管理人の方が維持管理を一生懸命行って

いただいているところでございます。ただし、

実がつくまでまだ４～５年はかかるというのが

現状のようでございます。私も気になりました

ので、就任当初、現地を視察をいたしましたが、

なかなか今後の見通しということに関しては、

時間が必要であるということを考慮しまして、

移設を検討をしているところでございます。

　最後に、職員の指示と期待についてお答えを

いたします。

　指示につきましては、元気な垂水づくりのた

めには、さまざまな情報に対してアンテナを高

く広げていただき、早くて正確な情報を上げて

いただきたいと思っています。その情報に対し

ては、私は最終的に判断をし、決断をし、行動

をとっていきたいというふうに思っております。

もちろん私からも提案を行っていきたいと考え

ております。

　期待につきましては、職員は垂水づくりの頭

脳集団でありますし、個々の能力も異なります

が、それぞれに高いものを持っております。課

長会での共通認識を持ちながら、あくまでも市

民が主役であることを意識して、市民へ素早い

対応を行うこと、また、こうだからできないと

いうことではなくて、こうすればできるという

考え方に立って前向きに行動していただくこと

を期待しております。

　以上でございます。

〇篠原則議員　全部の答弁はなかったようで

すけれども、いいことにいたしまして、私は、

垂水が元気になるには、まず一次産業ですね、

一番関心があるのが農業、そして漁業でござい

ます。先ほど、かんがい施設の件で質問させて

いただきましたけれども、大体、３カ月前にも

検討していきます、今回も検討しますという答

弁でございます。また次も検討します。これじ

ゃいけないわけで、ぜひ早い機会に、よか、農

家の喜ぶような答えを出していただきたいと思

います。これは要望にしておきますが。

　それと、先ほど市長の答弁の中で、元気な垂

水をつくるにはまず水産業から取り組みたいと。

私もそういう気持ちで先ほど損失補償をお尋ね

したわけですけれども、水産業、加工した製品

を国内外に発送すると、輸出、いろいろすると
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いう考えだろうと思いますけれども、これに対

しては、その材料がなくなればできないわけで

すよね。だから、損失補償をしていただいて、

立派なブリ・カンパチをつくっていただきたい

とお願いをするわけでございます。損失補償に

ついて、違法であるというような御答弁でござ

いましたけれども、ちょっと調べたところを読

み上げさせていただきたいと思います。

　自治体による損失補償契約については、何ら

法律上の制限はなく適法とされてきました。損

失補償は適法との行政解釈が通説として認識さ

れたこともあって、地方公共団体の損失補償契

約は長期的に拡大が続いてきました。総務省の

調査によると、これは古い調査ですけれども、

2005年度に全国の第三セクター489法人の損失補

償残高は２兆3,109億円に上ると言われておりま

す。地方公共団体にとって、第三セクターに対

しても出資金や貸付金、補助金の支出といった

形で財政支出を行うとすれば、歳出規模の拡大

につながります。補助金やらどんどん出してい

けばですね。それよりも、損失補償を用いたほ

うがいいんじゃないかということがあったよう

でございます。

　垂水市における両漁協への損失補償は、たし

か平成２年度より開始されたと思っております

が、本市の基幹産業である養殖業の育成のため

にも始めたものであると思われます。損失補償

により、本市の養殖業は、過去のたび重なる困

難を乗り越えてきたばかりではなく、返済も計

画どおり実施してきております。

　しかしながら、平成18年11月15日の川崎市の

第三セクター川崎港コンテナターミナル株式会

社に対する損失契約に関する横浜地裁の判決は、

初めて損失補償契約を違法としております。違

法ということですね、この時点では。この判断

は、地方公共団体、金融機関には驚きをもって

受けとめられましたが、市も損害賠償請求を退

けられたことから、控訴しなかったことから、

地裁判決で確定しております。しかし、この判

決後、熊本県荒尾市の第三セクターアジアパー

クに対する損失補償に関する判決は、平成19年

９月21日に損失補償契約は適法となっておりま

す。最高裁で確定をしているわけでございます。

　損失補償については、確かに地方公共団体に

とって地方財政のリスクになるが、本市におけ

る養殖業の再生は喫緊の課題であり、市長の英

断を期待するわけでございます。このことにつ

いてもう１回、市長のほうから御答弁を願いま

す。

〇市長（尾脇雅弥）今の篠原議員の再質問に

お答えをいたします。

　損失補償に関しましてはさまざまな解釈がご

ざいまして、今お話しいただいたことも十分、

これまでの検討の中でも踏まえてきたところで

ございます。我々も顧問弁護士等にも相談をし

ながら、どういった方向性でいくべきかという

ことで、現段階においては、さまざまな条件を

考慮して、損失補償はできないというようなこ

とで判断をしたわけでございます。

　ただ、繰り返しになりますけれども、やはり

漁業というのは非常に我々にとって重要な産業

でありますので、そこの支援ということで、当

面、貸付金の増額、あるいはそれ以外の支援を

中心に行ってまいりたいというふうに考えてお

ります。

　また、先ほど財政の話が池之上議員からもあ

りましたけれども、損失補償をすることでさま

ざまな課題にもつながっていく部分もあります

し、また、漁業者以外の一般の方々にも影響が

出てくるということでございましたので、現行

の判断をさせていただいているところでござい

ます。

〇篠原則議員　そういうことで、できないと

いうことであるようでございますが、話を承っ

ておりますというと、顧問弁護士、しない方向

で相談をしているように聞こえてくるわけです
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よね。今度はぜひ前向きな考えで、損失補償を

やるにはどういう方法があるか、そういう格好

で弁護士なり、近隣の首長なり、相談していた

だきたいと思います。これはもう要望をしてお

きます。これは、漁業関係者を初め、いろんな

他市の友達とお話しする中で、これは政治家、

市長の腹一つなんだと、やるかやらんか、若い

市長ならできるという御意見もございます。ぜ

ひ自信を持って取り組んでいただきたいと思い

ますので、よろしくお願いをいたします。

　12時にもなりましたけれども、元気な垂水を

つくるに当たり、人口増、いろいろあろうかと

思いますけれども、ある新聞を見ておりました

ら、全国に２万人以下の市が14市あるようです

ね。その中で、垂水市も入っております。一番

小さな市が、北海道の歌志内市というところで

すかね、4,425人。それでも元気で頑張っていら

っしゃると、市民の皆さん、市長を初めですね。

市は人口が幾ら減ろうとも、市から町にしてく

ださいと言わない限りは市であるそうでござい

ますので、人口が減らないことが一番でござい

ますけれども、人口増を考えながら、今の市民

が不平不満がないことが、一番元気になる源と

いいますか、満足度といいますか、そこら辺が

大事じゃなかろうかと思っております。

　ちなみに、14市ありますけれども、一番小さ

な市町村で、村が170人しかいないようですね。

その中でも、満足度なんですよね、まちの元気

は。人口が多くなったから、まちが元気になっ

たということでもないと私は思っております。

　そういう中で、市長もまだ先ほどは６カ月と、

私が計算をしてみると８カ月近くになりますの

で、もうやがてですね。今まで議員時代に関心

を持って質問をされておりました瀬戸山線とか、

または元垂水港の一文字防波堤とか、それもい

ろいろ議員時代は質問もしていらっしゃいます

ので、ぜひそういう方面にも取り組んでいただ

きたいと思います。ぜひ元気で、垂水が元気が

出ますように、まず自分でだれんごと頑張って

くださいますようお願いしまして、私の質問を

終わります。

〇議長（宮迫泰倫）以上で、一般質問を終わ

ります。

　本日の日程は、全部終了しました。

　　　△日程報告

〇議長（宮迫泰倫）明15日から27日までは、

議事の都合により休会とします。

　次の本会議は、28日午前10時から開きます。

　　　△散　　会

〇議長（宮迫泰倫）本日は、これにて散会し

ます。

　　　　　午後０時４分散会
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平成23年９月28日午前10時開議

　　　△開　　議

〇議長（宮迫泰倫）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△諸般の報告

〇議長（宮迫泰倫）日程第１、諸般の報告を

行います。

　この際、議長の報告を行います。

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律第

３条第１項及び第22条第１項の規定により、平

成22年度健全化判断比率及び平成22年度資金不

足比率に関する報告がありましたので、お目通

しを願います。

　以上で、議長報告を終わります。

　　　△議案第50号～議案第60号、陳情第３号

　　　　一括上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第２、議案第50号か

ら日程第12、議案第60号までの議案11件及び日

程第13、陳情第３号の陳情１件を一括議題とし

ます。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第50号　垂水市職員特殊勤務手当支給条例

　　　の一部を改正する条例　案

議案第51号　垂水市税条例等の一部を改正する

　　　条例　案

議案第52号　垂水市交通災害共済条例の一部を

　　　改正する条例　案

議案第53号　消防本部電源照明車購入契約につ

　　　いて

議案第54号　平成23年度垂水市一般会計補正予

　　　算（第５号）案

議案第55号　平成23年度垂水市国民健康保険特

　　　別会計補正予算（第１号）案

議案第56号　平成23年度垂水市介護保険特別会

　　　計補正予算（第１号）案

議案第57号　平成23年度垂水市病院事業会計補

　　　正予算（第１号）案

議案第58号　平成23年度垂水市漁業集落排水処

　　　理施設特別会計補正予算（第１号）案

議案第59号　平成23年度垂水市簡易水道事業特

　　　別会計補正予算（第１号）案

議案第60号　平成23年度垂水市水道事業会計補

　　　正予算（第１号）案

陳情第３号　川内原発増設計画の中止などを求

　　　める意見書の採択について

〇議長（宮迫泰倫）ここで、各委員長の審査

報告を求めます。

　最初に、産業厚生委員長。

　　　［産業厚生委員長大薗藤幸議員登壇］

〇産業厚生委員長（大薗藤幸）去る９月５日

の本会議において産業厚生委員会付託となりま

した各案件について、９月16日委員会を開き、

付託案件の審査をいたしましたので、その結果

を御報告いたします。

　最初に、議案第54号平成23年度垂水市一般会

計補正予算（第５号）案中の所管費目について

は、原案のとおり可決されました。

　次に、議案第56号平成23年度垂水市介護保険

特別会計補正予算（第１号）案、議案第57号平

成23年度垂水市病院事業会計補正予算（第１号）

案、議案第58号平成23年度垂水市漁業集落排水

処理施設特別会計補正予算（第１号）案、議案

第59号平成23年度垂水市簡易水道事業特別会計

補正予算（第１号）案及び議案第60号平成23年

度垂水市水道事業会計補正予算（第１号）案に

ついては、原案のとおり可決されました。

　以上で、報告を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）次に、総務文教委員長。

　　　［総務文教委員長北方貞明議員登壇]
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〇総務文教委員長（北方貞明）皆さん、おは

ようございます。

　それでは、報告いたします。

　去る９月５日の本会議において総務文教委員

会付託となりました各案件について、９月21日

委員会を開き、審査いたしましたので、その結

果を報告いたします。

　まず、報告に先立ちまして、９月20日に総務

文教委員会といたしまして垂水中央中学校の学

校を視察してまいりました。

　当日は小雨の中、教育長を初めとする教育委

員会の皆さん、校長先生を初めとする中央中学

校の先生方の御協力をいただき、１年生から３

年生までのすべての教室に伺い、子供たちが元

気に授業を受けている様子を拝見させていただ

きました。垂水市の将来を担う子供たちの活発

で聡明なさまを拝見し、感激したところでした。

　視察後に校長室にて学校の現状につきまして

お話を伺い、子供たちを健全に育成するために

市議会としてどうあるべきか考える機会となり

ました。

　それでは、本委員会付託案件の審査につきま

して御報告いたします。

　最初に、議案第50号垂水市職員特殊勤務手当

支給条例の一部を改正する条例案、議案第51号

垂水市税条例等の一部を改正する条例案、議案

第52号垂水市交通災害共済条例の一部を改正す

る条例案及び議案第53号消防本部電源照明車購

入契約については、原案のとおり可決されまし

た。

　次に、議案第54号平成23年度垂水市一般会計

補正予算（第５号）案中の所管費目及び歳入全

款については、原案のとおり可決されました。

　次に、議案第55号平成23年度垂水市国民健康

保険特別会計補正予算（第１号）案については、

原案のとおり可決されました。

　次に、陳情第３号川内原発増設計画の中止な

どを求める意見書の採択については、結論を得

るに至らず、閉会中の継続審査とすることに決

定いたしました。

　以上で、報告を終わります。

〇議長（宮迫泰倫）これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　討論はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　最初に、議案からお諮りします。

　議案第50号から議案第60号までの各議案を各

委員長の報告のとおり決することに御異議あり

ませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、議案第50号から議案第60号までの各

議案は、各委員長の報告のとおり決定しました。

　次に、陳情をお諮りします。

　まず、陳情第３号について、委員長の報告の

とおり決することに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、陳情第３号は、委員長の報告のとお

り継続審査とすることに決定しました。

　　　△議案第61号～議案第71号一括上程

〇議長（宮迫泰倫）次に、日程第14、議案第

61号から日程第24、議案第71号までの議案11件

を一括議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第61号　平成22年度垂水市一般会計歳入歳

　　　出決算認定について

議案第62号　平成22年度垂水市国民健康保険特

　　　別会計歳入歳出決算認定について
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議案第63号　平成22年度垂水市老人保健医療特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第64号　平成22年度垂水市後期高齢者医療

　　　特別会計歳入歳出決算認定について

議案第65号　平成22年度垂水市交通災害共済特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第66号　平成22年度垂水市地方卸売市場特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第67号　平成22年度垂水市介護保険特別会

　　　計歳入歳出決算認定について

議案第68号　平成22年度垂水市老人保健施設特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第69号　平成22年度垂水市と畜場特別会計

　　　歳入歳出決算認定について

議案第70号　平成22年度垂水市漁業集落排水処

　　　理施設特別会計歳入歳出決算認定につい

て

議案第71号　平成22年度垂水市簡易水道事業特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

〇議長（宮迫泰倫）お諮りします。

　各決算については、７人の委員をもって構成

する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、

閉会中の継続審査とすることにしたいと思いま

す。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、各決算については、７人の委員をも

って構成する決算特別委員会を設置し、これに

付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定

しました。

　お諮りします。

　ただいま設置されました決算特別委員会委員

の選任については、委員会条例第８条第１項の

規定により、川越信男議員、堀内貴志議員、大

薗藤幸議員、感王寺耕造議員、北方貞明議員、

篠原則議員、川畑三郎議員、以上７名を指名

したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、ただいま指名しました７人を決算特

別委員に選任することに決定しました。

　　　△決議案第１号・決議案第２号一括上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第25、決議案第１号及

び日程第26、決議案第２号についてを議題とし

ます。

　件名の朗読を省略します。

決議案第１号　交通事故防止に関する決議　案

決議案第２号　川内原子力発電所に関する決議

　　　　案

　　交通事故防止に関する決議（案）

　悲惨な交通事故を防止し、安全で快適な地域

社会を実現することは私たち垂水市民すべての

願いである。

　しかしながら、本市の交通死亡事故は、一昨

年より多発しており、県下でも上位に位置して

いる状況にある。そのような中、今年度に入り

既に交通死亡事故が３件発生し、５名の方が犠

牲となられていることは非常に憂慮する事態で

ある。

　交通死亡事故を抑止し、安全で安心して暮ら

すことのできる地域社会を実現することは、市

民の負託を受けた我々の重大な任務である。

　交通死亡事故は、一瞬にして大切な命を奪い、

その家族や知人、友人を深い悲しみに陥らせる。

　このような市民を出さないためにも、家庭や

職場、地域、関係機関・団体が一体となった交

通安全への取組が重要である。

　よって、本市議会では、市民の安全で安心な

暮らしを守る立場から、交通死亡事故抑止に対

する姿勢を明確に示すとともに、「交通事故の
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ないまちづくり」を目指し、警察や関係機関・

団体と連携し、全ての市民が交通事故を起こさ

ない、遭わないための防止策を市民一体となっ

て積極的に推進することを決意する。

　以上、決議する。

　平成23年９月28日

　　　　　　　　　　　　垂　水　市　議　会

　　川内原子力発電所に関する決議（案）

　東日本大震災にともない、地震と津波への備

えに欠けた東京電力福島第一原発が引き起こし

た重大事故は、失われた冷却機能が回復できず、

炉心溶融と外部への放射性物質の流出が拡大す

るという深刻な状態が続いている。その影響は、

周辺住民の避難生活の長期化や農水産物などの

汚染被害や風評被害も広がっている。特に、放

射性物質に汚染された農畜水産物の出荷や水道

水の使用が制限されるなど発電所立地地域を超

えた広域的な被害をもたらし、住民生活に深刻

な影響を及ぼしている。

　垂水市は川内原子力発電所からは60キロ圏内

ではあるが、福島原発事故では風向き等によっ

ては60キロを超える地域まで放射性物質が届き

影響を与えている。このことは、一度事故が発

生すれば計り知れない影響が出るということが

証明されたものである。

　原発では事故は起きないという「安全神話」

の立場で、地震や津波の備えを怠ってきたこと

による人災である。安全対策をなおざりにし、

原発建設を推進してきた国と電力会社の責任は

重大である。さらに、社会的な問題となってい

る「やらせ」メール問題は電力会社が組織ぐる

みで不正工作を行なった事は明白であり、いく

ら「安全」とさけんでも、これでは国民や県民

はとうてい信頼することはできない。

　そこで、本市議会は、市民の生命と財産を守

るために、国や県、九州電力に対して下記の事

項について決議し、要請する。

　　　　　　　　　　記

一、国際基準に合致した新しい安全基準を作り、

　それに基づいて全国の原発の総点検を行なう

　こと。川内原発１号機・２号機について、県

　独自に安全総点検を行なうこと。

二、原子力の安全確保のための規制機関は推進

　の行政機関と明確に分離し、強力な権限をも

　たせること。

三、苛酷事故を想定した防災対策を確立し、台

　風や地震などの複合災害を想定して防災対策

　の見直しを行なうこと。

四、国や電力会社は正確で迅速な情報を提供す

　ること。

五、原子力発電への依存は計画的に縮減して、

　再生可能なエネルギーを普及させ、地産地消

　のエネルギー政策を進めること。

　以上、決議する。

　平成23年９月28日

　　　　　　　　　　　　鹿児島県垂水市議会

提出先

内閣総理大臣　野田　佳彦　殿

経済産業大臣　枝野　幸男　殿

鹿児島県知事　伊藤　祐一郎　殿

九州電力代表取締役社長　眞部　利應　殿

〇議長（宮迫泰倫）提出者の説明を求めます。

　総務文教委員長北方貞明議員。

　　　［総務文教委員長北方貞明議員登壇]

〇総務文教委員長（北方貞明）交通事故防止

に関する決議について。

　それでは、説明いたします。

　決議案第１号交通事故防止に関する決議につ

いて、会議規則第14条の規定により提出いたし

ます。

　提案理由でございますが、本年度に入り本市

において、既に交通死亡事故が３件発生し、５
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名の方のとうとい命が交通事故で奪われており

ます。本市の交通事故が増加していることは非

常に憂慮する事態であります。

　交通事故を抑止することはすべての市民の願

いであり、安全で安心な地域社会を実現するた

めにも、市民と一体となって交通事故防止対策

に積極的に取り組む必要があります。

　よって、市民が安全で安心したまちづくりの

意識を高め、交通事故を防止し、交通安全意識

の高揚・啓発を図るため、本案を提出するもの

であります。

　なお、決議案につきましては、お手元に配付

しておるとおりでありますので、朗読を省略し

て提案させていただきます。

　以上、議員各位の賛同を賜りますようよろし

くお願い申し上げます。

　川内原子力発電所に関する決議について。

　それでは、説明いたします。

　決議案第２号川内原子力発電所に関する決議

について、会議規則第14条の規定により提出い

たします。

　提案理由でございますが、福島第一原発での

事故により放射性物質に汚染された農畜水産物

は、原子力発電所立地周辺地域を越えた広域的

な被害をもたらし、住民生活に深刻な影響を与

えています。

　垂水市は、川内原子力発電所から60キロ圏内

でありますが、福島第一原発では、風向き等に

よって60キロを越えた範囲まで放射性物質が影

響を与えています。

　また、電力会社が組織ぐるみで不正工作を行

った「やらせメール問題」などにより、国民は

何を信頼すればよいのかわからない状況であり

ます。

　本議会では、市民の不安を早急に解消し、市

民の生命と財産を守るために、国や県、九州電

力に対して強く要請するために本案を決議する

ものであります。

　なお、決議案につきましては、お手元に配付

していたとおりでありますので、朗読を省略し

て提案させていただきます。

　以上、議員各位の賛同を賜りますようにお願

い申し上げて、説明といたします。

〇議長（宮迫泰倫）ここで、暫時休憩します。

　休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの決議案を持

って御参集願います。

　　　　　午前10時15分休憩

　　　　　午前10時35分開議

〇議長（宮迫泰倫）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　先ほど議題としました決議案に対し、これか

ら質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　まず、決議案第１号は、原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、決議案第１号は原案のとおり可決さ

れました。

　次に、決議案第２号は、原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、決議案第２号は原案のとおり可決さ

れました。

　　　△意見書案第２号上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第27、意見書案第２号

を議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。
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意見書案第２号　原発依存から自然エネルギー

　　　の本格的導入を求める意見書　案

〇議長（宮迫泰倫）案文は配付いたしており

ますので、朗読を省略いたします。

　　原発依存から自然エネルギーの本格的導入

　　を求める意見書（案）

　福島第一原子力発電所の事故は、原発の危険

性を国民の前に放射性物質の拡散など事実をも

って明らかにしました。

　また、原発周辺で生活する10万人以上の住民

が避難を余儀なくされ、さらに、農水産物の生

産や出荷など地域経済に甚大な被害を与えてい

ます。

　現在の原発の技術は本質的に未完成で、きわ

めて危険なものです。原発は莫大な放射性物質

（死の灰）をかかえていますが、それをどんな

事態がおきても閉じ込めておく完全な技術は存

在しません。そして、ひとたび大量の放射性物

質が出されれば、被害は深刻かつ広範囲で、将

来にわたっても影響を及ぼします。

　この重大な事故から国民の命と暮らしを守り、

未来に向かって希望が持てる国にしていくため

に、政府は原発から撤退するべきです。世界で

は既に、原発から太陽光をはじめ風力、波力、

バイオマスなど自然エネルギーへの転換がはか

られていますが、日本のエネルギー政策は大き

く立ち遅れています。

　以上のことから、政府は現状を厳粛に受け止

め原発から撤退を決断し、自然エネルギーの開

発と普及、促進、低エネルギー社会への移行に

全力をあげるように求めます。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出します。

　　　　鹿児島県垂水市議会議長　宮迫　泰倫

　平成23年９月28日

提出先

内閣総理大臣　野田　佳彦　殿

衆 議 院 議 長　横路　孝弘　殿

参 議 院 議 長　西岡　武夫　殿

経済産業大臣　枝野　幸男　殿

〇議長（宮迫泰倫）お諮りします。

　ただいまの意見書案については、提出者の説

明及び委員会付託をそれぞれ省略したいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、いずれもそのように決定しました。

　これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　意見書案第２号を原案のとおり決することに

御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、意見書案第２号は原案のとおり可決

されました。

　　　△陳情第４号上程

〇議長（宮迫泰倫）日程第28、陳情第４号Ｔ

ＰＰ（環太平洋連携協定）交渉参加反対に関す

る陳情についてを議題とします。

　お諮りします。

　陳情第４号は、産業厚生委員会に付託の上、

閉会中の継続審査にしたいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、陳情第４号は、産業厚生委員会に付

託の上、閉会中の継続審査とすることに決定し
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ました。

　以上で、日程は全部終了しました。

　お諮りします。

　閉会中、各常任委員会及び議会運営委員会の

所管事項調査を行うことに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（宮迫泰倫）異議なしと認めます。

　よって、閉会中、各常任委員会及び議会運営

委員会の所管事項調査を行うことに決定しまし

た。

　　　△閉　　会

〇議長（宮迫泰倫）これをもちまして、平成

23年第３回垂水市議会定例会を閉会します。

　　　　　午前10時38分閉会
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　地方自治法第１２３条第２項の規定によって、ここに署名する。

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 長　　　

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 員　　　

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 員　　　
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